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臨時教育審議会会長 岡本道雄

教育改革に関する第二次答申について

臨時教育審議会は、昭和 5 9年 9月 5日、内閣総理大臣か

ら、 「我が国における社会の変化及び文化の発展に対応する

教育の実現を期して各般にわたう施策に関し必要な改革を図

るための基本的方策について」諮問を受け、鋭意検討を行っ

てきたところでありますが、今般、標記について、別紙のと

おり成案を得ましたので、提出します。



tゴ：し．めしこ`

本審議会は、ここに、 「教育改革に関する第二次答申」を取りまとめた。

本答申では、 21世紀に向けての教育の基本的な在り方を示すとともに、家庭、

学校、社会を通じる教育改革の諸課題について、総合的、基本的な改革提言を行っ

ている。

昭和59年9月5日、内閣総理大臣から、 「我が国における社会の変化及ひ文化

の発展に対応する教育の実現を期して各般にわたる施策に関し必要な改革を図るた

めの基本的方策について」諮問を受けた本審議会は、すでに昨年6月26日、 「教

育改革に関する第一次答申」を提出した。

この第一次答申においては、改革を推進するための基本的考え方として、個性重

視の原則を今次教育改革て最も重視しなけれはならないものとし、また、基礎・基

本の重視、創造性・考えるカ・表現力の育成、選択の機会の拡大、教育環境の人間

化、生涯学習体系への移行、国際化への対応、情報化への対応を掲げ、これを基礎

として3年間にわたって検討されるべき課雖を次のとおり設定した。

① 2 1世紀に向けての教育の基本的な在り方

② 生涯学習の組織化・体系化と学歴社会の弊害の是正

③ 高等教育の高度化・個性化

④ 初等中等教育の充実・多様化

⑤ 教員の資質向上

⑥ 国際化への対応

⑦ 情報化への対応

R 教育行財政の見直し

また、当面の具体的改革提言として、学歴社会の弊害の是正のための方策とともに、

大学人学者選抜制度の改革、大学入学資格の自由化・弾力化、 6年制中等学校、単

-1-
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位制高等学校を提案した。これらの提言は、上記主要課題のうち、早期に対応が求

められているいくつかの課題について、優先的に検討を進め、結論が得られたもの

を取りまとめたもので、今次教育改革の突破口ないしは端緒となるものである。

第一次答申提出以降、本審議会は、第二次答申においては教育改革の基本的な全

体像を明らかにする必要があるとの観点に立って、第一次答申において明らかにし

た本審議会の主要課題の中で、改革全体に向けて波及効果の大きい課題および国民

が強く期待している課題を重視しながら、審議を続けてきた。この間の審議の状況

「審議経過の概要（その3)」として取りまとめて

公表し、公聴会なとを通し各界からの意見や要望なとをいただいた。とくに、教育

については、去る 1月22日、

関係団体等からは多くの意見が寄せられた。

本審議会は、その後、これら各界の意見なとも参考にしながら審議を進め、この

たひ、逐次答申の方針に従い、 「教育改革に関する第二次答申」を取りまとめたも

のである。本答申で目指すものは、個性重視の原則に立って、生涯学習体系への移

行を主軸とする教育体系の総合的再編成を行うことにより、現在の教育荒廃を克服

し、 21世紀に向けて我が国における社会の変化およひ文化の発展に対応する教育

を実現しようとすることにある。

本答申は全体を4部で構成している。

第1部「21世紀に向けての教育の基本的在り方」では、戦前・戦後にわたる教

育の歴史の教訓を踏まえて、現在我が国の学校に現れている深刻な教育荒廃の諸要

因を分析し、その反省に立ちながら、 21世紀に向けての新しい時代の変化と教育

の課題を展望するなかで、教育基本法の精神を基礎として今後とくに重要なものと

考えられる教育の目標を示した。また、生涯学習体系への移行を主軸とする教育体

系の再編成の基本方向を示した。いわば、第1部は、第2部以下の具体的改革提言

の前提となる基本的考え方を示したものである。

第2部「教育の活性化とその信頼を高めるための改革」においては、まず、生涯

学習体系への移行のための家庭、学校、社会の教育を通じる基本的な方策を示した。

その上で、家庭の教育力の回復、初等中等教育の改革、高等教育の改革と学術研究

の振興、社会の教育の活性化など、人生の各段階に応じて適切な学習機会を総合的

に整備するとともに、それぞれの質的向上を回るための改革を提言した。

第3部「時代の変化に対応するための改革」では、 21世紀に向けての様々な時

代の変化のうち、とくに、国際化と情報化の進展に着目して、第2部の改革提言に

加え、具体的な教育上の諸課題について改革を提言した。

第4部「教育行財政改革の基本方向」では、 21世紀を展望しつつ、画ーよりも

多様を、硬直よりも柔軟を、集権よりも分権を、統制よりも自由・自律を重んじる

教育行財政改革の基本方向を明らかにした。

これらの改革提言については、具体的な改革方策を提示したもの、検討、見直し

に当たっての原則、基本的考え方、方向性を示したもの、および検討、見直しが必

要であると指摘したものなとが含まれている。

なお、近年とくしこ深刻の度を増しつつある「いしめ」の問題については、事態の

重大性にかんがみ、先に会長談話を発表し、関係諸機関をはじめ、家庭、学校、社

会における一層の努力と相互の連携を期待したところである。

いじめの要因や背景としては、まず何よりも家庭の在り方に問題がある。乳幼児

期における親と子の基本的な信頼関係の形成と、適時・的確なしつけが行われず、

自己抑制力、他人に対する思いやりを身に付けさせることが十分に果たされていな

い。

同時に、受験競争の過熱や児童生徒の自律性の伸長を妨げる学校教育の画一性や

閉鎖的な学校の在り方、極端な管理教育などの問睡がある。さらに、学歴偏重の風

潮や子どもをめぐる環境の悪化など大人社会の在り方の問題も見逃すことはできな

い。
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したがって、いじめをはじめとする教育荒廃の問題については、その背後にある

要因を深く掘り下げて、改革のための総合的・基本的な在り方を示すことが重要で

あると考える。この考えを基本としつつ、本答申においては、関連する各章節にお

いて当面の対応も含め必要な施策の提言を行った。

本審議会は、子どもたちのすこやかな成長を願って、政府および地方公共団体の

みならず、家庭、学校をはじめ社会全体が、これらの提言に沿って近年のいしめの

克服のため引き続き努力を重ねることを期待する。

第 1音E

第1節

(1) 

2 1世紀に向けての

教育の基本的な在り方

歴史の教訓

「第1の教育改革」と戦前の教育

明治5年 (l8 7 2年）の学制公布による近代学校制度の導入に際して、

「学制序文」として知られる太政官布告第214号は、 「人々 自ら其身を立て、
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其産を治め、其業を昌（さかん）にして、以て其生を遂（とぐ）るゆえんのも

のは他なし、身を脩（おさ）め、智を開き、オ芸を長ずるによるなり、而て其

身を脩め、智を開き、オ芸を長ずるは学にあらざれば能わず、是れ学校の設あ

るゆえんにして、．．．．．．（中略）……必ず邑（むら）に不学の戸なく、家に不学

の人なからしめん事を期す」と述べ、いずれかというと欧米近代思想に基づく

立身出世・治産昌業の近代教育の理念を打ち出した。

「学制百年史」 （文部省編）も指摘しているように、学制公布以来、終戦ま

での我が国近代教育の歴史は、明治5年～ 18年の近代教育制度の創始期（第

1期）、明治19年～大正5年の近代教育制度の確立・整備期（第2期）、大

正6年～昭和11年の教育制度の拡充期（第3期）、昭和12年～20年の終

戦までの戦時統制下の軍国主義、極端な国家主義による画一主義教育の時期

（第4期）の四つの時期に区分される。

歴史の諸経験が示すところによれば、貧困からの脱却と外からの脅威への対

抗の二つが基本課題である時代においては、個人・家庭•学校・社会•国家の

目標は一義的に明確に設定しやすい。幕末から明治維新期にかけて、黒船に象

徴される欧米列強の外圧に直面した我が国は、積極的に欧米列強の先進的技術

を導入し、殖産興業に努め、近代的諸制度を移植することによって、つまり我

が国を急速に欧米化、近代化、工業化することによって、独立と安全を確保

-4- -5-
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し、貧困からの脱却を急ぐという独自の「工業化戦略」を採用した。こうし

て、 「富国」と「強兵」の両目標は、明治、大正、昭和を通じて並立し続けた

のである。第2次世界大戦に至る不幸な歴史過程において、この2大目標の均

衡は次第に崩れ、非現実的な「強兵」に傾斜していったが、その帰結は誤れる

戦争と悲惨な敗戦であった。しかし、この敗戦の結果として我が国の社会体質

は大きく変化し、国民意識もまた変容し、 「強兵」目標の否定、 「富国富民」

目標への集中を可能にし、それが世界の奇跡ともいわれた戦後日本の高度経済

成長時代をもたらしたのであった。

全般的にみると、学制公布以来の我が国戦前の近代学校教育の基本理念が、

立身出世・殖産興業、欧米化、近代化、工業化を通じての「富国」に重点を置

いたものであったことは、戦後教育との連続面としてとらえることのできる側

面である。他方、 「高度国防国家の建設」という目標に象徴される「強兵」路

線は、戦前第4期に向けて次第に強化され、戦争への道に突き進むこととなっ

た。戦争と敗戦の結果として、軍国主義、極端な国家主義が否定されたことは、

戦前と戦後の教育の非連続の面として正確に認識しておかなければならない点

である。こうした我が国戦前教育の成功と失敗の両面を、事実に基づいてよく

学び、連続した面、非連続の面の複雑な絡み合いの現実を踏まえて、歴史の教

訓として将来に生かしていくことが重要である。

(2) 「第2の教育改革」と戦後の教育

戦争と敗戦という高価な代償を支払った後の戦後教育改革の目的は、戦前の

第4期を頂点としてその弊害をあらわにした軍国主義およひ極端な国家主義教

育、ならひ‘しこそれと結び付いたと考えられる諸要因を排除し、平和国家や文化

国家の建設、民主主義、自由、平等の実現を目指し、人格の完成を教育の目的

として確立することにあった。

昭和21年の教育刷新委員会第1回建議が「教育行政は、左の点に留意し

て、根本的に刷新すること」として、 「1．従来の官僚的画一主義と形式主義

との是正、 2.教育における公正な民意の尊重、 3.教育の自主性の確保と教

育行政の地方分権」などを指摘し、また「教育の方針」に関して、 「この目的

を達成するためには、教育の自律性と学問の自由とを尊重し、現実との関連を

考慮しつつ、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力とによって文化の創造と発

展とに貢献するように努めなければならないこと」を強調したのもそのためで

ある。

明治5年の学制改革以来1世紀をこえる我が国近代教育の歴史のなかで、戦

後教育の占める期間はすでに40年をこえようとしているが、戦後教育の歴史

は、一般に、次の三つの時期に区分される。

第1期： 20年～27年までの時期。すなわち、新憲法の制定 (22年）、

教育基本法の制定（同年）、 6• 3 • 3制を定めた学校教育法の制定（同年）

などの戦後教育改革の時期

第2期： 27年～46年までの時期。すなわち、占領期に骨組みのできあが

った新教育制度にいくつかの制度上の手直しが行われたのち、戦後復興期から

高度経済成長期にかけての戦後教育の量的拡大、大衆化と制度の整備拡充の時

期。明治以来の追い付き型近代化、豊かな社会の実現という長期国家目標が基

本的に達成されるに至る時期。同時に大学紛争の激化や公害問題の発生などに

みられるように従来の教育制度や社会制度の不適応などが目立ち始めた時期

第3期： 46年以降の時期。すなわち、 40年代半ばの高度経済成長期の終

了ならびに追い付き型近代化の達成、成熟社会への移行、近代工業文明の転換

に伴う国際的規模での経済社会システム再編成のための諸改革の時代、目標喪

失時代から目標再構築時代への移行、 46年の中央教育審議会答申のいわゆる

「第3の教育改革」の時代の開始から現在に至るまでの時期

-6- -7-
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敗戦と戦後改革によって「強兵」路線を否定した結果、戦後日本は「富国富

民」路線に専念できることとなり、殖産興業、輪出振興、高度経済成長という

経済的ないしは物質的目標に努力を集中した。•その結果、我が国は明治百年に

して欧米工業先進国に「追い付く」ことに成功し、その国民総生産は全世界の

ほぼ1割に達し、自由世界でアメリカに次いで第2位の地位を占めることとな

った。また、この物質的繁栄を基礎に、我が国の高等学校進学率は94％に、

大学進学率は37％に達して、アメリカに次ぐ高い国際水準を維持し、教育の

機会均等の確保、教育水準の維持向上により「教育ある社会」を実現すること

に成功したのである。

この時代、とくに戦後第2期の特徴は、経済も教育も量的拡大、大衆化、平

等化、標準化の実現に主力が注がれ、戦争・敗戦の後遺症もあって、精神的・

文化的諸価値の問題に正面から取り組むことを回避して、国民総生産、シェア

と利潤、給与・所得、就学率と偏差値等、どちらかというと目に見え、手で触

れることのできる、計量可能な、単純な諸価値の追求に専心してきた点に求め

られよう。

明治維新期、昭和戦後期に続く「第3の教育改革」を掲げた中教審の46年

答申「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について」

の策定作業が行われた42年から46年にかけての時期は、第一しこ、戦後高度

経済成長時代の終わりの時期に当たっており、また第二しこ、明治百年の追い付

き型近代化の達成の時期にも重なっていた。第三に、この時期は同時に、ロー

マ・クラプの「成長の限界」や脱工業化論などに代表される近代工業文明の転

換期の認識が登場してきた時期でもあった。

しかし、当時の時代認識は、この重なり合う三つの歴史的転換のいずれにつ

いても、まだ十分に成熟してはいなかった。また、中教審の46年答申は教育

理念の検討に正面から取り組まなかったために、 「第3の教育改革」の性格が

必ずしも明確にならず、意欲的な先導的試行の諸提案も教育界の現状を守ろう

とする強い意識に阻まれて実行に移すことができずに15年を経過し、この間、

教育荒廃が深刻化して次第に大きな社会問題となるなかで、現在の教育改革へ

と連なることとなったのである。

第2節 学校教育の荒廃

(l)危機に立つ学校教育

現在、我が国の学校教育、とりわけ初等中等教育は深刻な危機の中にある。

明治以来の追い付き型近代化の歴史過程において、いくつかの行き過ぎ、過ち、

試行錯誤などがあったとはいえ、我が国の学校教育は全体として大きな社会的

使命を果たしてきた。学校と教師は児童•生徒、父母と社会の信頼と尊敬を集

めることのできる大切な存在であった。しかし、近年に至って、学校や教師の

信頼度は低下してきており、学校や教師への不信、教育界不信の声が高まって

いる。学校と教師ならびに教育界は、この巌しい現実とその背景にある深刻な

教育荒廃の事実を直視し、子どもたちの未来のために、相携えて学校改革、教

育改革に立ち上がらなけれはならない。

陰湿ないじめ、子どもの自殺、登校拒否、青少年非行、校内暴力、家庭内暴

ヵ、偏差値偏重の受験競争の過熱、学歴偏重、いわゆる問題教師、体罰等に現

れている教育荒廃の諸症状は、現在の学校社会の内部および外部に手術を必要

とする病理メカニズムが形成されてしまっていることを示している。教育荒廃

の諸症状を総合的に判断することによって、この複雑で根深い病理メカニズム

の本質を解明することができない限り、学校改革、教育改革の正しい処方箋を

見出すことはできないであろう。

文部省調査によれば、 60年4月から 10月までの7か月間に、いじめが発

生したとの報告のあった学校は、小学校の52.3%、中学校の68.8%、高等学校

-8- -9-
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の42.5％である。学校が必ずしもいじめの実態を正確に把握しておらず、また、

いじめの事実を隠す傾向があることなどを考慮に入れると、実数はこれを相当

に上回る可能性がある。

陰湿ないじめに先立って全国の学校社会に広範囲に広がった校内暴力は、近

年、鎮静化の傾向にあるとはいえ、内容的には粗暴化、陰湿化の傾向が続いて

おり、学校社会が内包する問題の深刻さを示している。校内暴力への対応措置

としての体罰の強化や、児童•生徒に対する過度な外面的規制など形式主義的

・瑣末主義的な「管理教育」が、学校社会内部の病理の本当の解決にはつなが

らず、病理症状を公然たる暴力から陰湿ないじめに転化させたのではないかと

いう専門家の指摘には、十分に耳を傾ける必要があろう。うわべだけの診断に

基づく対症療法はかえって病気を内攻させたり、悪化させたりすることに注意

しなければならない。

また、青少年非行の推移を、主要刑法犯として補導した青少年数の対人口比

でみても、 40年代後半以降激増の一途をたどり、 26年をピークとする第1

の波、 39年をピークとする第2の波に続いて、戦後最悪の第3の波を形作っ

ている。この青少年非行の第3の波は、 58年をピークに高い水準のまま横ば >

＇ いで推移し、楽観を許すような状況には至っていないことが指摘されている。 員

(2)教育荒廃の諸要因

現在、 「教育荒廃」と総称されている社会病理現象の諸要因は、相互に複雑

に関連していると考えられるが、これらの諸要因は、近代工業文明の特質・限

界、日本社会・文化の特質•変動、我が国の学校教育の特質・変動に関連する

問題群に大別して分析することができる。

これらの各問題群別の検討結果を踏まえ、現在の教育荒廃の診断と処方にか

ーかわる重要な視点として、次の諸点を指摘しておきたい。

第一には、陰湿ないじめ、校内暴力、青少年非行をはじめとする教育荒廃は

子どもの心の荒廃であり、子どもの人格の崩壊に連なる危険を内包していると

いうことである。この子どもたちの心の荒廃をもたらした原因と責任は、その

最も根深いところで大人社会全体にあるのであって、子どもたちはその犠牲者

であるという、大人社会自身の自省自戒の視点を忘れてはならない。

親も教師も教育行政も、追い付き型近代化の時代の硬直化した大人社会の固

定観念だけで、現代の若者文化や子ども社会を軽々に判断すべきではない。教

育荒廃と呼ばれている複雑な社会病理現象のなかに、大人社会は子どもたちの

生命の苦悩する姿、現代文明や大人社会の現状への絶望と拒絶反応、新しい創

造への意欲と希望の挫折の姿、人間不信の叫ひを読み取る必要がある。

問題の本質は、子どもたちが現在の家庭、学校、社会の中で、人間としての

尊厳、価値、個性、自主性を尊重されていないと感じていることであり、様々

な心理的重圧の下にさらされていると感じていることである。

第二に、子どもの心の荒廃をもたらした大人社会の病因は、近代工業文明、

追い付き型近代化ならびに戦後日本における高度経済成長の「負の副作用」、

とりわけ人間の心身両面の健康への悪影響、人間と人間の心の触れ合いなどの

人間関係への悪影響、文化・教育面への負の副作用などの発見と対応が遅れた

ことと深くかかわっているという反省の視点が重要である。

言うまでもなく、近代工業文明と戦後日本の高度経済成長は、科学技術の発

展と工業化・近代化を主軸として、大量生産、大量流通、大量消費の経済メカ

ニズムを産み出し、それによって豊かさ、便利さ、平和、福祉、安定、安全な

どの諸価値の実現を目指し、貧困からの脱却＝「富国富民」、生活水準の向上、

福祉・教育・文化水準の向上、人間の長寿化等という人類の永年の夢の実現を

可能にした。

しかし、 40年代半ば頃から、我が国を含め先進工業国を中心に、豊かさの
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負の副作用としての環境問題、資源・エネルギー問題、勤労意欲の低下、家庭

や共同体の崩壊、新しい犯罪の増加、俗悪な大衆文化の氾濫など、自然の生態

系・都市環境の破壊から人間の心身の健康の悪化と人間関係の崩壊にまで及ぶ、

様々な物質的ならびに精神的公害、いわゆる「先進国病」の諸症状が社会問題

化するに至り、近代工業文明の特質と限界、弱点が次第に関心を集めるように

なった。

我が国の場合、戦後の30年代から40年代半ばまでの高度経済成長期にお

ける経済の量的拡大は、後期中等教育と高等教育を中心とする教育の大衆化、

量的拡大と並行して進んできた。しかし、経済の量的拡大過程で発生した様々

なひずみは、 40年代以降、かなり積極的かつ組織的に是正、改善されたにも

かかわらず、教育問題についてはひずみに対する反応が鈍かった。近年におけ

る教育荒廃の深刻化、学校、教師、教育界に対する信頼の長期低落傾向は、こ

れと無関係ではない。

その原因としては、①人間の内面や人間関係の奥深いところにある精神面の

ひずみの方が、人間の外部にある物質面のひずみよりも発見と対処が難しく、

その性質もより複雑であるという点、②我が国の学校関係者の間に、明治以来

の近代教育の成果や戦後教育がもたらした教育の機会均等の実緩等に対する自

負と自信が強く、この自負と自信がかえって、学校関係者が時代と社会の文明

史的転換、子どもの意識・環境の変化、社会の中での学校の位置や役割の変化

等に気付くことを遅くしたという点、③元来、継続性と安定性を求める傾向の

強い教育制度の特質もあって、学校関係者が従来通りのやり方に固執しがちで

あり、子どもの意識、社会の変化などに十分適応できなかったのではないかと

いう点、などが指摘されている。

第三に、教育荒廃の原因として先に述べた近代工業文明の負の副作用の内容

をどう認識するかという視点がある。これについては、次のような点が挙げら

-12-

I ， 

I 
I 

I 

れる。

① 近代工業文明による物質的ならびに人間的環境の変化・破壊などの結果、

子どもの心身両面の健康が脅かされており、また自然との触れ合いの喪失、

間接経験の肥大と直接経験の減少、実生活体験と学校教育の分離、頭や身体

を使わないでも済む便利さの代償等として、本来人間のもつ様々な資質の退

行、幼稚化、いわゆるモラトリアム人間化の現象等が見られること。それら

がもやもやとした、原因のはっきりしないストレスや欲求不満の増大を招き、

人間性喪失の危険をさえもたらしていること。

② 豊かな社会の実現が、貧しさ、不便さ、抑圧、不平等などの逆境をなくし

たり減らしたりした反面、人類史の長い期間にわたって、逆境のなかで育ま

，れてきた自立心、自己抑制力、忍耐力、責任感、連帯感、思いやりの心、感

謝の気持ち、祖先を敬う心、自然や超越的なものを畏敬する心、宗教心など

が衰弱するという結果を招き、心の貧困をもたらしたこと。

◎ 近代工業文明が家庭、地域社会の人間関係の崩壊をもたらしたため、ばら

ばらになった個人が都市に集中して大衆社会化状況を現出し、価値意識の多

様化、相対化が進展して、伝統的な各種の社会規範が弱まり、社会の統合を

維持する力が低下しているのに、この状況に対応する適切な方法を見失って

しまったままであって、温かい人間関係をつくるのが困難になっていること。

こうした近代工業文明の問題性や限界、それがもたらす諸病理現象は大人社

会全体に見られるものであるが、それは一層単純に増幅された形で子ども社会

に現れているものとみられる。

第四は、日本文化や社会の個性、その強みと弱みを社会変動過程のなかでど

う認識するかという視点である。

日本は周囲を海に取り囲まれ、大陸諸国と地理的に隔てられていたために、

人種、宗教、言語、文化、生活様式等の面で同質性が高い。しかも狭い山間・

-13-
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平野部に比較的高密度に定住して稲作を行ってきた関係もあって、独特の日本

的集団主義、甘えの構造、和の文化を形成してきた。こうした同質性の高い平

等社会の統合を維持してきた内面的および外面的抑制力が、上述のような近代

工業文明の導入•発展、敗戦による伝統的価値規範の否定、欧米からの個人主

義や平等主義の機械的移植等の複合的な結果により、大きく揺らぎ、社会の統

合を維持する力が低下した。そのために無責任、悪平等、利己主義、画一主義

が強まり、いじめなどの教育荒廃にも連なることになったものと思われる。

また、戦後日本における急速な農村共同体の崩壊、都市化の進展は、人間の

つながりを失ったばらばらな個人からなる大衆社会化状況を産み出した。

地域社会の変化とともに進んだ家庭機能の衰弱により、乳幼児期における基

本的な生活習慣や価値規範の形成、しつけが不足してしまっており、乳幼児保

育における親子とくに母子相互作用の不足、就業形態の変化等による親の不在、

テレビ等の家庭への影響、兄弟姉妹の数の減少による親の過保護、子ども同士

の遊びや集団生活経験の不足、家庭生活の合理化の結果としての子どもの家事

手伝いや勤労体験の減少などが生じた。また、元来、母性原理の強い過保護的

な日本社会において、敗戦の結果としての父性原理の一層の衰弱が進行したも

のと思われる。厳しい内面の自制心や価値規範を育てようとはせずに、外面的

しこ服装を細かく規制するなどの過度に形式主義的・瑣末主義的な管理教育も、

こうした父性原理の衰弱を示すものであると指摘されている。
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第一しこ、その硬直的な体質の結果として、現在の我が国の学校教育は、子ど

もの意識、生活、環境に生じている深く、そして広い変化を認識し、対応する

ことに遅れをとっており、子どもの心を読み取る能力が低下し、子どもの欲求

不満や心の荒廃の原因を正確に把握する力も弱まっている。例えば、専門家は

現在の子どものいじめには「非行型いじめ」と「遊び型いじめ」の両類型があ

ること、いじめっ子の人格形成過程には、家庭の生活上のストレス、乳幼児期

における親子とくに母子相互作用の不安定等の発達心理学的背景があること、

しつけ、自己抑制力、基本的な生活習慣の形成が不十分なまま、過保護、過干

渉、放任など子どもの心身の健康に配慮しない不安定な家庭教育があること、

極端な管理教育、体罰にみられるような「相違」を許容しない学校・学級の体

質や偏差値偏重の受験によるストレスがあること、現代のパロディ型若者文化

の影響と結び付いた「遊びの荒廃」があることなど様々な家庭的・文化的・教

育的背景を指摘しているが、学校教育はこれらの問題点への柔軟な理解力、対

応力を欠いている。

第二しこ、その画ー的な体質の結果として、現在の我が国の学校教育は子ども

の自主的精神、個性、自律性を伸ばすという点で極めて不十分であり、そのこ

とが子どもの人格形成を妨げている。学校ぐるみの人権侵害が行われていたと

いう事例が最近発生したということは、単にその学校だけの問題としてではな

く、学校教育全体の問題として真剣に受け止め、改善に努力しなければならな

い。

(3)学校教育の「負の副作用」

以上に述べてきたことに加え、教育荒廃の現状分析に関する重要な視点は、

我が国の学校教育の画ー的・硬直的・閉鎖的な体質、学歴偏重、極端な管理教

育などの「負の副作用」が豊かな人間形成を妨げ、子どもの心理的重圧感と欲

求不満を非常に高めているという点である。

=-l-——-—l~_-

子どもの自律性を尊重しないところに、教育基本法にいう個人の尊厳も人格

の完成もないことを深く認識する必要がある。日本社会の特質の一つである和

の功罪両面を深く見つめ、和の強調が子どもの自律性の低下、自己責任能力の

衰退を招かないように、自由と規律の正しい関係を打ち立てていく必要がある。

①過保護、②放任、⑬極端な管理教育の三つは別種のもののように見えるが実
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はそうではなく、子どもの自律性、自主的精神を尊重しないという基本点で全

く同根のものであり、三つの現象形態にすぎない。

第三に、 「教育上の配慮」に名を借りた学校の閉鎖性という壁が、教育荒廃

の早期発見を妨げ、学校の無責任体制を助長し、学校や教師への社会的な信頼

度を急激に低下させているという事実にも十分な反省が加えられなければなら

ない。学校は憲法、教育基本法等に規定されている父母、児童•生徒の教育上

の諸権利の尊重に努めなければならない。学校は地域社会や父母・家庭に対し

てもっと開かれた学校運営を行うよう努力し、児童•生徒の個性と人権を尊重

する基本姿勢を確立し、学校への新鮮な風通しをよくすることが必要であろう。

:, 

(4)教育界の信頼の回復

教育という営みは、教える者と教えられる者との間に、教える者相互間に、

教えられる者相互間に、また教師と父母、教育行政に携わる者と教師・父母等

の間に、人間的な信頼と尊敬の気持ちや温かい人間感情の通い合いが存在しな

ければ、その目的を十分に達成することが難しい。現在の我が国の教育界には、

学校と社会、教師と父母、教育行政と教師・父母、校長・教頭と教師、教職員

組織相互間、中央と地方等の間に、根深い不信の構造がある。

校内暴力、陰湿ないじめ、自殺などの教育荒廃は、子どもの心の荒廃である

といわれるが、こうした子どもの心の荒廃は、教育界内部の相互不信による心

の荒廃と決して無関係ではない。

この教育界の不信の構造は、歴史的にもたらされた戦後教育界の不幸な対立

によって形成された点が少なくないことに思いを致し、この不信の一掃と相互

信頼の回復、政治的対立をこえるものとしての教育の復権、教育の主体性を確

立することが極めて重要である。

戦後40年を経て、 21世紀を 15年後に展望するに至った今日、我が国教

ー
~
；

育界は歴史は歴史として、この戦後教育界の不幸な対立に思い切った終止符を

打たなければならない。
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第3節未来からの挑戦

(I)教育における「不易」と「流行」

教育は、未来に生きる人間を育成することを通じて、未来を創造する最も基

本的な人間の営みである。未来に生きる人間を育成するためには、①子どもた

ちの将来にどのような可能性、危険、問題が待ち構えているのか、②こうした

可能性、危険、問題に主体的に挑戦していくことができるためにはどのような

能力が求められるのか、③このような未来が必要とする資質を磨き、能力を向

上させるためにはどうすれはよいのかなどについての深い洞察が不可欠である。

この意味において、教育に携わる者は、子どもの未来、人間の未来、日本の

未来、世界の未来に対して、常に鋭敏な感覚と広い視野をもつ人間でなければ

ならない。

人間の文化と社会は、無常なるもの（万物が生滅して、定まりがないこと）、

変転きわまりないもののようではあるが、深く洞察してみると、そこには、①

時代をこえて変わらないものと、②時代とともに変化していくものとがあり、

―
―
―
 

土
I
i

しかもこの両面は複雑に、分かち難く結びついていることを認識させられるの

である。このことを芭蕉は、 「不易」と「流行」と表現したが、教育の本質も

また常にこの不易と流行の両面を統一するものとしてとらえなければならない

であろう。すなわち、教育は未来に直面するに際して、常に「時代をこえて変

わらないもの」をしっかりと見つめ続け、人類文化ならびに日本文化の優れた

遺産や伝統の維持・継承に努め、この不易なるものを次世代に受け継がせてい

かなければならないし、同時に、 「時代とともに変化していくもの」を鋭敏な

感覚で受け止め、これに柔軟かつ創造的に対処していかなければならない。
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この両面を統一することを忘れて、前者のみに固執すれば、教育は独断、硬

直に陥り、後者のみに流されれば、教育は軽桃浮薄に堕するであろう。ここに

教育の本質的な難しさがある。教育における基礎・基本とは何か、高等教育に

おける教養と専門の関係をどう認識するか、学問の自由、大学の自治をどう理

解するか等々の、古来論争の絶えない問題の根底には不易と流行をどう認識す

るかの根本問題が横たわっているのである。 21世紀に向けての教育の在り方

を考えるに際しても、この点をよく念頭に置いておくことが重要である。

しかし、注意しなければならないことは、教育がこの不易と流行を一義的に

確定することに性急であつてはならないし、また、そのような騒りをもっては

ならないということである。何を不易なるものとして重視し、何を流行と考え

るかは、究極において自由な文化の創造の営み、学問研究の自由、多様な教育

の試みに委ねられるべき事柄であろう。それこそが人格の完成を永遠に求め続

ける人間にとって唯一つの可能な方法であり、未来に対して開かれた態度であ

ろう。

この点で、古い固定観念に束縛されない、自由で多様かつ創造的な教育諸科

学の新たな研究の進展、協力、国際交流に期待し、またそれを積極的に支援す

ることが重要である。
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(2)未来展望

戦後40年という時間が経過したが、未来に目を転ずると、人類はあとわず
ヽ

か15年でこの20世紀に別れを告げて、新しい21世紀を迎えることとなる。 覆

すでに、現在の学校教育の対象となうている児童•生徒たちが社会人として活
躍する時代は、この21世紀である。 15年後に迫った21世紀はどのような

可能性と問題をもっているのであろうか。この未来からの挑戦を受けて立つの

が、子どもたちと青年たちであり、明日の大人たちである以上、この挑戦を受

けて立っために必要な能力は何か、何がこうした能力の向上を妨げているのか

を見極め、こうした障害を取り除くように努力することは、今次改革の出発点

の一つでなければならない。

ここではこうした中長期展望の検討のなかから浮かび上がってきたいくつか

の主要なすう勢を、①国際化の進展、②情報化の進展、③成熟化の進展の三つ

に分けて考え、 21世紀のための教育目標と教育体系の再編成の基本方向を見

定めることに資したい。

① 国際化の進展

明治以来の追い付き型近代化は、ほぼその目標を達成した。これに伴い、

我が国の国際的地位や責任も高まり、国際相互依存関係の深まりのなかで、

経済・文化・人的交流等のあらゆる面で国際的なつながりがますます強まろ

うとしている。

このような国際環境の中にあって、日本人は、国際間の経済・文化・科学

技術の交流や各国が共通して抱える諸問題に係る国際協力など、地球的視野

で取り組まなければならない諸問題に一層直面することとなろう。だが、こ

の新しい段階における「国際化」は、明治以来の追い付き型近代化時代にお

ける国際化とは認識や対応を異にするものであり、いわば全人類的視野に立

って人類の平和と繁栄、地球上の様々な問題の解決に積極的に貢献し、宇宙

船「地球号」の生態系の保全と自然・人間・機械の共生を可能にする人類文

化の形成へ参加することでなければならない。

21世紀においてこれらの国際交流・協力や全地球的規模の諸問題に挑戦

することは、次世代に課せられた重大な課題であり、日本人がこれまで正面

から取り組んだことのないフロンティアの仕事である。これらの課題はいず

れも若い世代の精神を鼓舞し、創造性を要求する、やりがいのある仕事であ

る。
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2 1世紀に向けての国際化の一層の進展が我が国にもたらすであろう可能 I 
識生産能力の高い、情操豊かな創造的な人間がより求められることになろう

性と問題を考えるとき、次世代の日本人にはこれまで以上に深く、広い国際 と指摘されている。

社会に関する認識、すなわち、世界各国の文化、歴史、政治、経済等に関す また、生命現象、情報現象の科学的な解明の進展に伴う生命科学（ライフ

る認識を要求されるであろうし、異文化と十分に意思の疎通ができる語学力、 サイエンス）、バイオテクノロジー等の急速な発達は、宇宙、海洋の両分野

表現力、国際的礼節、異文化理解能力等が求められることになるであろう。 への人類の挑戦とあいまって従来の機械中心の科学技術を生命中心の科学技

また国際化の進展は、次世代の日本人が、国際社会の中の日本文化の歴史・ 術に大きく変容させようとしていることが指摘されている。 20世紀が物理

伝統・個性等について、それぞれの文化のもつ特殊性とその底を流れる共通 科学、工学の世紀であったのに対して、 21世紀が生命科学、バイオテクノ

性、普遍性を正しく認識して行動できるよう、しっかりとした日本人として ロジーの世紀となる可能性をもつという指摘もこのようなすう勢に注目した

の文化的素養・能力を身に付けることを必要とする。このことは国語教育、 ものと考えられる。こうした科学技術の新しいフロンティアの出現に対して

語学教育、歴史教育、芸術教育、徳育等の教育の在り方、教師に求められる 挑戦することが次世代の日本人に課せられた重要な課題である。また、情報

能力、外国人教師と留学生問題、研究・教育の国際交流等のあらゆる面で、 化の進展は、人間を対象とする諸科学、とりわけ教育に関する諸科学の進展

これまでの発想や手法の見直しを要請することとなろう。 に革命的な影響をもたらすことになろう。 21世紀に向けての教育は、こう

： ！｛ ＇ ② 情報化の進展 した知識体系や技術体系の新展開に積極的に対応できる体制を急速に整備し

今後の科学技術は、電子・情報処理・材料・計画・加工の技術等の急速な なければならない。旧態依然たる古い学問分野の分類に固執していては、こ

発展を背景として、緻密化、高機能化が一層進展し、従来のようなハードウ、 うした新しい知識のフロンティアヘの挑戦はできないであろう。

ェア中心の科学技術から、情報化、知能化、総合化などソフトウェアの比重 しかし、他方、すべての科学技術がそうであるように、情報化の進展、生

を高めた科学技術への移行が大幅に進展するものとみられている。 命科学の発達もまた光と影の両側面をもっていることには十分に注意しなけ

とりわけ、情報化の進展は、科学技術の高度化のなかで主要な地位を占め ればならない。いきいきとした深い直接経験の減少と間接経験の肥大、短絡

るものと考えられているが、とくに、双方向性、ネットワーク性、総合性 思考、借り物思考、単純な断定、論理的・情緒的なステレオタイプ、情報過

（映像・音声・文字・数値情報等の互換性）等をもったパーソナル・メディ 多に伴う各種の不適応症状など、情報化への対応いかんではかえって人間の

アの急速な発達により、各人の情報処理・選択•発信能力が飛躍的に高まる 心を貧しくしかねない要素があることも忘れてはならない。遺伝子組み替え

ことは、知識・情報・技術等の生産・流通•消費システムを根底から変革す 等生命科学の進展が、人間の尊厳や倫理に新たに投げかけている基本的な諸

るものと考えられている。また、情報化の進展は、教育が人類に固有の世代 問題についても、深い文明論的考察を加える必要がある。

間情報システムであるということから、研究・教育の在り方を根本から変え ③ 成熟化の進展

る可能性をもっており、いわゆる標準規格型・偏差値型の人間ではなく、知 経済社会の成熟化の進展は、大きく生産と生活の両面に分けて考えられる。
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まず生産面では、 21世紀に向けて我が国の産業構造が情報・知識・サービ

ス産業等の比率を次第に高めて、いわゆる経済の情報化・ソフト化・サービ

ス化の傾向を示す可能性が大きいことが指摘されている。このような予想さ

れる産業構造の変化を踏まえ、かつ国際社会の相互依存関係が深まる傾向を

合わせ考えると、我が国は国際的視野で今後の研究開発や教育の力点をどこ

に置くべきか、そのためにはどういう人材の育成が必要であり、またそのた

めには何をなすべきかを長期的観点に立って十分考えておかなければならな

いであろう。

生活面では、生活水準の上昇、自由時間の増大、余暇活動の活発化等に伴

い、選択の自由の拡大、趣味・嗜好、生きがい、価値観等の高度化・多様化

をもたらし、これらのすう勢は全体として、文化・スポーツ活動を多様化、

個性化し、活性化するであろう。

他方、こうした生活水準の上昇、選択の自由の拡大、価値観の多様化は、

豊かさ、便利さ、自由などの代償としての様々な負の副作用を人間に与える。

こうした負の副作用の中には、人間の精神的・身体的能力の退行、確固たる

自我形成の遅れ、無責任化、社会連帯意識や規範意識の低下などが挙げられ

よう。基本的に重要なことはこうした負の副作用を自覚して、豊かさ、便利

さ、自由などを真に人間のために使いこなす方向で、将来の経済社会を築い

ていくことであろう。問題の本質はこれらを使いこなす能力をどう育むかで

ある。

経済社会の成熟化のすう勢でとくに忘れてはならないことは、自由を使い

こなす能力の成熟の問題である。日本人の国民性に関する調査によれば、経

済社会が成熟段階に移行してからの日本人の意識にはいくつかの注目すべき

傾向が見られる。一般的に言えば、それは近代の成果を継承しつつも、その

限界をこえていこうという意識の流れであり、戦後40年の経験を基礎とし
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てようやく形成されつつある藷ち着いた、安定した、中庸の意識である。こ

うした均衡のとれた中庸の意識の成熟は、自由と規律の関係、自由と平等の

関係、義務と責任の関係、公と私の関係、自立自助と公的扶助の関係、個人

と社会・国家の関係、日本文化の特殊性と国際的な普遍性の関係、戦後史や

近代化の評価などのすべての問題についての認識について観察することがで

きる。それは戦後民主主義の一定の成熟として評価してよいものであること

が指摘されている。

2 1世紀へ向かう教育の在り方を考える上で、こうした戦後民主主義の一

定の成熟を前提とし、その成熟化の一層の促進を考慮に人れておくことは重

要な点であると考える。

また、我が国は、戦後の経済成長、生活水準の上昇に伴う長寿化の結果、

世界最長寿国の一つとなった。また、 65歳以上の高齢者層の総人口に占め

る比率も急上昇し、急速に高齢化社会に移行しつつあり、

から「人生80年時代」への移行が進んでいる。

「人生50年時代」
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一方、高齢化の進展と若年層の減少による社会的活力の喪失が懸念されて

いる。また、家庭においては、子どもの数の減少、核家族化の傾向が様々な

問題を提起していることもすでに教育荒廃との関連で触れたとおりである。

第4節 2 1世紀のための教育の目標

覆

(1)教育基本法の精神

戦後の「第2の教育改革」の根幹をなす教育基本法ならびに新しい学制を定

めた学校教育法は、 22年3月31日に公布された。

およそいかなる改革にせよ、一つの大きな改革が社会に定着するには、ある

程度の時間の経過が必要である。この間、様々な紆余曲折、試行錯誤を経て、

新しい理念は次第に社会に定着し、新しい制度は様々な付属制度の整備やその
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制度の運用への習熟などにより、ようやく円滑に作動するようになる。教育基

本法の40年近い歴史もまたそうである。

今次教育改革は、幅広い国民的合意を基礎に、教育基本法の精神を我が国の

教育土壌にさらに深く根付かせ、 21世紀に向けてこの精神を創造的に継承、

発展させ、実践的に具体化していくことでなければならない。

教育基本法の前文および第1条は次のように述べている。

「（前文）……（略）……われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求

する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創

造をめざす教育を普及徹底しなければならない……（後略）」

「第1条（教育の目的）教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会

の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重

んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなけれ

ばならない」

このように、教育基本法第1条は「教育の目的」が「人格の完成」にあり、

「平和的な国家及び社会の形成者」としての r心身ともに健康な国民」の育成

にあることを明確に述べている。ここにいう「心身ともに健康な国民」とは、

「①真理と正義を愛し、②個人の価値をたっとび、⑬勤労と責任を重んじ、④

自主的精神に充ちた」国民という意昧内容を含むものである。

「人格の完成をめざす」という場合の「人格」とは、単なる自然的人間とは

異なった観念であり、いわば理想的な人間の類型である。 「人格の完成」は、

理性と自由の存在を基本前提として、人間が限りなく真・善・美の理想に近づ

こうとする営為の中にある。教育的努力の究極の目標としての「人格の完成」

は、個々の自然的人間をこえて普遍的、理想的、超越的な究極の価値を永遠に

求め続ける人間の営みの中にこそある。このように人格はなんらかの目的を達

成するための手段ではなく、それ自体が自己目的であるから、品位と尊厳をも
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つものとなる。個性重視という考え方の場合も、このような人格の完成を目的

とするものである。

現在の教育荒廃の深い反省の上に立って、我が国教育は今一度、教育の目的

としての「人格の完成」の意味をしっかりと認識し、科学技術文明や追い付き

型近代化の過程でともすると見失われがちであった個人の尊厳、個性の尊重、

自由・自律、自己責任、人間の心の重要性を強調しなけれはならない。とくに、

近代工業文明が人間を物質的生産等の手段としてとらえがちであったことの深

い反省に基づき、 「人格」を自己目的として掲げることは、近代をこえる歴史
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過程において大きな意味をもつものである。

「平和的な国家及び社会の形成者」としての「心身ともに健康な国民」の育

成をうたっているのは、前文にある「普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の

創造をめざす教育」という表現、あるいは憲法前文にある「いづれの国家も、

自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」などの表現と合わせて、

平和国家、文化国家、民主主義の成熟を目指す正しい国家意識の涵養、勤労と

責任を重んじるなどの社会的責任の自覚、個性豊かな文化や伝統の継承・創造

•発展のための努力が不可欠であることを明確にしたものといえよう。また、

その際、 「真理と正義」、 「個人の価値」、 「勤労と責任」、 「自主的精神」

を重視する必要を教育基本法がとくに強調している点も再確認されなければな・
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らない。
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教育荒廃などを含む戦後教育の現状を見ると、過度の画ー主義、偏差値偏重

の受験競争、陰湿ないじめ、問題教師などの諸病理現象は、いずれもここにい

う「自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成」という教育基本法の精

神が必ずしも尊重されてこなかったことを示している。

個人の尊厳、個性の尊重、自主的精神の涵養は、自由と規律の均衡と中庸の

なかにこそあるのであり、また、能力に応ずる機会均等は悪平等主義の弊害しこ
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陥らずに、個性の尊重、個人の尊厳という原則を貫きつつ自由と平等の均衡を

保っための中庸の道であることを再確認する必要があろう。
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本審議会の第一次答申は、今次「改革の基本的考え方」として、①個性重

視の原則、②基礎・基本の重視、③創造性・考えるカ・表現力の育成、＠選択

の機会の拡大、⑤教育環境の人間化、⑥生涯学習体系への移行、⑦国際化への

対応、⑧情報化への対応の原則を掲げた。この今次教育改革の8原則の中で、

全体を貫く最も基本的な原則は、①の「個性重視の原則」である。

第一次答申は、 「今次教育改革において最も重要なことは、これまでの我が

国の教育の根深い病弊である画一性、硬直性、閉鎖性、非国際性を打破して、

個人の尊厳、個性の尊重、自由・自律、自己責任の原則、すなわち個性重視の

原則を確立することである」と述べて、 「個性重視の原則」が教育基本法の精

神にのっとり「個人の尊厳、個性の尊重、自由・自律、自己責任の原則」とい

う意味で用いられていることを明確にしている。

この第一次答申における「個人の尊厳、個性の尊重、自由・自律、自己責任

の原則」についての認識の中で重要な点が少なくとも3点ある。

その第ーは、答申が「人間の生命は過去・現在・未来と結ばれており、また、

各個人は家庭、学校、地域、国家などの各レベルにおいて複雑な相互依存関係

のなかに生きている」と指摘して、 「個人の尊厳、個性の尊重」の意味を、個

人と集団、社会、国家、歴史との正しい均衡関係、相互関係の中に位置付けよ

うとしている点である。

第二は、答申が「個性とは、個人の個性のみならず、家庭、学校、地域、企

業、国家、文化、時代の個性をも意味している」として、個性という言葉を単

に各個人の個性という狭義の意味においてだけではなく、より広い意味で用い

ている点である。
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第三は、答申が「自由とは、放縦や無秩序、無責任、無規律と全く異なるも

のである。自由は、重い自己責任を伴うものであり、選択の自由の増大する社

会に生きる人間は、自由を享受すると同時に、この自由の重み、責任の増大に

耐え得る能力を身に付けていなけれはならない」と述べて、教育における「自

由・自律、自己責任の在り方」について基本的な考え方を展開している点であ

る。

(2) 2 1世紀のための教育の目標

これらの諸点を踏まえ、またすでに述べたような歴史の教訓、教育荒廃の諸

要因、教育の未来展望および教育基本法の精神を基礎として、 21世紀のため

の教育の目標を現段階でまとめてみると、次のようなものがとくに重要なもの

と考えられる。
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ー｝＿ひろい心：すこやかな体、ゆたかな創造力

-、自由・自律と公共の精神

＝、世界の中の日本人

ー、ひろい心、すこやかな体、ゆたかな創造力

教育荒廃に終止符をうち、来るべき21世紀を担う子どもたちを育成してい
畢
量
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くための重要な教育の目標の一つは、

造力」である。

「ひろい心、すこやかな体、ゆたかな創
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教育基本法は、教育の目的として「心身ともに健康な国民の育成」を掲げて

いる。にもかかわらず、すでに述べたように、近代工業文明の発達や追い付き

型近代化の達成の成果としての物質的繁栄と教育の普及・量的拡大が、人間に

幸福をもたらした反面、子どもの心身両面の健康に深刻な危機を招いている。
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このことの自覚と反省に立って、これからの教育はとくに人間の心と健康の

大切さを認識し、子どもの心身両面の均衡のとれた発達に最大限の努力を払う

ことを教育の中心に据えていかなければならない。

また、人生80年時代の人間の幸福の基礎が、生涯を通じての体の健康にあ

ることも十分認識しておく必要がある。

教育の目的が、人格の完成を目詣すことにある以上、その実現に近づくため

の基本は、徳育、知育、体育の調和の中に、真・善・美を求め続ける「ひろい

心」と「すこやかな体」を大切に育むということでなければならない。それは

理性的なものと感性的なもの、論理的なものと倫理的なもの、人間や自然に対

する優しさ←と思いやりの心、感謝の心、さらにはゆたかな情操、人間の力をこ

えるものを畏敬する心などを含むものである。それは従来の偏差値偏重の人学

試験に象徴されているような、知育のほんの一部に過ぎない、規格化された計

量可能な知識の断片の測定結果だけで人間を評価し、順序付けたりすることと

は反対の方向、個性ゆたかな人間の復権の方向を目指すものでなけれはならな

い。

また、 21世紀に向けての時代は、芸術、科学、技術等のあらゆる分野にお

いて、 「ゆたかな創造力」の開花を必要としている。これからの教育がこの点

に格別の努力を払う必要があることは、第一次答申でも「創造性・考えるカ・

表現力の育成」という項で強調しているとおりである。このような創造力もま

た「ひろい心」と「すこやかな体」の心身両面の健康を基礎とする強靱でた＜

ましい生命力のなかにはじめて育むことができよう。

二、自由・自律と公共の精神

21世紀に向けての社会の変化、文化の発展、様々な分野での選択の機会の

拡大等を考慮に入れると、これからの教育の目標として「自由・自律と公共の
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精神」を掲げることが重要である。

先に述べたように、物質的繁栄や便利さの代償として、基本的な生活習慣の

形成が十分でなく、自主性に乏しい精神的にも肉体的にもひよわな子どもが目

立ってきている。また、豊かな社会の実現により、、かえって確固たる自我の形

成が行われず、自己抑制力、自立自助の精神が衰弱し、責任感や規範意識が薄

れてしまっている。

このような状況は、今日の教育の危機の根底にある文明史的な問題であるが、

未来を考えるとき憂慮にたえない。これを放置したままでは、個人の尊厳も個

性の尊重もさらには人格の完成も不可能である。

また、従来の教育が画一主義、形式主義に流れ、個人の尊厳、個性の尊重、

自主的精神の涵養がなされず、個の確立、自由の精神の尊重等が十分でなかっ

たことを反省しなければならない。

もとより、自由は、放縦や無秩序、無責任等とは全く異なるものであり、自

らの内面的規範と自主的判断に従って、自己抑制することのできる高い能力と

重い自己責任の意識等によって支えられるものでなければならない。この意味

で、ここにいう「自由・自律の精神」とは、自ら思考し、判断し、決断し、責

任を取ることのできる主体的能力、意欲、態度等を総括しているものである。

また、個々人は、一人で存在するものではないのであって、教育基本法の教

育の目的にいう「平和的な国家及び社会の形成者」としての責任を果たす自覚

をもつことが求められる。このため、公共のために尽くす心、他者への思いや

り、社会奉仕の心、郷土・地域、そして国を愛する心、社会的規範や法秩序を

尊重する精神の涵養が必要であり、さらには自分とは異なるもの、異質性•多

様性への寛容の心などを育成することが必要である。
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このような「公共の精神」は、

確立されるのである。

「自由・自律の精神」の基礎の上にはじめて
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三、世界の中の日本人

我が国がいまだかつて経験したことのない国際社会との相互依存関係の深ま

りのなかで、 「平和的な国家及び社会の形成者」‘を育成していくためには、

「世界の中の日本人」を21世紀のための目標として掲げることが重要であ

琶

る。

それは、かつての追い付き型近代化時代の「国際化」とは、認識の次元を異

にするものであり、全人類的視野、地球的視野に立って、芸術、学問、文化、

スポーツ、科学技術、経済社会等の様々な分野で国際社会に貢献することので

きる日本人を育成することを目指すものである。

我が国が、平和と国際協調と相互依存関係の中に生き続けていくためには、

日本人が国際社会において真に信頼されることがまず必要である。そのために

は、第一に、広い国際的視野の中で日本社会・文化の個性を自己主張でき、か

つ多様な異なる文化の優れた個性をも深く理解することのできる能力が不可欠

である。第二しこ、日本人として、国を愛する心をもっとともに、狭し：自国の利

害のみで物事を判断するのではなく、広い国際的、地球的、人類的視野の中で

人格形成を目指すという基本に立つ必要がある。

また、多様な異文化を深く理解し、十分に意思の疎通ができる国際的コミュ

ニケーション能力の育成が不可欠である。このための基礎的条件は、①広い国

際的視野と人顆的視野で物事を考えることのできる知識と能力、②異文化と意

思疎通ができる語学力、表現力、国際的な礼儀作法・知識・教養、③国際社会

において日本の歴史、伝統、文化、社会等について説得力ある自己主3長のでき

る広く深い日本認識、などをもっていることである。
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46年の中央教育審議会答申以降、各方面の答申や報告において、学校教育

の意義と役割およびその限界を再確認し、家庭、社会、職場の果たす教育的役

割を活性化するとともに、生涯学習を可能にし、促進し得るような社会の制度

と慣行を生み出す学習社会の建設を目指す教育体系の再編成の必要性が指摘さ

れている。

それは、主として次の3点に基づいている。

①
 
もすればそれが年齢層による教育対象の区分であると誤解され、人間形成に

対して相互補完的な役割をもつことが明らかにされているとはいえないこ

と。

②
 

上の努力を尊び、それを正当しこ評価する学習社会を目指すことが望まれるこ

と。

③
 

これまで教育は家庭教育•学校教育・社会教育等に区分されてきたが、と

過度の受験競争などをもたらしている学歴偏重の社会的風潮を改め、教育

は青年期だけの営みではないという考え方から、各人の生涯を通ずる自己向
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目覚ましい科学技術の進歩や経済の発展が、技術革新と産業構造の変化を

もたらすとともに、社会の都市化や情報化を進めており、多くの人々が新た

＝
コ
『
一
＿
―
-
星
塁
―

第5節 21世紀のための教育体系の再編成
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(1)教育体系再編成の必要性

な知識・技術の習得等の種々の対応を迫られていること。

こうした諸提言の歴史的経緯を踏まえて、本審議会は生涯学習体系への移行

を主軸として、学校中心の考え方を脱却し、 21世紀のための教育体系の総合

的な再編成を提案する。

来るべき21世紀に向かって、このような教育体系の再編成を要請している

時代的背景としては、とくに次の諸点が重要であると考えられる。

第ーは、学校教育体系の肥大化（学校教育の量的拡大と期間の長期化や学校

教育への過度の依存志向など）に伴う弊害、とくに、学歴社会の弊害の是正の

要請である。
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羹―＝lu-l-―-『-l＿＿ー―-量―軍＿量奎―ーー号―――――――

-31-



明治以来、我が国は欧米先進国に追い付き追い越すことを長期国家目標の一

つとし、学校教育体系もこの時代的要請に沿った人材の育成に努めてきた。こ

の間、教育を重視する国民性や国民の所得水準の向上などにより、学校教育も

量的に拡大し普及したが、一方、実生活と分離し、人生初期に集中し過ぎた学

校教育の肥大化は、その副作用として、いじめ、校内暴力等の教育荒廃をもた

らした。また、産業化の進展に伴い、若年時新卒一括採用などの雇用慣行をも

つ日本的経営が発展し、そこでは職業生活への入り口いかんが大きな意味をも

つことや、社会全体の学歴志向の風潮なども影響して、有名大学への入学を目

指して受験顔争が激化した。このような状況が偏差値偏重、評価の単一化、知

育偏重などの弊害を連鎖的に生み出して子どもたちから学ぶ喜びや遊ぶ楽しさ

を奪い、学校教育体系全体を荒廃させる大きな要因となった。この弊害を是正

する立場で、生涯学習体系への移行が要請されるのである。

第二は、学習意欲と学習需要の新たな高まりと多様な新しい教育サービス供

給体系の登場である。

すなわち、高齢化の進展等ライフサイクルの変化、文化、余暇、家庭生活の

変化等により、生涯の各時期、生活の各領域において、多様な学習意欲や需要

が高まってきている。また、科学技術の高度化、情報化、国際化の進展などが、

知識・技術・情報体系の発達と再編成を促し、産業構造・就業構造にたえず変

化を与え、これに伴い、新たな学習需要が発生してきている。これらにより、

社会と教育・研究組織の相互の緊密化が一層要請されている。

これに対し、育児、健康、職業、趣昧、文化、スポーツ等に関する幅広い教

育関連諸活動を含めて、家庭、学校、地域、職場、社会への新しい、かつ、従

来の学校教育体系の枠をこえる多様な教育サービス供給体系が登場してきてお

り、一方、学校や研究機関など従来の教育システムも新たな需要に応じるとと

もに、そのシステムの在り方自体について、社会や科学技術の発展に対応した
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機能の変革を行うことを求められているのである。

―
―
―
二
＝
―
―
―
-
―
―
-
[
-
;
i
i
'
9

(2)教育体系の再編成の目標

本審議会は、これからの学習は、学校教育の自己完結的な考え方を脱却する

とともに、学校教育においては自己教育力の育成を図り、その基盤の上に各人

の自発的意思に基づき、必要に応じて、自己に適した手段・方法を自らの責任

において自由に選択し、生涯を通じて行われるべきものであると考える。この

教育体系の再編成は、個性重視の原則をはじめとする今次教育改革の基本的な

考え方を柱として、教育基本法の精神を創造的に継承•発展させ、前節で提言

したような「21世紀のための教育の目標」ー「ひろい心、すこやかな体、ゅ

たかな創造力」、 「自由・自律と公共の精神」、 「世界の中の日本人」ーをよ

り深く我が国の教育土壌に定着させていくことを志向するものである。それに

よって現在の教育荒廃を克服し、学歴社会や画ー的な教育の弊害を是正すると

ともに、常に新たな知識や技術の習得に努めながら、未来からの挑戦に柔軟か

つ積極的に対応し得るようにしようとするものである。

この改革は、長期にわたるものとなろうし、広範囲に及ぶものとなろう。そ

れは、明治維新期の「第1の教育改革」における義務教育体系の創設、昭和戦

後期の「第2の教育改革」における学校教育体系の拡充・改革・再編成に続き、

生涯学習体系への移行という我が国近代教育史上画期的な教育についての発想

の転換をもたらそうとするものである。

―-l-――-――――-―ーニ＿ニー―-=-l―――-―-=-l;↑

(3)教育体系の再編成の基本方向一新しい柔軟な教育ネットワークの形成一

本審議会の目指す教育体系の再編成は、次のような方向に沿って新しい柔軟

なネットワークを形成することである◇

第一に、人間の生涯にわたる学習には、胎児期、乳幼児期から青少年期にか
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けての、人間の生涯においてある意味で最も重要な心身の発達が行われる時期、

すなわち、豊かな人間形成の基礎・基本の時期や成人するまでの家庭、学校、

地域、社会における学習・教育の時期、さらに、成人期・高齢期における余暇、

生活、文化、スポーツ、職業能力開発、継続教育など多種多様な学習の時期が

ある。この人間の各ライフステージ別、発達段階別の学習・教育について、そ

の連続性、適時性、選択性等の諸問題に十分配慮する必要がある。その際、教

育諸科学、健康に関する諸科学、労働・産業科学、大脳生理学、発達心理学等

の知見を最大限に活用しながら検討してみる必要がある。

第二に、従来、家庭教育、学校教育、社会教育等の区分がともすれは年齢層

による教育対象の区分であると誤解され、人間形成に対して相互補完的な役割

をもつことが明らかにされてこなかった。このことの反省に立って、家庭教育、

学校教育、社会教育、職業能力開発、新聞・出版・放送・情報サービス・研究

開発のためのシンクタンク・カルチャーセンター・塾等の情報・教育・文化産

業等による教育活動を、人間の各ライフステージとの関連において総合的なネ

ットワークとしてとらえ直す必要がある。社会教育法などの見直しもこのよう

な観点から推進されなければならないであろう。

第三に、これに対応して、文化、教養、余暇、スポーツ、健康、職業能力開

発、情報提供など各省庁所管の教育関連施策を総合的な観点から見直し、より

効果的な多元的、重層的な協力のネットワークを形成するよう努めるとともに、

官と民、国と地方の間でも役割分担の見直しを進める必要がある。本答申の第

2部以下で提案されている家庭の教育、学校教育、社会の教育等の改革の具体

的提案はいずれもこのような観点からする個別的改革提言として位置付けられ

るものである。

第四に、生涯学習体系への移行による教育体系の再編成に際しては、世界各

国の優れた経験しこ謙虚に学びつつも、明治期における欧米からの近代学校制度
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の導入に先立ち、我が国の社会や文化の中に定着していた多様で自発的な日本

的特色をもった生涯学習の経験、伝統一それは茶道、華道、書道、武道から和

歌、俳句、園芸などに至る多様な生活文化の伝統の中に見られる一を再発見、

再評価して、これを独創的に発展させていくという視点が不可欠であろう。ま

た、我が国は、いわゆる終身雇用制等とも関連し、伝統的に企業内教育等の制

度が発達し、そこで多様な学習が相当程度行われており、さらに、雇用を継続

しながら、内外の大学で、研修や研究の機会を与える慣行がある。これらの点

も踏まえ、日本の特質を生かした生涯学習体系の構築を考えていくことが重要

である。明治維新以降の追い付き型近代化の成功が、明治以降に我が国が欧米

から導入した近代学校教育体系に負うこと大であることはもちろんであるが．． 

こうしたいわば日本的特色をもった多様な生涯学習体系の誓積、伝統、発展に

負うところも決して少なくなかったことを十分に吟味することも重要である。

なお、このような生涯学習体系への移行を目指すには、意回した教育作用の

みではなく、目に見えない意図せざる教育作用が人間形成に与える大切な意味

を踏まえておく必要があろう。本審議会が改革の基本的な考え方として重視し

ている教育環境の人間化もそのことを意識したものであり、人間形成にとって

の文化・情報・言語・都市・自然・人的環境等の質の重要性を十分に考慮に入

れることが大切である。

―-l
―
―
-
―
―
ー
ニ
―
―
―
-
―
―
＝
一
―
-
三
―
―
―
―
―
―

一
こ
―
-

l

-34-

... ,
1，

l

ニ
ー
＿
ニ
―
―
●
-

-35-



第 2 音r~

r-/  

第 1章

教育の活性化とその信頼を

高めるための改革

生涯学習体系への移行

我が国が今後、活力を維持し発展していくためには、学校教育体系の肥大化に

伴う弊害、とくに、学歴社会の弊害を是正するとともに、学習意欲の新たな高ま

りと多様な新しい教育サービス供給体系の登場、科学技術の進展などに伴う新た

な学習需要にこたえ、学校中心の考え方から脱却しなければならない。

このためには、第一に、第一次答申で指摘した企業、官公庁における採用人事

などの改善とともに、人間の評価が形式的な学歴に偏っている状況を改め、どこ

で学んでも、いつ学んでも、学習の成果が適切に評価され、多面的に人間が評価

されるように人々の意識を社会的に形成していくことである。それとともに、人

生の初期に希望する学歴や職業的地位を得ることができなかった人々に対し、そ

の後の人生のなかで、希望する職業的地位などを獲得できるチャンスが、学校や

社会の様々な分野に組み込まれているような、教育や社会のシステムをつくるこ

とである。

第二に、様々な学習活動を活性化し、学校外の教育機会を整備することである。

近年、所得水準の向上や自由時間の増大により、人々は、企業内教育訓練など職

業のための手段としての学習のみならず、学習活動それ自体を楽しもうとする傾

向を示しはじめ、学習活動への関心は高度化、多様化してきている。このような

ニーズに柔軟に対応してきた専修学校や民間の成人向け教養・文化事業の隆盛に

みられるように、社会の幅広い分野で学習活動は活性化してきている。このよう

に、手習い、けいこごとをはじめ生活や職業のためなど近世以来我が国に広範に
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みられた学校外の教育の伝統が新たな形で復活してきており、この傾向を促進す

ることである。

さらに、科学技術の高度化、情報化の進展、経済のソフト化などに伴う学習需

要に対応し、教育・研究組織と社会との相互の緊密化を図ることである。社会が

変化していくなかで、人々が新たな知識・技術を習得できるよう、学校や研究機

関は、時代の進展に対応した新しい教育や学問体系の形成に努め、教育システム

自体の活性化を図るとともに、社会との連撰・協力を進め、社会人を積極的に受

け入れていくことである。

このような観点から、学校教育については、人生の若年時に集中し、かつ、そ

の役割が家庭や社会の教育に比べて過大なウエイトを占めていたことや、成人に

対しては逆に、学校教育を受ける機会が、事実上大変限られたものになっている

という現状を改めなければならない。

また、我が国における学習機会は、教育の各分野ごとに独自に運営される、い

わばタテ型の学習システムとなっており、関係行政機関や関係施設の連携などを

含め、教育の各分野間の連携・協力、とくに、学校教育と他の分野間の連携・協

力が不十分である。したがって、学習者個人にとって利用しやすいように、各分

野間の連撹・協力が図られていく必要がある。

このようにして、教育の各分野の役割や責任を、時間的にも空間的にも幅広く

とらえ直し、人生80年の生涯にわたり、タテ型の学習システムの長所を生かし

つつ、家庭•学校◆社会の三者が一体となった総合的な学習機会を拡大・整備し、

さらに労働時間の短縮、週休二日制の実施や様々な職業資格の社会的評価の向上

などの社会的な条件整備を進め、総合的に生涯学習体系への移行を図ることが大

切である。

なお、資格の評価などを含めた評価の多面化については、本審議会として今後

さらに検討を進める。
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第1節 生涯にわたる学習機会の整備

I 

生涯学習体系への移行を目指し、人生の各段階の要請にこたえ、新たな観点

から家庭教育、学校教育、社会教育など各分野の広範な教育•学習の体制や機

会を総合的に整備する必要がある。

ァ．生涯学習の原点として、家庭の教育力の回復に努める。また、青少年の教

育の場としての地域の役割を重視するとともに、高齢化、成熟化などの社会

の変化に対応して、職業能力開発の充実、婦人や高齢者のための学習機会の

整備に留意する。

ィ．学校は生涯学習のための機関としての役割を担っている。

この観点から、初等中等教育段階においては、基礎・基本の徹底、自己教

育力の育成、教育の適時性等に配慮する。また、学校教育において職業教育

を振興する。

さらに、大学等の高等教育段階においては、専門分野の知識・技術の習得

の徹底、幅広い思考力の育成等に留意し、教育機関としての機能を活性化す

る。

ゥ．社会や経済の諸変化に対応し、大学、高等学校等を社会人が学習できる場

として整備する。このため、入学資格の自由化・弾力化の方向に沿ってシス

テムの柔軟化などについて検討を進める。それとともに、学習の成果が活用

されるよう留意する。
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を身に付けさせることができるようにすることが重要である。

また、青少年期については、成長に応じて必要な様々な生活体験が、社会の

変化に伴って少なくなっている。このため、遊びや近隣社会がもっている、意

図しない日常的な教育的役割の重要性を再認識し、自然に接する機会の拡大、

団体活動の助長、郷土文化の継承活動や特定の興味や関心を自主的・持続的に

追求する様々な活動の振興などにより、地域の教育力の活性化を図る。

なお、テレビ、ラジオ、出版物等の青少年に与える影響が大きくなっている

ことから、青少年が情報を選択し活用する能力を身に付けさせるとともに、こ

れらマスコミュニケーションの自粛・自重を含めた社会全体の対応が大切であ

る。

i'~———-— さらに、人々の生活様式やライフサイクルの変化、学校教育の役割の変化な

どに対応して、人生の各段階における様々な学習需要にこたえられるよう、社

会教育のシステムの整備や職業能力開発の充実を進める。その際、高齢者や婦

人に対する学習機会の整備に留意すべきである。

②
 
初等中等教育においては、生涯学習の観点から、基礎・基本の徹底、自己教

①
 
乳幼児期から青少年期における教育•学習は主体性をもって生きてい＜能力

を身に付けるため重要であるが、今日、家庭や地岐の教育機能が低下している

と指摘されている。このため、まず、生涯学習の原点である家庭の教育力の回

復を図り、親と子の基本的な人間関係の形成やしつけなどの基本的な生活習慣
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育力の育成、教育の適時性への配慮を重視することを基本とし、その内容の改

革を進める。

それとともに、個性や適性に応じた進路選択を行い、また、正しい勤労観、

職業観、職業生活に不可欠な基礎的知識・技能を身に付けさせ、将来のよき職

業人を育成する必要がある。この観点から、中学校における進路指導の見直し、

高等学校職業科における職業教育や高等学校普通科における職業基礎教育の充

実、産業・職業に関する実耕認識の向上、社会人教師の登用などについて検討

する。また、高等学校職業科と高等学校普通科さらに職業訓練機関との連携・

協力などについて検討する。

なお、後期中等教育段階において独自の実際的、実践的な教育訓練を行って

-38- -39-
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いる専修学校・各種学校、公共職業訓練校等については、さらにその活性化を

回る。また、高等学校卒業後の実際的職業教育は、専修学校において主として

行われているものの、それのみによっては十分でない分野もあるので、公共職

業訓練校等の振興・充実を図る。

⑪
 
大学等の高等教育機関にあっては、従来、学問分野によっては、その教育内

容等について、社会の要請から遊離しているなどの批判を受けている。しかし、

若年時新卒一括採用という我が国の雇用慣行のなかで、入学時の偏差値が企業

での採用の物指しになるなどいわば一種の人材選抜機関として、全体としては、

その現状が容認される傾向がみられる。今後、生涯学習体系への移行に伴い、

大学等において、科学技術の発展などに伴う社会の要請に対応した専門性の高

い知識・技術を習得することや、世の中の諸現象に対する幅広い問題解決能力

や思考力を養うことが一層必要となる。このため、大学等は教育システム自体

が社会や科学技術の発展に対応するようにし、教育機関としての機能の活性化

を図る必要がある。
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大学、高等学校等は、現状ではフルタイム学習の若者向けのシステムという

性格が強くなっているが、今後における社会の変化に対応し、人生の初期だけ

でなく、いつでも学べる機関として機能していくように改めることが重要であ

る。このため、大学院、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校

は、科学技術の高度化や情報化などに対応し、企業等の技術者、研究者等の専

門的知識・技術の習得や様々な成人の学習のためのニーズに応じるとともに、

成人のもつ時間的、地理的制約により学習が妨げられないよう、次のような措

置を講ずる必要がある。

(7)社会人の入学を容易にするため、人学資格について自由化・弾力化の方向

に沿って検討するとともに、学生の受け入れ方法を工夫する。

（イ）カリキュラムを弾力化するとともに、教育内容、評価方法等を工夫し、社
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会人学生のための学習環境などの整備を進める。

（ウ）大学等においては、学部等の性格などを勘案しながら、学生の相当数は社

会人で占めることとし、これに必要な入学定員や編入学定員の枠を確保する。

(I)大学院の修士課程については、夜間大学院の開講や大学院の昼夜開講制を

推進するとともに、専門分野によっては修業年限の標準を 1年にすることに

ついても検討する。

（オ）大学院について、パートタイム・スチューデント制の採用を検討する。

なお、短期大学の専攻科・別科、高等学校の専攻科や定時制・通信制課程、

専修学校、さらには、第一次答申において提言した単位制高等学校なども活用

して、地方公共団体との協力により地域に密着したコースを開設することなど

による短期の高等教育機会の充実について検討する。

また、多様な特性や特徴をもつ成人が受け入れられるよう、大学等において

は、実生活や職業生活の要請に着目し、さらに個性化や高度化を進める必要が

ある。

さらに、送り手の企業等においても、従業員が学習を継続できるように配慮

する。また、中途採用を推進する観点からも、大学等における学習成果などを

能力評価の客観的指標として活用することが必要である。このことは、人間の

評価が人生の初期に獲得した形式的な学歴に偏って行われているような今日の

状況を改め、いつどこで学んでもそれが評価されるような人間評価の多面化を

進める上からも重要である。

第2節 生涯学習のための家庭•学校・社会の連携

生涯学習体系の中で家庭・学校・地域など教育の各分野の役割や責任を明確

にするとともに、相互の連摸を図ることが必要である。
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ァ．学校教育の役割の限界を明確化し、家庭や地域の教育力の回復と活性化を

図る。

ィ．学校五日制への移行などについて検討する。

ゥ．学校の機能や場を地域住民に開放することを推進する。また、大学等によ

る地域住民に対する学習サービスの充実に留意するとともに、産業振興に関

する教育・研究を実施する地域センターの設匿について検討する。

工．社会教育行政については、生涯学習体系への移行という観点から、新しい

時代の状況に対応するよう、社会教育に関連する法令を含め総合的に見直す。

また、大学等の学校教育との効果的な連携を図りつつ、職業能力開発を総

合的に推進する。

ォ．人々の学習への動機や意欲を高めるため、公開講座の単位認定など学習に

対する奨励措置を検討する。
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②
 

自然体験学習の場としての青少年教育施設などの活用・整備が急務である。

学校外の学習の場の整備を進めるなど、家庭や地域の教育力の回復と活性化

を図り、教育の機能が全体として低下しないよう十分留意しながら、週休二日

制に向かう社会のすう勢を考慮しつつ、子どもの立場を中心に家庭、学校、地

域の役割を改めて整理し見直す視点から、学校の負担の軽減や学校の週五日制

への移行について検討する。

③
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•~~~•9,' 

地域の要請に応じて学校の機能や場を地域住民に開放することは、学校の大

きな役割である。小・中•高等学校の校庭や体育館などの開放は一般に広く行

われつつあるものの、従来、ともすれば、 「学校教育に支障のない限り」とい

ヵ．生涯学習関係の事業について、民間の活力の活用を図るとともに、生涯学

習に関する施策が効率的に行われるよう、各種施策の調整・連携を強める。

①
 
家庭、学校および地域の三者が有機的な連携を保って、学習機会の整備を進

めていく上で、今日肥大化している学校教育の役割を見直し、その限界を明ら

かにすることが必要である。学校教育が現在担っている各種の課題のうち、本

来家庭や地域においても積極的に行うことが適切と考えられる課題については、

家庭や地域の問題として受けとめるべきである。

その際、家庭や地域の教育力が低下している状況、とくに、子どもの生活が

知育中心の学校教育によって過大な分野を占められている現状を考えると、学

校は、家庭や地域の教育と密接な関連をもつ様々な教育活動を通じて家庭や地

域に問題を投げかけ、その教育力の回復と活性化に資するようにしていくこと

が重要である。それとともに、地域における学校とは異なる学習や遊びの場、
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うことが消極的な趣旨に受け取られがちであった。今後、図書館や校舎などの

開放も含め、各地域においてルールづくりなどを行い、各地域に適した開放を

推進することを考えるべきである。この場合、開放を前提とする学校施設の整

備や事故に対する保険制度の整備なども進める必要がある。

それとともに、学校教育の側において、文化・スポーツを含めた社会教育施

設を積極的に利用することも重要である。このための利用の仕方などを検討し、

学校教育と社会教育相互の連携・協力を回るとともに、都市づくりや地域づく

りのなかで、長期的観点に立って、学校教育、社会教育双方の施設を含め、全

体的に整備することも必要である。

また、学校と地域の連携という観点から、癌土の文化や歴史などに関連し、

地域の住民が教壇に立つ道を開くことも検討すべきである。

④
 
成人の学習や研究は、自らの社会的役割を中心とした問題解決に関するもの
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が主となる。このような地域や経済社会の学習ニーズにこたえるため、要請に

応じて産業振興に関する教育・研究を実施する地域センターを大学に設置する

ことを検討する。

大学、短期大学、高等専門学校、高等学校における公開講座は、かなり行わ
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れつつあるが、今後、さらに地域のニーズに合致するようその内容の改善を図

りながら開催するように一層努めるべきである。また、聴講生制度を活用して、

大学の正規の授業の公開を進めることについても検討すべきである。このため、

大学や短期大学に大学教育開放センターなどを設けて、地域住民に学習に関す

るサービスを提供しているところも見受けられるが、このようなサービスは今

後とも拡充すべきである。

R これからの社会教育行政は、学習環境の急速な変化に対応して、新たな形で

学校外の様々な教育力の回復を図るものであることを一層明確にし、生涯学習

体系への移行という観点から、社会教育に関連する法令を含め、その総合的な

見直しを進める。

なお、見直しに際しては、マスメディアの積極的活用、情報化の進展への積

極的対応、民間の教育・文化事業の発展の評価や活用、学校教育との新たな観

点からの連携の強化、教育委員会と首長との柔軟な調整・連携、自己学習や個

性重視などの観点からの住民の自主性・主体性の尊重、図書館や博物館等の情

報ネットワーク化等学習者に対する情報提供、相談体制の整備などが大切であ

る。

また、 40年余におよぶ職業生活を実り豊かに、満足して終わることができ

るよう、大学等の学校教育との効果的な連携を図りつつ、職業生活を通じ職業

能力開発が段階的かつ体系的に行われるようにしていく必要がある。

⑦ 

するなどの措置については、本審議会として今後検討を進める。

生涯学習、とりわけ社会教育関係に関しては、関係行政機関が学習活動等の

ための場の確保や多様な事業の推進、指導者の資質の向上、普及・啓蒙などの
廿
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各種の施策を行っている状況にある。これらの事業の内容は、類似しているも

のが多いにもかかわらず、行政目的が異なっているという理由により、関係行

政機関がそれぞれ異なった判断や方法により事業を行っている。したがって、

利用者である国民の立場に立って、国、都道府県、市町村の各段階に応じて、

民間の活力の活用を図りつつ、生涯学習に関する施策が効率的に行われるよう、

各種施策について調整・連携を図る。

とくに、国においては、各省庁の行っている各種の学習活動等に関する施策

について、市町村や都道府県など事業の実施者にとって合理的・効果的な選択

が可能となるよう総合的な観点から関係省庁間の連推が十分図られる必要があ

る。

⑥
 
大学等における公開講座などを受講した場合、その修得した内容を大学等に

おける単位として認定することや、学習活動の成果に対し学習サービス提供者

が学習認定証を発行するなど、人々の学習への動機や意欲を高めるための奨励

措置の在り方を検討する。

なお、公的資格の取得要件として要求される学歴の是非についての見直しや、

高等学校職業科や専修学校等における職業教育等を資格取得の際の評価対象と
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第 2 章 家庭の教育力の回復

今日、家族形態の変化、兄弟姉妹の数の減少、女性の社会進出に応じた育児と職

業生活を両立させるための条件の未整備、父親の存在感の希薄化、知育偏重の風潮

などから、家庭の教育力は低下している。また、日々の生活を紡ぐという家庭生活

の意義が軽視されている。

しかし、子どもの心と体の発育過程を人間科学的に究明し、発達段階に応じ、適

切な担い手により教育を行い、子どもの健康な心と体の発育を阻害する環境を改善

する教育環境の人間化が求められている。この観点から、乳幼児期における親子の

絆の形成や、社会生活に必要な基本的な生活習慣を、子どもに身に付けさせるため

のしつけを行うなどの家庭教育の役割は極めて重要である。

また、家庭は、学校、社会と並ぶ生涯にわたる学習の場として位置付けられると

ともに、生涯学習の原点として、新たな時代を主体的に生きぬく能力、意欲、個性

を培う基盤となる。

以上のような立場から、家庭教育の役割とその重要性を明らかにするとともに、

これを活性化するため講ずべき方策を提言する。

ことが大切であるが、これらは親が果たすべき重大な責務である。

このため、教育を学校のみの問縣としてとらえがちであったことについて、

家庭が反省し、自らの役割や責任を自覚することが何よりも重要である。

それとともに、学校はいじめなどの問題を学校の中だけで解決しようとする

閉鎖的な態度を改め、家庭との連摸を進める必要がある。その際、家庭の教育

カの低下を学校が安易に補完するのではなく、家庭の実情を考慮しながらも、

まず家庭に問題を投げかけてみることが大切である。

このような観点に立って、家庭の教育力の回復に資するための施策を推進す

る必要がある。

第1節 家庭教育の意義

いじめ、校内暴力、少年非行などの教育荒廃の背景には、学校教育にかかわ

る問題などとともに、家庭教育の役割が十分に果たされていないというゆゆし

い問題がある。

今日、子どもたちの心の荒廃を克服していくためには、乳幼児期に親と子の

基本的な信頼関係（親子の絆）を形成するとともに、その上に立って適時・的

確なしつけを行い、自己抑制力、他人に対する思いやりなどを身に付けさせる
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家庭の在り方は、産業構造の変化、サービス産業等の発展により家庭の果たして

きた機能が外部化するなどの社会変化に伴い変容している。しかし、子どもが心身

ともに健康で充実した人生を歩むためには、家庭は少なくとも次の役割を果たすべ

きである。

(7)乳幼児期の親と子の基本的な信頼関係（親子の絆）の形成

家庭教育の第一の役割は、子どもたちが生まれながらにもっている機能を円

滑に働かせ得るように育むことである。そのためには、子どもに「自分は愛さ

れており、自分を取り巻く環境は平和である」と感じさせること、すなわち、

親子の信頼関係、とくに乳幼児期の母子相互作用による基本的な信頼関係（母

と子の絆）を確立することが重要である。

（イ）基本的な生活習慣を身に付けるためのしつけ

人間の心の働きの中心である脳の発育段階を考慮すると、乳幼児期から児童

期にかけて、家庭での人間的なやりとりのなかで適時・的確なしつけを行い、

基本的な生活習慣を身に付けさせておく必要がある。これは、親が果たすべき

大きな責務である。とくに、就学前から、耐える力、自己抑制力や他人に対す
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る思いやりを身に付けさせるとともに、就学後も子ども自らが全生活体験を通

じ自立性、社会性を身に付ける過程を厳しく見守り、導かねばならない。

家庭がこのような役割を果たすためには、家庭・学校・地域を生涯にわたる教育

の場として統合的にとらえ、三者が一体となって子どもを育てるという視点が重要

である。とくに、学校教育制度の発達に伴い、教育を学校のみの問題や責任として

とらえがちであったことについて、家庭は反省し、自らの役割や責任を自覚すると

ともに、学校もその自己完結性、閉鎖性を改め、家庭との連携を進める必要がある。

第2節家庭教育の活性化

家庭•学校・地域の三者が一体となって子どもを育てる視点に立ち、家庭が

自らの役割や責任を自覚するとともに、家庭基盤の整備の推進などにより、家

庭の教育力の回復を回る必要がある。

ァ．親となるための学習を充実する。この観点から家庭科等を見直す。

ィ．子どもの心をめぐるカウンセリングの普及を図る。その他、育児休業や新

井戸端会議などを推進し、家庭が教育力を回復するための援助を行い、家庭

基盤の整備を図る。

ゥ．生命や自然への畏敬の念をもつなどの情操を養い、心と体の健康を育むた

め、自然体験学習、都市と農山漁村との交流を推進するほか、地域の教育力

の活用と活性化を図る。

工．家庭•学校・地岐が、それぞれの役割を踏まえつつ連携し、三者一体とな

って子どもを育てるための環境をつくる。この観点から、 PTA活動の活性

化、学校教育活動への地域住民参加の推進、学校給食の見直しなどを行う。

① 将来、よき家庭人となるために必要な心、知識、技術が習得できるよう、年

齢段階に応じた学習の内容や方法を検討する。すなゎち、親およびこれから親

-48-

となる者を対象とする学習の機会の充実を図る。学校教育においても、家庭科

の位置付けや内容などを中心に、健康教育、徳育に関連する他の教科等との関

連を含め見直す。

② 育児ノイローゼ、小児の心身症、さらに少年非行、家庭内暴力、いじめなど

の背景には深刻な家庭問題がある。この解決のためには、これらの相談業務に

かかわる関係機関の担当者、教育関係者、保育関係者、医療関係者等がカウン

セリング技能を一層向上させる必要がある。このため、大学および大学院にお

いてカウンセラー養成課程を充実し、大学院における研修に社会人の受人れを

拡大し、カリキュラムや学位認定等についても検討する。また、これらの相談

業務にかかわる関係機関の担当者等の横断的な合同研修や地域レベルでの連絡

協議を進める。

さらに、カウンセラーの資格制度等について、関係団体の動向を踏まえ関係

機関が協力して早急に検討を進める。このため、関係省庁からなる連絡協議の

場を設置する必要がある。また、子どもの心について、心理学、行動科学、小

児科学などの学際的研究を進めることが必要である。

＠ 女性の社会進出が進むなかで、職業をもつ婦人が職業生活と育児を両立させ

る観点から、乳幼児期に育児に専念することを望む女子労働者のために、育児

休業制度および女子再雇用制度の普及が必要である。このため、現在行われて

いる助成措置の推進等の一層の政策努力を図る。また、復職に向けた離職期間

中の能力開発のための教育訓練の充実、保育所の充実などの社会的な環境整備

に努めるとともに、育児休暇の普及に配慮する。

幼稚園、保育所、保健所、児童館等の子どもの生活に関する施設において、

親およびこれから親になる人々が相互に気軽に情報交換や相互扶助が行える「

新井戸端会議」の場の提供や高齢者の育児の知恵をいかした育児相談について

の「シルバ一人材」の活用に配慮する。
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さらに、母親のみに育児を委ねることなく母親の精神的な支えとなるなどの

父親の育児参加を進めるため、配偶者出産休暇、育児（授業参観等）のための

休暇、親が転勤した時に子どもの高等学校への転・人学が円滑に行えるための

配慮などが考えられる。

なお、母子家庭や父子家庭などのうち家庭の育成機能の補完を必要とする家

庭に対しては、社会的にその育成機能を補完する措置を講ずるなど、その教育

力向上のための施策を推進するとともに、家庭に恵まれない子どもたちに対し

ては、これにかわる適切な環境が与えられるよう一層配慮する必要がある。

④
 
地域社会の連帯感を回復し、地域の伝統文化を継承するため、各種行事の振

興を図るとともに、社会奉仕、スポーツ、文化等の各種の団体活動を助長する

ことが重要である。

また、生命や自然へ畏敬の念をもち、自然と調和して生き、人間として全体

的な発育を遂げるために、自然体験学習、都市と農山漁村との交流などを通し

て、地域の森林、河川、海洪等の自然との触れ合いを一層進めることが望まし

い。このため、受け皿を整備するとともに関係機関の連携を図る。

R 家庭•学校・地域は連携し、三者一体となって子どもを育てる必要がある。

このためPTAについては、すべての親が教師とともに教育の在り方を考え話

し合う場となるよう、地域懇談会、夜間の会合、父親学級等の開催を推進し活

性化を図る。また、学校の施設（教室、運動場、図書館、プール等）や機能の

開放を促進するとともに、教師の手伝い、図書館業務、特別活動等の学校教育

活動への地域住民の積極的参加が望まれる。さらに、学校から地域への参加を

進めるため、地域の伝統文化、産業等を学校の教材として取り上げ活用すると

ともに、地域の社会教育施設、企業、病院、老人ホーム、乳児院、心身障害者

施設、官公庁等を学習の場として活用する。
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行うべきものである。しかし、家庭の教育力が低下しているので、両者の好ま

しい協力関係を築くため、まず、家庭の機能の回復を図ることが重要である。

このため、学校は家庭の教育力の実情に応じつつ、本来家庭が果たすべき役割

については、家庭にその役割を押し戻してみることが重要である。

また、学校においては、家庭の役割を踏まえ、社会性、団体性等の学校の特

質をいかし、健康、安全、規範、情操等の育成を図る必要がある。この観点か

ら、自然体験学習、社会見学、宿泊を伴う団体生活等の教育内容や方法を見直

す。

⑦ 食事に関する望ましい習慣を子どもに身に付けさせるためには、家庭と学校

が連撲・協力をすることが重要である。したがって、子どもの発達段階、学校

段階、地域の事情に応じて、給食とその教育的意義について見直す必要がある。

今日、家庭における栄養管理や望ましい食習慣の形成が十分でない面があるの

で、学校給食を通じてこれらに関する家庭の教育力の活性化を図る必要がある。

例えば、家庭の食生活への助言、学校給食への親の参加、手作り弁当の日を設

けること、学校給食に替えて手作り弁当を持参すること、などについて検討す

る。

⑥
 
基本的な生活習慣を身に付けさせるためのしつけは、家庭と学校が協力して
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第 3 章 初等中等教育の改革

我が国の教育は、国民の強い教育志向や生活水準の向上を背景として着実に進展

し、これまで著しい量的拡大をみた。しかし、その一方で、第一次答申あるいは本

答申の第1部で指摘したような様々な問題を抱えている。例えば、過熱した受験餓

争や偏差値偏重の進路指導にみられる教育の現状は、人間形成の基礎を培うべき重

要な段階において、何よりも児童•生徒の心と体の健全な育成を阻害する要因とな

っている。同時に、知育の面においても、自ら考え判断する能力を伸ばすよりも、

記憶力中心の知識偏重の教育の弊害を生み出している。また、社会の進展に伴い、

ともすれは学校の教育内容は増加し、高度化しがちである。その結果、受験競争の

過熱ともあいまって、多量の知識を詰め込む教育になったり、義務教育においても

その平等性や完結性が強調されるあまり、画ー的な教育・指導に陥っている傾向が

ある。ことに、中等教育においては、その量的拡大により、生徒の能カ・適性は極

めて多様になったが、高等学校における中途退学の増大にみられるように、教育は

これに対し必ずしも十分に対応し得ていない。また、現在の様々な社会的状況のな

かで、個性に応じた教育や進路選択が行われにくくなっており、ひいては学校の特

色が薄れ、職業教育も軽視される傾向になっている。

さらに、教員の指導力の不足や校長のリーダーシップが不十分なことによる学校

の教育力の不足、子どもの心身についての理解不足と地域社会等に対する学校の閉

鎖的態度などの問題があり、こうした結果、教育荒廃といわれる現象に適切な対応

がとられておらず、憂慮すべき状況も生じている。

このような状況は、学歴偏重の社会、高学歴を求める国民性、教育理念の在り方、

中央依存的、硬直的な教育行政の傾向など、複雑な要因や背景が錯綜して生じてい

ると考えられるが、初等中等教育においても、現在の諸課題を踏まえ、今後の社会

の変化を展望しつつ、その在り方を変える必要がある。

ヽ
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'

今日、社会は多様化しその変化も激しい。また、人生は長期化している。教育は、

学校だけの、そして青少年期固有の事象ではない。今後の学校教育、とくに初等中

等教育においては、そのようななかで、生涯にわたり積極的に自己実現を図るため

の基礎・基本を修得するという考え方が強調されなければならない。

以上の観点に立ち、学校教育においては、児童•生徒の人格を尊重し、個性重視

の原則に立ち、ひろい心、自由・自律と公共の精神など豊かな人間性を養うことを

重視するとともに、児童•生徒の個性・適性の伸長を図るため、実践的体験なども

含め教育内容の多様化、指導方法の個別化など教育・指導の在り方を柔軟にする必

要がある。

また、このような教育の推進のためには、教員自らがその自覚を高め、教育力の

向上を図ることが望まれる。学校がその責務を果たしていく上で、教員の果たす役

割は大きく、学校教育の成否は究極のところ教員の力にまつものであり、また、教

員の在り方は国民にとって最も関心の深い事柄の一つである。人間愛や児童•生徒

に対する教育的愛情を基盤とする広く豊かな教養、教育の理念や人間の成長•発達

についての深い理解、教科等に関する専門的知識、そしてそれらの上に立つ実践的

な指導力と児童•生徒との心の触れ合い一ーこれらは、国民が敦員に望むものであ

ろう。とくに今後の科学技術の進歩、国際化や情報化の進展などの社会の変化を考

えると、これからの教員には、自主・自律の精神、主体性の確立が重要になる。教

育行政においては、以上のようなことにかんがみ、教員の資質向上のための措置を

積極的に講ずるとともに、望ましい教育条件で児童•生徒の教育が行われるよう、

教育諸条件、教育環境の改善に努めなければならない。

第1節 徳育の充実

子どもにとって、家庭は人間形成の最初の、かつ、基盤的な場であり、そこl
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から学校・地域へと生活圏が拡大する。こうしたなかで、学校においては、家

庭・地域との連携のもとに、その教育活動の全体を通じて、徳育の充実を回る

必要がある。

ァ．初等教育においては、基本的な生活習慣のしつけ、自己抑制力、日常の社

会規範を守る態度などの育成を重視する。また、中等教育においては、自己

探求、人間としての「生き方」の教育を重視する。

ィ．児童•生徒の発達段階に応じ、自然の中での体験学習、集団生活、ボラン

ティア活動・社会奉仕活動への参加を促進する。

ゥ．小・中学校の教育課程における特設「道徳」については、その内容を見直

し、重点化を園る。また、道徳的実践力を育成するため、特別活動等におけ

る道徳指導との関連を強化する。

工．道徳教育の充実に資するため、適切な補助教材の使用を奨励する。

ォ．教員養成、現職研修の改善に当たっては、道徳教育に関する教員の指導力

を高めるようにする。
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① 自己を他との好ましい人間関係の中でとらえ、自己実現を図ることは、これ

からの教育にとってとくに重要な課題である。

このため、初等教育段階においては、基本的な生活習慣のしつけ、自己抑制 l 
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もに、勤労体験や教員以外の者による指導の機会の拡大などにより、自己およ

び進路の確立についての洞察を深めるようにする。

なお、徳育の指導に当たっては、生命を尊重し、心身の健康を自ら保持増進

するために必要な能力を養うことなど、健康科学などの観点にも留意する。

② 集団における自己の役割、社会や他人に対する責任と協同などについての自

覚や認識を深めさせるため、児童•生徒の発達段階に応じ、体験学習、集団生

活の機会の拡大を園る必要がある。

とくに、日常の学校生活では得られない教育の場として、都市と農山漁村等

との相互交流や森林、河川、海浜等の自然との触れ合いのなかで、同年齢・異

年齢からなる集団生活を体験するいわゆる自然教室を拡充・推進する。この際

には、自然の変化や自然における人間の営みなどを通じ、自然のもつ役割、人

間と自然とのかかわり、人間のもつ可能性についての理解を深めさせるととも

に、人間の力をこえるものを畏敬する心をもたせるように努める。

また、社会の構成員として有意義な役割を果たせることを自覚させるため、

福祉施設その他におけるボランティア活動や社会奉仕活動を推進する。

③ 小・中学校の教育課程における特設「道徳」の位置付けは現行どおりとする

が、その内容については、①に述べた観点から見直す必要がある。

また、小学校低学年においては、児童の生活を中心とした内容により構成さ

れる総合的教科を構想し、そのなかで体験的な活動を通しての基本的な生活習

慣の形成が図られるようにする。

なお、特別活動における道徳の指導については、とくに上記①および②の改

善の方向が達成されるよう、特設「道徳」との関連に留意して、その強化を図

る。

④ 道徳教育用教材については、道徳的な判断力やひろい心を養い、実践的な意

欲を培うのに資するため、小・中学校の児童•生徒が適切な副読本を使用する
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よう奨励する。

教員については、大学における教職科目の内容、初任者研修、現職研修を通

じ、道徳教育についての指導力を高めるとともに、道徳教育を適切に行うため

児童•生徒の行動についての理解やカウンセリングに関する知識・技術の向上

を図る。

第2節 教育内容の改善

(1)教育内容の改善の基本方向

初等中等教育においては、生涯にわたる人間形成の基礎を培うために必要な

基礎的・某本的な内容の修得の徹底を図るとともに、社会の変化や発展のなか

で自らが主体的に学ぶ意志、態度、能力等の自己教育力の育成を図る。また、

教育内容や指導方法の多様化を推進するとともに、学校教育をできるだけ社会

に開かれたものにすることに留意する。

ァ．小・中・高等学校を通し、学校段階ごとの教育内容の重点化を図るととも

に、その教育内容の量や程度が各学校段階の児童•生徒にふさわしいものか

どうかを見直し、一層の精選を図る。

この際、創造カ・思考カ・判断カ・表現力の育成を図ること、我が国の伝

統や文化についての理解を深め日本人としての自覚の涵養を図ること、体力

の増進と健康教育の充実を図ること、情報化、国際化の進展のなかで主体的

に活動し得る能力を育成することなどを重視する。

また、とくに小学校段階においては、読・書・算の基礎の修得と社会性や

情操などの涵蓑を重視する。

ィ．中等教育段階においては、とくに個性の伸長を重視する観点に立って、教

育内容の多様化を図る。このため、必修教科と選択教科や普通教育と職業教
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育の在り方を見直す。

また、生徒が自己の進路・職業などについて考え、さらに、将来に向かっ

てその自己実現が図られるようにするため、進路指導の在り方を改善する。

ゥ．個々の児童•生徒に対し、行き届いた教育を行い、豊かな人間性を育成す

るため、指導方法を多様化するとともに評価の在り方を改善する。

ー：動の導入、高等：籾こーお：ナー：技能連推な□□:三＿1,冬学校等との三
工．学校教育活動を社会に開かれたものとするため、社会参加・ポランティア

人学習の機会の拡大を図る。

① 初等中等教育の教育内容の在り方を検討するに当たっては、現状の課睦に対

処するとともに、これからの社会や文化の発展、変化の方向や家庭の機能、社

会教育との間連から学校教育の果たすべき役割を考慮し、小・中・高等学校を

通じ、児童•生徒の発達段階や教育の適時性を考えて、学校段階ごとの教育内

容の重点化を図る。また、その教育内容の量や程度が各学校段階の児童•生徒

にふさわしいものかどうかを見直し、一層の精選を園ることが必要である。

この際には、児童•生徒の学習意欲を育みながら、創造カ・思考カ・判断力

の育成を図るため、自発的に問題を解決し探求する学習の方法を重視すること、

情報量の増加、情報機器の普及など、言語生活や言語環境が急激に変化するな

かで、とくに言語教育としての国語教育を充実し表現力の育成を団ること、郷

土や我が国の自然や伝統や文化についての理解を深め、日本人としての自覚の

涵蓑に努めることが重視されなければならない。また、都市化、高齢化などが

進むなかで、生涯にわたり積極的に活動し得る体力の基礎を培うとともに、心

身の健康の増進を図ることのできる知識と習慣の育成を図ることや情報化、国

際化の進展のなかで、選択的に情報を活用・処理する能力の育成を図るととも

に、世界の中の日本人として国際的にも信顆を得るような人間の育成に努める
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ことが必要である。

さらに、とくに小学校段階においては、その後の学校生活、社会生活におい

て必要とされる読・書•算の甚礎を確実に修得させることや、基本的な生活習

慣の形成・定着、ひろい心や自由・自律と公共の精神、社会性などの徳性と豊

かな情操の涵養を図ることが必要である。

②
 
青年期は、自我が確立し、個性の分化が徐々に頭著になる時期である。この

時期の教育は、生徒の個性の伸長を園り充実した学校生活が送れるよう、多様

な教育内容と教育機会を提供すべきである。

こうしたことから、中学校教育については、基礎的・共通的な内容をより深

く修得させながら、個々の生徒の個性に応じた教育の推進について配慮しなけ

れはならない。したがって、生徒の能カ・適性の把据、進路に関する意識の確

立に資する観点から、高等学校教育との関連にも留意して、選択教科の種類と

時間数を拡大する。

また、高等学校教育については、さらに能カ・適性に応して、できるだけ多

様な教育内容を選択履修てきるようにする。このため、教科・科目の多様化に

よる選択の拡大、普通教科の科目の新設等の推進、単位制の活用を回る。職業

教育については、その深化を回るものと、職業教育と普通教育との統合を図る

ことがふさわしいものと、その特質に応し充実を図り、学科構成についても、

社会や時代の進展に応じて既存の学科にとらわれず柔軟に対応し得るようにす

る。また、普通科においても、情報関連科目その他生徒の興味•関心により、

職業科目が履修できる措置を推進する。

③
 
生徒が自らその進路・職業について考え、自己の将来の進路を選択する能力

を培うことは、中等教育の重要な役割である。こうした時期にある生徒の能力

適性を組織的、継続的に把握し、生徒の主体的な進路選択の能力を伸長する

ため、学校においては、進路指導の意義や必要性を理解し、それを円滑に行う

ための観察・指導をはじめとする進路指導の体制を確立するとともに、家庭、

接続する上級学校および企業等相互間の理解と連撹を強化する必要がある。ま

た、教育委員会におけるそれらの援助体制を整備する。

④
 
教育の機会や教育内容の多様化を推進するとともに、指導方法の個別化と自主

的、自発的な学習方法を重視すべきである。このような観点から、学級規模や

教育・指導の方法や形態を工夫する必要がある。さらに、中学校においては、

生徒の到達度合に応じた指導方法の多様化を検討するとともに、とくに高等学

校においては継続的な問題解決学習などを推進する。

児童•生徒の能カ・適性は、変化し発展するものである。ある時点での一面

的な評価の結果がそのまま固定するものではない。したがって、その能カ・適

性を多角的に開発・評価するとともに、学習の結果だけでなくその探求の過程

や成長の過程についても重視し、児童•生徒の多面的な能カ・適性の伸長を図

るようにしなければならない。この際には、単に知的な学力だけでなく、学校

や地域における活動や態度などについての評価を工夫し、人間として好ましい

活動等が積極的に奨励されるようにする必要がある。

R
 

個々の児童•生徒が充実感を味わえるような教育の在り方にするためには、

学校教育の長期化によって、学校生活は社会における実際的生活から遊離す

る傾向がある。このことにかんがみ、学校教育活動は努めて社会に開かれたも
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のにしなければならない。このため、児童•生徒に対し、勤労体験やボランテ

ィア活動などの実践的活動を拡充、推進する必要がある。同時に、これらの活

動は社会教育活動としても積極的に行われるべきであり、社会教育の施設、指

導者の充実を図るとともに、学校教育関係者と社会教育や福祉施設の間係者が

連携し、その円滑な実施を図る必要がある。

また、職業教育については、企業、専修学校などにおける現場実習を高等学

校の単位として認定する措置や連携を広げるとともに、公的職業資格との関連
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にも留意しながら、教育課程の弾力的運用を図る措置を講ずる必要がある。

さらに、成人学習の機会の拡大に資するため、第一次答申で提案した単位制

高等学校の活用を含め、高等学校のもっている機能や施設の開放を進める施策

を推進する必要がある。

いては、 「社会」科としてまとめておくべきかどうかを見直し、中学校につい

ても、その在り方を検討する必要がある。

③
 
「技術・家庭」、

えばよき家庭を築くための学習など家庭の教育力の活性化の観点から、その内

「家庭一般」については、技術や技能の習得の観点や、例

(2)教科等の内容・構成

--- -―-・ -••---- - ・ -
教科等の内容・構成の在り方について、上記（l）の基本方向に沿って見直す

とともに、その際、とくに児童•生徒の心身の発達段階や教育の継続性、教育

内容の体系などを考慮する必要がある。

ァ．小学校低学年においては、教科の総合化を進める。

ィ．中等教育段階における「社会」科の教科構成の在り方、家庭科の内容と取

扱いについて検討する。

容を見直すとともに、共通必修にわたる内容と生徒の興味•関心に応じ選択し

得る内容とに区分して履條するなど、履修の方法等について検討する必要があ

る。

④
 
健康教育については充実を図るべきである。都市化、情報化の進展は、従来

ゥ．健康教育を充実するため、道徳•特別活動および保健体育など関連する教］

科の内容、在り方を検討する。

①
 
小学校の低学年の児童は、発達段階的には思考や感情が未分化の段階にある。

こうしたことや、幼児教育から小学校教育への移行を円滑にする観点から、小

学校低学年の教科の構成については、読・書・算の基礎の修得を重視するとと

もに、社会・理科などを中心として、教科の総合化を進め、児童の具体的な活

動・休験を通じて総合的に指導することができるよう検討する必要がある。

②
 
中等教育における「社会」科教育については、小・中・高等学校の歴史教育

は実際には通史の繰返しになり、その重点が明確でない。また、とくに歴史教

育については、系統性や専門性を重視する観点から、教科としての「社会」科

の枠を外すべきであるとの意見と、現行どおり地理、歴史、公民などを「社会」

科の枠の中で指導することを適当とする意見がある。このため、高等学校につ
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の生活様式を大きく変化させ、児童•生徒の身体的活動を行う場所と時間を減

少させている。また、現代の生活環境は児童•生徒の梢神的負担を大きくして

いる側面がある。このような状況にかんがみ、児童•生徒の生活環境を健康的、

人間的なものにするとともに、生命の尊厳、生きることの意義を基盤とし、単

に生物学的、身体的観点からだけでなく、今後は、とくに心の健康を含め、長

期化する人生の全生涯にわたり健康で充実した生活を送ることができるよう、

体力の増進と健康教育を重視する必要がある。このため、道徳、特別活動にお

ける指導との関連を図り、保健体育など関連する教科については、健康科学を

基盤として、新たに教科として再構成することが適切かどうかも含めその内容

を検討し、それらが計画的、組織的に指導されるようにする必要がある。この

際、とくに思春期に向けて性教育を含め正しい健康に関する知識が身に付くよ

う配慮する。

なお、学校における健康管理については、児童•生徒が日常の学校生活をす

こやかに過ごすための基盤をなすことにかんがみ、養護教諭、学校医などの活

用方策を含め、その在り方を改善する。さらに、学校における心身の健康管理

が適切に行われるよう教育センター等におけるカウンセリング機能の充実も含

め教育行政における援助体制の整備を図る必要がある。
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(3)教育内容にかかわる制度の運用上の改善

社会の変化や発展、地域や学校の実態、児童•生徒の心身の発達段階や多様

な個性に対応し、適切な教育課程が編成できるようにするとともに、各学校段

階間の接続を円滑にするため、教育内容にかかわる制度をできる限り柔軟にす

る必要がある。

ァ．学習指導要領については、多様な創意工夫ができるようより大綱化を図る

とともに、教科によっては、基礎・基本にわたる事項をより明確に示すこと

やより充実することにも配慮する。また、選択の拡大、例外の許容について

も配慮する。

ィ．教育内容の在り方、取扱いなどと関連し、高等学校の修業年限については、

3年以上とする方向で弾力化することを検討するとともに、単位制の利点の

活用を図る。

ゥ．学校等間の接続・連推については、その円滑化を図るとともに、とくに高

等学校職業科の卒業生については、大学入学者選抜において特段の配慮を加

えるようにする。

① 教育課程の基準である学習指導要領の内容については、より大綱化を図ると

ともに、教科によっては、基礎・基本にわたる事項をより明確に示すことやよ

り充実するということにも配慮する。また、教科によって基準の提示の仕方を

工夫し各学校における教育課程の編成に多様な創意工夫が発揮できるよう検討

する必要がある。

さらに、選択教科の拡大とともに、必修教科・科目においても学校が選択的

にその内容を取り扱うことができるようにすることや、教科の指導について、

例えば、合科等柔軟な取扱いができるようにするなど例外的な取扱いについて
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も配慮する必要がある。

② 高等学校の修業年限は、生徒の履條の実態と専門教育を深めさせるなどの観

点から、現行において4年以上となっている定時制・通信制の課程については、

3年の條業年限とすることもできるように、・また、全日制の課程については3

年以上の修業年限もあり得るような方向で弾力性をもたせることを検討する必

要がある。この際には、公的職業資格の取得との関連、高等学校の専攻科、短

期大学・高等専門学校制度との関連にも留意する。また、高等学校については、

単位制の長所を生かす方向で運用の改善を図る。

③ 幼稚園・保育所と小学校との接続については、就学前教育の普及状況、心身

の発達の連続性、幼児期および児童期の発達の特性を踏まえて、幼稚園ー・保育

所と小学校の教育内容、指導方法の継続性を強化する。

小学校と中学校との接続については、小学校から中学校への移行を円滑にす

るため、小学校高学年においては、教科担任の比重を高めるようにする。

中学校と高等学校との接続については、義務教育の最終段階としての中学校

の教育内容の完結性を見直し、青年期の教育としての連続性を重視する観点か

ら、高等学校教育との内容の一貫性を強化する。

高等学校教育と高等教育との接続については、高等学校職業科の卒業者に対｀

し、同種の学部・学科に進学する道を拡大するため、一定数の枠を高等学校職

業科からの進学希望者のために確保する措置の推進を図る。また、大学関係者

と高等学校関係者などからなる協議の場を設けるなどにより、大学の一般教育

の内容と高等学校の教育との関連、連続性を強める必要がある。

第3節教員の資質向上

(1)教員養成•免許制度の改善
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教員蓑成については、教員に広く人材を求める観点から、現行の開放制を維

持すべきであるが、現在の教職課程の在り方、社会人の活用等には解決すべき

問題が少なからず見出されるので、その速やかな改善を図る必要がある。

ァ．教員養成における教科・教職科目の内容については、近年の児童•生徒の

状況、小・中・高等学校等の教育内容の変化等に対応する観点から見直す。

ィ．教育実習については、初任者研修制度の実施との関係も考慮しつつ、実習

の期間、内容等を含め、見直すとともに、小・中・高等学校等の各段階に応

じて、観察・参加・授業実習等の配分等について検討する。

ゥ．教職課程をとらなかった学生や社会人で教員免許状の取得を希望する者の

ため、必要に応じて半年から 1年程度の教職に関する特別の課程を設置する

ことができるようにする。

工．教員免許制度については、高等学校教育における多様化への対応、朧業等

の教科における優れた人材の確保、外国語教育の充実などの観点から、その

柔軟化を図る。

ォ．社会人の活用を図り、学校教育を活性化するため、都道府県教育委員会で

認定できる特別の免許状制度を創設する。また、非常勤講師については、免

許状を有しなくても教科の一部領域に係る授業を担任し得るよう免許制度上

の特例措置を講ずる。
~-·------

導力を向上させることに重点を置くこととする。

教員養成段階での教科 ♦ 教職科目の内容については、近年の児童 ♦ •生徒の状

況や教育内容の変化に対応するよう、精選も含めその見直しが必要である。そ

の際、児童 ♦ 生徒の行動、心と体の健康についての理解や、生徒指導、カウン

セリングに関する知識と実践力の向上、あるいは国際化や情報化などの新しい

分野への配慮が必要である。また、教科 ♦ 教職科目の一部を一般数育科目、基

礎教育科目等で代替できるようにするなど、各大学が教育内容について独自に

工夫、改善し得る余地を増大することが望ましい。

教員養成担当の教員自身が現場での実践経験に乏しいことも、教育内容を充

実する上で一つの問題である。大学と小・中・高等学校等との連携、協力をよ

り緊密なものとするため、大学と教育委員会との連絡、協議の場を設けるとと

もに共同研究を推進する。また、教員養成担当の教員にはなるべく小・中・高

等学校等での現場経験を有する者を活用するとともに、教員免許状を有しない

大学教員については、非常勤講師に対する免許制度上の特例措置を活用するこ

とにより、小・中・高等学校等において授業を担当し得るようにする。

②
 
教育実習にはそれ自体極めて重要な意義がある。今後は、初任者研修制度の

① 教員の資質向上については、これからの教員に必要とされる資質を吟味し、

それらを大学における教員務成に期待すべき内容と、採用後における初任者研

修あるいは教員の各ライフスチージの現職研修において條得すべき内容とに整

理する。この場合、大学の養成においては、幅広い人間性、教科・教職に必要

とされる基礎的・理論的内容と採用後必要とされる実践的指導力の基礎の修得

に重点を置き、採用後の研修においては、それらの上に立ってさらに実践的指

実施との関係も考慮しつつ、時間数、内容等を含め、その在り方を見直す。そ

の際、小・中・高等学校等の各段階に応じて、観察・参加・授業実習等の配分

等を検討するとともに、教育実習の前後における指導を一層充実し、実習の一

部を学校以外の青少年教育施設、児童福祉施設等での教育的経験や社会奉仕活

動の体験で代えることなどについても検討する必要がある。また、大学と実習

校との連推を強化し、大学の指導教員の実習校への派遣についても積極的に推

進を図る。

◎ 教職課程をとらなかった学生や社会人で教員免許状の取得を希望する者のた

め、必要に応じて半年から 1年程度の教職に関する特別の課程を設置すること
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は、教員に広く人材を求め、また大学における教員養成を多様化し、充実する

観点からも重要と考えられるので、これを設置することができるようにする必

要がある。さらに、一般大学において、教職課程を充実・強化する趣旨から、

教職課程センター等の組織を設けることも検討に値する。

＠） 現在、中・高等学校の免許教科は法定されていることから、新しい教科の設

定をみた場合、しばしば柔軟な対応に欠けるので、こうした場合に適切に対応

できるよう、免許教科の法定の在り方を含め見直しを行う。また、高等学校教

員の免許については、例えば、免許教科と教科に関する専門科目の関係を現在

のように細分化せず、いくつかの分野にまとめることなど教育内容等の変化に

柔軟に対応し得るよう検討する必要がある。さらに、農業、工業、商業等の免

許状の取得については、指導力を備えた人材を確保する観点から、教職科目の

単位数の全部又は半数を教科科目の単位で代替して修得できるとしている特例

措置を継続し、さらに代替して修得し得る範囲の拡大を検討する。

外国語を担当する教員については、外国において授与された免許状をもつ者

や外国の大学で修学した者に対する現行の特例措置を一層弾力的に運用するこ

とについて検討する必要がある。

なお、現在、教員蓑成大学・学部においては、原則として小学校と中学校の

免許状を取得するため、履修単位数が増し、学習がいたずらに過密化する傾向

がある。小学校高学年における教科担任の比重を高める観点からも、中学校教

員免許状を取得する者が小学校教員免許状をも取得しようとする場合、教職科

目の一部の単位の代替、さらには免許基準の共通化等を検討し、その負担の軽

減を回る必要がある。また、教員養成課程の認定を受けていない大学の学生が、

教員蓑成課程の認定を受けた大学で教職課程を修め得る新たな措置について検

討する。
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育の活性化を積極的に図る必要がある。このため、新たに特別の免許状制度を

創設し、また、非常勤講師制度の活用を推進する必要がある。

特別の免許状は、都道府県教育委員会の判断で教員資格を認定し授与するも

のとし、現行の教育職員免許法で定める小学校の免許状および中•高等学校の

各教科のほか、例えば、小学校の音楽、図画工作、体育等の個々の教科、高等

／学校の情報処理等の新しい教科などについても授与することができるようにし

て、学校や地域の実情に弾力的に対応できるようにする。この特別の免許状は、

都道府県教育委員会が社会的経験や各種の資格などを有する者について行う教

員資格認定試験（採用選考試験を兼ねることもできる）の合格者に授与するよ

うにする必要がある。

また、非常勤講師として教科の一部領域に係る授業を担当する場合には、免

許状を有しなくても、授業を担任し得るよう免許制度上の特例措置を講ずる。

⑥
 
なお、教員養成系大学・学部の入学者選抜においては、ペーパーテストに偏

せず、多様な選抜方法を導入することにより、教員としての適格者を積極的に

人学させる方策の推進に努める。

(2)採用の改善

教員としてふさわしい資質を備えた人材を確保することは、重要な課題であ

り、教職への第一歩をなす採用の在り方を改善する必要がある。

ァ．教員としての能カ・適性等を多面的にみるため、選考方法の多様化を図る。

ィ．教員採用スケジュールについては、一般のルールに従い、その早期化を園

る。

①
 
選考方法については、面接、論文、実技・休カテスト、適性検査等とともに、

⑤
 
広く社会一般から教育に熱意をもつ優れた人材を学校教育に導入し、学校教 評価の客観性に留意しながら、学生時代のクラプ活動、奉仕活動等を重視する
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ことなどにより、その多様化を図る。また、そのため、試験問題作成の継続的

取組みや面接担当者の充実など選考体制を整備•充実する。とくに、面接につ

いては、回数を増やし、時間をかけ、丁寧に行うようにし、教育実習について

は、選考に際し教育実習校における評価が適切に反映されるようにする。

また、教員としての適格性の判断に資するため、適性検査の改善について学

識経験者の協力を得て研究を行うとともに、試験問題の改善を図るため都道府

県教育委員会と大学等とによる共同の調査研究を推進する必要がある。

②
 
赦員採用の内定時期については、他の職種の公務員や民間に比べ遅れがちで

あるので、一般のルールに従って可能な限り、教員志望者の登録、選考実施時

問、採用内定時期などを含め、教員採用スケジュールの早期化を回るよう努め

るべきである。
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都道府県においては、研修担当指導主事の配置を含め、研修体制の整備を園

ゥ．この制度の導入に伴い、教員の条件附採用期間を6か月から 1年に延ー長：

①
 

る。

る。

国・公立の小・中・高等学校および特殊教育諸学校の新任教員に対して充実

した実地指導を行うことによって、実践的指導力と使命感を養うとともに幅広

い知見を得させるため、初任者研修制度を導入することとし、早急に具体第を

(3)初任者研條制度の創設

教職生活へのスタートに際して現職研修を行い、新任教員が円滑に教育活動

へ入っていけるよう援助することは重要である。このため、国・公立の小・中

•高等学校および特殊教育諸学校の新任教員に対して、実践的指導力と使命感

を養うとともに幅広い知見を得させるため、次のような考え方に立って初任者

研修制度を導入することとし、早急に具体策を検討する。

ァ．新任教員に対し、採用後1年間、指導教員の指導のもとにおける教育活動

の実務およびその他の研修を義務づける。

初任者研修制度の実施に当たっては、校長のリーダーシップのもとに、指

導教員を含め学校全体としての協同的な指導体制を確立することが肝要であ

る。

ィ．新任教員を配置した学校に対しては、特別の指導教員を配置するほか、各
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検討する。

この初任者研修制度においては、新任教員に、採用後1年間は、指導教員の

指導のもとにおける教育活動の実務およびその他の研修を受けることを義務づ

ける。新任教員は指導教員その他から指導助言を受けながら授業を担当すると

ともに、教育センターなどにおいて計画的、組織的な研修を受ける。この際、

新任教員は学校における実際の教育課程や授業の展開、児童•生徒指導、学校

運営などの実務や社会教育活動に従事、参加しながら、その実践的指導力や教

員としての技量の向上を図るようにする。さらに、企業など学校以外の社会を

体験することや、その他、国内外の事象に触れる機会をもつなどしてその知見

を広めることについても配慮する。なお、研修内容や実施の方法については、

柔軟に行えるようにするとともに、新任教員の意欲を大切にするよう配慮する

必要がある。

また、新任教員に対する研修の実施に当たっては、校長のリーダーシップの

もとに、指導教員を含め学校全体としての協同的な指導体制を確立することが

肝要である。

②
 
初任者研修制度を円滑に実施するため、新任教員を配置した学校には特別の

指導教員を配置し、また、各都道府県教育委員会においては、研修担当指導主
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事の配置を含め研修体制の整備を図る。この場合においては、国は、各都道府

県がその実情等に応じて弾力的に対処できるよう措置する必要がある。

③
 
この初任者研修制度の導入に伴い、条件附採用期間は、現行の6か月から 1

年間に延長するが、これは研修期間中の教育活動の実務を通じて職務遂行能力

の実証を得るためである。

今回の一連の提案は、新任教員が円滑に教育活動に入っていけるよう援助し

ようとするものであるので、いたずらに教員希望者や新任敦員に対して不安感

を与えることのないように配慮しなければならない。

④
 
私立の小・中・高等学校および特殊教育諸学｀校の新任敦員の初任者研修につ

いては、この初任者研修制度の趣旨を尊重し適切な措置を講ずるように努める

ことが望ましい。
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①
 
めることが基本であり、各学校における教員相互の授業の参観やそれについて

の討議などを通じ研鑽することを基盤として各種の研修が実施されることが重

要である。

研修の実施に当たっては、重複がみられる現状があるので、国、都道府県、

市町村を通じ、計画的、効果的な研修が実施されるよう、その役割分担を明確

にするとともに、それらの研修を有機的に組み合わせた研修休系を整備する。

②
 

教員の研修は、教職の専門性にかんがみ、教員自らが不断の研究と修養に努

教職生活の一定年限ごとに長期の研修を受けさせるようにすることなども含

(4)現職研修の体系化

一ー ・・ - -→ 

学校や教昌に対する社会の期待は極めて大きいので、教員に対しては、専門

職として、職責の重大性を自覚し不断に研鑽に努めることを求めたい。

ァ．教員の現職研修は、各学校の日常の教育実践と結びついて行われる校内研

修を基盤として、組織的、計画的に行うようにするため、国、都道府県、市

111T村の役割分担の明確化と、研條を有機的に組み合わせた研條体系の整備を

団る。

ィ．自己のそれまでの教育実践などを省察するとともに、新たな知見を得、自

己の活性化と指導力等の一層の向上を回るため、教職生活の一定年限ごとの

研修制度の整備を図る。

ゥ．自己啓発的研修を奨励するため、研修助成等の方策や顆彰制度の充実に努

める。
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め、教員生活の全体にわたり適切な研修の機会が得られるよう、制度の整備を

回る必要がある。このほか、教員の資質向上の一環として、今後とも大学院で

の現職研修の充実に努める必要があり、大学院の修士課程を現職研修や教員養

成の過程の中に適切に位置付け、とくに新教育大学大学院等については、将来

の地域の指導的な立場に立つ教員の育成のための長期派遣研修に活用する。な

ぉ、これら新教育大学大学院等にあっては教員としての実践的指導力の向上を

団る観点から、教育内容の改善について一層の努力が期待される。

③
 
教員の自己啓発的研條を奨励するため、教育研究団体等に対する研修助成等

の方策や教員に対する顕彰の制度の充実に努めるとともに、優れた教育経験や

教育実績を有する教員が十分な処遇を受けられるよう改善を図る。さらに、一

定期間優秀な成績で勤務した教員に対して、職務を離れてさらに自ら資質の向

上を図る研鑽の機会として、例えば研修休暇や研修休職を付与する措置を推進

するなど、その意欲、自己啓発の奨励方策についても積極的に検討する必要が

ある。

なお、長期研修または研修休暇・研修休職の場合には、所要の代替教員を配

置する措置を講ずるようにする。
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第4節 教育条件の改善

児童•生徒を取り巻く環境について、豊かな心を育てるよう配慮するととも

に、多様な個性に応じ適切な教育が受けられるようにするため、教育条件につ

いては、教育環境の人間化の観点に立ってその改善を図る必要がある。

ァ．児童•生徒が個性に応じた適切な教育が受けられるようにするため、過大

規模校を解消し学校規模の適正化を図る。

ィ．学級編制および教職員定数については、当面、小・中学校における40人

学級の実施を含む現行の教職員定数改善計画を円滑に実施する。また、現行

改善計画の完成後は、小・中学校の教員配置について、欧米主要国における

教員と児童•生徒数の比率等を参考としつつ、児童・、生徒数の推移等を勘案

しながら、さらに改善し、学級編制基準については弾力化する。

ゥ．施設・設備については、屋外環境も含めて、豊かな人間性の育成、教育方

法の多様化等への対応の観点から、その改善を図る。

工．高等学校については、多様な教育課程が編成、実施できるよう、学級：制］

および教職員定数の改善を図る。

①
 
小・中学校の学校規模については、校長のリーダーシップのもとに教職員が

一致協力する体制を作るとともに、児童•生徒に対し行き届いた教育・指導を

行うため、その適正化を図る必要がある。とくに、過大規模校は、近年減少し

ているが、これらの学校においては教育活動を行う上で大きな制約のあること、

ー校長・教員相互間、児童•生徒と教員間の意思の疎通や交流が円滑に行われに

くいことなど、教育上、学校運営上支障を生じやすいので、早急に過大規模校

の解消を回らなければならない。

学級編制および教職員定数については、児童•生徒の能カ・適性に応じた教

育・指導を可能にし、児童•生徒と教員の間に心の触れ合いや人間的なつなが

りを育てるため、学級編制および教職員配置について、一層の改善を進める必

要がある。このため、当面、 1 学級の児童•生徒数の上限を 40 人とすること

(40人学級）の実施を含む現行の教職員定数改善計画の円滑な実施に努める。

また、現行改善計画の完成後は、小・中学校の教員配置について、欧米主要

国における教員と児童•生徒数の比率等を参考としつつ、児童•生徒数の推移

等を勘案しながら、さらに改善を図る必要がある。この場合において、児童・

生徒の個性を尊重し、地域や児童•生徒の実態等に応じたきめ細かな教育・指

導ができるようにするため、学級編制の基準を弾力化し、市町村教育委員会が、

自らの判断において、学級規模を工夫したり、あるいは教育・指導の方法や形

態（チームティーチング、習熟度別指導、補充指導等）を工夫することができ

るようにする。

施設・設備については、人間性豊かな児童•生徒を育てる教育環境づくりの

観点から、屋外環境も含めてその整備を進めるとともに、児童•生徒の個性の

尊重や教育内容の取扱いの弾力化、情報化等の進展による教育方法の多様化に

対応し得るように、＇その充実を図る。

②
 
高等学校の教育条件については、当面、現行の教職員定数改善計画の円滑な

実施に努め、また、昭和64年までの生徒数の急増に対処する措置を講ずる。
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さらに、その後は、多様な教育課程の展開に対応できるよう、学級編制および

教職員定数の改善を図る必要がある。また、施設・設備については、人間性豊

かな生徒を育てる教育環境づくりの観点から、その整備を積極的に推進する。

第5節 「いじめ」問題への当面の対応

昨今の「いじめ」問題は、極めて憂慮すべき事態である。関係者は、口」五］

自らの問題として受けとめ、その解決のため全力を挙げて取り組むことが何よ
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りも重要である。この問睦は、教育条件の改善、教育環境の人間化を進める一

方、基本的には、家庭、学校、社会における総合的な改革を進めることによっ

てその解決を図らなければならない。しかし、同時に、当面緊急の対応措置を

講ずる必要がある。

ァ．学校における生徒指導、とりわけカウンセリングの体制を充実・強化する。

また、保健室の機能を高め、蓑護教諭と学級担任教員などとの間の円滑な

情報交換など連携強化を図る。

ィ．生徒指導上困難な課踵を有する学校に対し、教員配置等を可能な限り重点

的、優先的に行うようにする。また、過大規模校の解消など学校規模の適正

化、屋外環境を含む施設の整備についても、これらの学校を優先する。

ゥ．市町村教育委員会においては、児童•生徒、その保護者など住民に対する

教育相談の機能を整備する。また、教育委員会においては、とくに問題を抱

える学校に対し、機動的に指導・助言に当たることができるようその組織体

制の整備を図る。

工．ふだんの努力にもかかわらず、学校だけで事態の解決が困難な場合には、

いたずらに閉鎖的になることなく、教育、児童福祉、警察等の地域の関係機

関と連推し、その解決に当たる。また、学校における教育活動、管理運営に

ついての責任の所在を明確にし、生徒等に対する出席停止の措置や教員の人

事を厳正に行うことも含め、適切な教育・指導、学校運営に努める。

ォ．各省庁をはじめ関係諸機関は、いじめの克服のために、さらに一層必要な

施策を推進するとともに、情報交換、協力など連携を強化する。また、文部

省等関係諸機関においては、いじめの実態、その原因や背景の究明に努め、

その調査結果および対策等について積極的な情報提供に努める。
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教育環境の人間化、徳育の充実など各般にわたる必要な改革を通して解決を園

る必要がある。しかし、今日の事態は深刻であり、この問踵への対応措置を緊

急に講ずる必要がある。

②
 

的な根の深い問題を背景として、家庭、学校、社会など児童•生徒の人格形成

に影響を与える生活環境全体に存在しているものと考えられる。したがって、

その克服のためには、これらすべての関係者の密接な協力、連携が不可欠であ

る。

いじめ問題は、基本的には個性重視の原則に立って、児童•生徒が学校生活

において充実感を味わえるような教育の在り方にするなど、今までの教育を見

直し、さらに、家庭教育の充実、学歴社会の弊害の是正、入学者選抜制度の改

革、偏差値偏重の是正、教育内容の改善、教員の資質向上、教育条件の改善、

昨今のいじめの事例をみると、幼児期からの自己抑制力の不足、温かい人間

①
 
いじめをもたらしている諸要因は、複雑な連鎖をもちながら現代社会の文明

関係の欠如、子どもの前での不用意な教師批判、教員と子ども間の節度をこえ

た言葉使い、仲間外れを恐れるあまりの追従や忍従などの子どもの特性、表面

的行動にとらわれその実態を見誤った教員の対応、面白いことを価値ありとす

る風潮など、多岐にわたって問題状況を指摘できる。こうした問題状況を把握

し、いじめを早期に発見し、克服するためには、すべての教員が児童•生徒の

行動や心と体の健康について基礎的な知識を持ち、学校全体が一致してそれに

取り組むことが必要である。このため、児童•生徒の行動、カウンセリングな

どに関する研修の充実を回る必要がある。同時にカウンセリングを含め生徒指

導等を専門的に担当する教員を配置するなどによって、児童•生徒の心身の健

康に十分配慮できるよう学校の組織の整備に努める必要がある。

また、児童•生徒の問題行動などは比較的早く保健室において把握されてい

る事例が多いので、学級担任教員や生徒指導担当教員などの間だけでなく、蓑

護教諭や学校医、家庭なども含め児童•生徒の心身の健康に関する情報交換、
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連携が円滑に行われるようにする。
⑥
 
各省庁をはじめ関係諸機間は、いじめの克服のため、相互の連携を強化し、

③
 

教職員定数の改善については、生徒指導上困難な課踵を有する学校を重点的、

優先的に措置するなど弾力的に対応すべきである。また、過大規模校の解消を

はじめ、学校規模の適正化を推進する場合においても、例えば新撰住宅地など

人口増加が激しいことなどにより生徒指導上困難な課踵を有する学校を優先す

る必要がある。さらに、豊かな心を育てるため、屋外環境の整備を含め学校環

境の人間化を図る必要があるが、この場合においても、生徒指導上困難な課題

を有する学校を優先する必要がある。
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総合的に対策を推進する必要がある。また、いじめの実態の把握とその原因や

背景の究明は、極めて困難であるが、事態の解決のため、文部省等関係諸機関

は相互に協力し、関係専門分野の協力を得ながらその究明に当たり、その研究

成果と対策については、積極的な情報提供に努める必要がある。

⑦
 
いじめ問題は、根本において、現代社会にみられる心の荒廃が子どもの成長

④
 
市町村教育委員会においては、教育相談の窓口差開くなど、地域社会の児童

•生徒、父母や各学校の教員に対する適切な相談、協力、支援の体制を整備す

るとともに、その利用について広く周知を図る必要がある。また、学校と地域

における関係機関の連絡、学校間の協力を進めるため、その指導・支援の強化

を図らなければならない。さらに、とくに問題を抱える学校に対しては、機動

的に指導主事等を派遣し、一定期間、継続的に問題の解決に当たらせることが

できるよう、その組織体制の整備を図るほか、広く専門家の協力を得て、学校

に対する指導・支援を強化するなど積極的にこの問題の解決に取り組む必要が

ある。

⑤
 
学校はふだんから家庭や地域の関係機関との連推を密にすることが大切であ

る。また、そうした努力にもかかわらず、学校だけで事態の解決が困難な場合

には、学校は、いたずらに閉鎖的にならず、個々の事態に即して教育、児童福

祉、警察等の間係諸機関と協力してその解決に当たる必要がある。また、学校

と教育委員会は、学校における教育活動、管理運営についての責任の所在を明

確にして適切な学校運営を行う必要がある。この場合、生徒等の出席停止の措

置や学校における教員の構成、人事を厳正に行うことも含め、適切な学校運営

の確立に努めなければならない。

過程において生じていることと深くかかわっている。豊かな物質的生活の中で

の利己主義の行き過き、あるいはテレビ、ラジオ、出版物などマスコミュニケ

ーションの発達は、反面、露骨で刺激的な情報を多量に生みだすなど、今日、

青少年は悪化する社会環境のもとに置かれている。このようなことにかんがみ、

とくに青少年の健全育成の観点に立ったテレビなどマスコミュニケーションの

自粛・自重を含め、事態の解決のための社会全体の取紺みや協力が必要である。
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第 4 章 高等敦育の改革と学術研究の振興

2 1世紀に向けて、高等敦育機間における敷育・研究は、国民や社会の様々な

要請に応じ、人材の育成および学術研究の創造と発展に資するとともに、生涯学

習の場として重要な役割を果たすことが期待される。とくに、我が国の国際化の

進展に伴い、これら高等教育や学術研究を通じ、国際的にも貢献していくことが

今後強く求められると考える。

現在我が国において高等教育段階の機関に数えられるものには、大学院、 4年

制大学、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程、高等学校卒業以上を資格

とする各種学校や政府各省庁の教育訓練機関などがあり、それらの教育の分野は

多岐にわたる。学生数は、およそ300万人に達する。この実態に反映されてい

る国民の旺盛な学習や研究意欲は、我が国社会の発展の原動力をなすものであり、

高等教育と学術研究の全般にわたって不断にその改善と充実に努め、国としてこ

れらを重視していくことは極めて重要である。このため各種の高等教育機関は、

今後、それぞれの目的と役割に応じて、その個性化、多様化を推進し、相互の連

揖と協力を深めるよう努めなければならない。さらに、生涯学習休系への移行の

観点から、各高等敦育機関が国民各層の要請に応じ、広く中等後教育を担うもの

として適時適切に学習の場を提供できるシステムを確立することが望まれる。

大学、ことに4年制大学は、高等教育と学術研究の中核を占めており、したが

って大学に期待されるところは極めて大きい。しかしながら、戦後の新制大学4

0年の歴史に照らして考えると；いわゆる大衆化を遂げた日本の大学の現状には

多くの問題点があり、大学に対する批判には厳しいものがある。大学はおしなべ

て閉鎖的であり、機能が硬直化し、社会的要請に必ずしも十分にこたえていない

ばかりでなく、いたずらに量的に拡大し、教育・研究の内容や質に欠ける傾向が

あることを憂える声は小さくない。今後、大学入学者選抜方法の改善を推進し、

教育・研究の水準を高め、国際的、社会的に開放し、個々の大学についての評価

を明らかにして、整備・充実のために必要かつ適切な施第を講じなければならな

い。
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大学における学術研究は、科学そのものの創造にその根本がある。従来、我が

国においては社会の近代化の過程において、ややもすれば科学の応用とその技術

化に関心が傾き、世界史的な視野での純粋の科学や基礎的な学術の確立と進歩ヘ

の寄与に乏しかったことは否定できない。今後、我が国が将来に向けて発展する

ための基盤を培い、国際社会での音務を果たすためにも、大学における学術研究

の一層の充実が必要である。

高等教育の改革は、基本的には、個々の高等教育機関が自らの問雑として自発

的に取り組むべき課題であり、改革に当たって、それぞれの高等教育機関とくに

大学について、その自主性が尊重されるべきことはいうまでもない。諸制度の改

革は、大学等の積極的な自主努力に裏付けられて初めて実効あるものとなる。大

学等が自らに課された使命と責任を切実に認識し、社会の期待と信頓にそむかな

いことを強く要請する。

以上の点を踏まえ、高等教育の改革と学術研究の積極的振興に向けて、以下の

諸提案を行うが、とりわけ、大学設置基準等の改善、大学院の飛躍的充実と改革、

ユニバーシティ・カウンシルの創設が緊要の課題と考える。

第1節 高等教育の個性化・高度化

(1)大学教育の充実と個性化

［:-大学教育を充実し、個々の大学がそれぞれ特色ある教育を実現する必要があ

る。

ァ．学部教育については、一般教育と専門教育の内容や在り方を検討するとと
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もに、教育研究組織の構成についてこれまでの枠組みにとらわれない個性的I
な設計を可能にし、教育方法の多様化を促進するなどの改革を進める。

ィ．現行の単位の在り方を再検討し、単位制の長所を生かし得るよう学期や学

年の取扱いを弾力化し、編入学、転学・転学部の可能性を拡大する。

ゥ．．大学入学資格については、自由化・弾力化の方向に沿って検討を進める。

工．以上の諸改革を実現するため、大学設置基準、短問大学設置基準等を根本

的に見直し、・その大綱化、簡素化を図るとともに、関係法令の見直しを行

．． つ。

①
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一般教育は、理解力、分析力、思考力、構想力、衷現力等を培い、知的活動

の基盤をなす自覚的な探求心を鍛え、学問や文化を創造する基碍的資質を養う

などの見地から、大学教育において重要な要素である。しかしこれまでの我が

国の大学の一般教育は、理念においても、内容においても十分であるとはいえ

ず、しばしば一般教育無用論すら聞かれる。一般教育の在り方についてより踏

み込んだ研究が必要である。

一般教育は、基本的に、各大学のそれぞれの教育理念に基づき、自由かつ柔

軟に進められるべきである。その際、一般教育と専門教育を相対立するものと

してとらえる通念を打破し、両者を密接に結び付け、学部教育としての整合性

を図るとともに、高等学校教育との関連や接続に十分配慮しなければならない。

また、人文・社会・自然の3分野の均等な履修に機械的に固執することなく、

学際的学習等も加えた積極的なカリキュラムを構成することが重要である。個

々の教員が与える教育的影響も大きい。さらに、一般教育を担当する教員組織

の区分や構成についても、教養部等の見直しを含め、適切な措置を講ずる必要

がある。

大学における外国語教育は、実用能力の涵養、外国語学習を通じての異文化
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の理解や古典講読による教蓑の深化にその意義がある。英語については、とく

にその実践的側面を充実し、強化しなければならない。そのため、教育方法、

教育内容の根本的な見直ししまもとより、 一定期間集中的な学習を課し、あるい

はサマー・スクールを活用するなど積極的な改善を図る必要がある。第二外国

語については、諸種の言語の学習の機会を拡大するとともに、その到達度を高

めるよう赦育方法や教育体制を改善しなければならない。

現代の青年の基礎休力の充実や心身の積極的な鍛練の重要性は今日ますます

高まっており、大学における体育については、視野を授業としての休育のみに

限定せず、課外のスポーツ活動、さらには社会体育との緊密な連携のもとに設

計すべきである。保健の教育内容も単に健康の維持増進にとどまらず、技術的

文明社会の中での人間の心身の在り方について認識を深め、人間性を豊かに発

展させるための基礎を与えることを目指さなければならない。

②
 
専門教育については、高等教育が大衆化し、また実生活の諸状況が著しく変

化するなかで、社会が大学教育に何を期待するかを省みるとともに、諸学の進

歩をいかに教育に反映させていくかを不断に検証し、大学における専門教育の

基本的在り方についての共通基盤を追求する必要がある。各々の専門領域には

それぞれの課題があり、その教育内容を明確にするよう努める一方、新しい境

界領域や学際分野が絶えず形成され、発展しつつある状況のなかで、偏狭な専

門意識、人為的な専門間の隔壁を排除しなければならない。専門教育の質の改

善は、大学改革の重要な焦点である。

③
 
教育内容の改善に関連して、教育研究組織についても、旧来の学部、学科、

課程、講座等の枠組みにとらわれない、個性的な設計を可能にする弾力的な措

置を考慮すべきである。また教育方法についても、対話・討論方式の導入、実

験•実習等の多様化を図るとともに、ニュー・メディアの活用を促すための条

件を整備するなど、各大学の特色を生かした教育方法の開発が必要である。さ
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らに、チューター制、ティーチング・アシスタント制の導入を容易にし、学生

の学習意欲を高める方簑に意を用いる一方、学業評価を徹底するよう望みたい。

④ 現行の大学設置基準に定められている単位の定義、計算方法、諸種の授業形

態への配分の在り方は、実情にそぐわないところがあり、根本的に再検討しな

ければならない。また、単位制の長所を十分生かし得るよう、学期や学年の扱

いをより弾力化するとともに、単位互換を促進し、大学間や専攻間での学生の

交流を拡大する方向で検討する。

R
 

秋季 (9月）人学の問題については本審議会においてなお検討中であるが、

999•999,'.,~•999· 

•9999 

.. 
9

,

'

,

'

,

.

,

'

 

,
'
 .
.
.
 K
し

'
~
'
‘
‘
•
9
,
;
’
'
,

.

.

 

,.,9;,'9,9:.,•991,9, 

... 
,',.,9,9•I•999, 

.. 99.9,'

i
.'‘••9.,'’ 

a
I

、

.
:
9
J

,
9
~
•
~
~
"

し
ふ

教育効果、国際化への対応など種々の観点から、高等教育については原則とし

て2学期制を採用し、学期ごとに授業を集中し完結させることにより学習効果

を上げるとともに、秋学期の開始時期に学生を入学させる道を拡大することに

努める。また編入学、転学・転学部の可能性を拡大するため、各学年次ごとの

編入学定員枠を設け、とくに3年次における編人学定員を確保し、社会人、短

期大学卒業生、高等専門学校卒業生等の編入学を積極的に推進する。

⑥
 
大学入学資格については、すでに第一次答申でその自由化・弾力化を提言し

ている。その基本方向に沿って、入学資格に関し、現在定められている高等学

校卒業等の要件について、高等学校以下の正常な教育を阻害しない範囲内にお

いて、検討を進める。

('o/,) 正規の学生のほか、バートタイム・スチューデントに十分な配慮を払うこと

も、大学の社会への開放にとって重要なことである。関連して、夜間コースや

昼夜開講制を拡充し、その条件整備を進める。
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大学設置審議会大学設匿分科会については、委員の樺成や専門委員会の在り

方を見直し、また私立大学審議会と重複する事項について両者の機能に配慮し

つつ、一本化することを検討する。

(2)高等教育機関の多様化と連推
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高等教育機関の多様な発展を促し、その相互の連撰・交流を推進する。この

ため、 4年制大学、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程等が、それ］

れの個性を確立し、多彩な機能を発揮し得るよう、それらを助長する施策を講

ずる。

ァ．短期大学については、学科や教育課程の多様化、教育内容の弾力化を図

る。

ィ．高等専門学校については、工業、商船以外の分野への拡大や名称変更を検

討する。

ゥ．芸術系大学等の育成や充実は重要な課踵であり、それぞれの特色を一層発

揮させる施策を講ずる。

工．生涯学習休系への移行の観点からも、単位累積加算制度の導人を検討し、

専修学校、教育訓練機関等一部の学校について、大学との単位互換、単位累

積加算制度への参加の道を開くとともに、学位授与機関の創設について検討

する。

①
 
短期大学には、高等教育機関として4年制大学に連続する面と、職業能力の

⑧
 
以上のように大学教育の内容を改革し、諸制度の柔軟化、開放化を図るため

には、大学設置基準等の見直しと、その運用の改善が不可欠である。大学設置

基準は大学の設置認可に当たっての基本要件であることを明確にし、全体とし

てその大綱化、簡素化を図る。あわせて、関係法令の見直しを行う。

育成の面とがある。今後それぞれが質的に高められることが望ましく、それぞ

れの短期大学が学科や教育課程を多様化し、教育内容を自由に裁量し得る余地

を増大する方向で弾力化する。また、短期大学は地域社会と密接な関係にある

ことから、今後は、短期大学によってはコミュニティー・カレッジ化も視野に
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置くべきである。

② 高等専門学校については、これまでの単科としての機能を生かしつつ、その

分野を外国語、情報・経営、芸術（デザイン）等現行以外の分野にも拡大し、

あわせてその名称を専科大学（仮称）に変更することを検討する。その際、短

期大学との整合性に十分留意するとともに前期3年の課程（高等学校段階相当）

の在り方や位置付けについて工夫する必要がある。

⑬ 芸術系大学については、その育成や充実は我が国にとって重要な課睦であり、

その振興に一層の意を注ぐとともに、その在り方については、一般大学の諸基

準を画ー的に適用することなく、入学者選抜方法、教員組織、教育の形態等に

おいて個別に配慮を加える施策を講ずる。

放送大学については、学習機会の拡充等の観点から、その特性を生かした新

しい学習形態の開発などを行い国民の期待にこたえる努力が大切である。さら

しこ、実績等を絶えず評価しつつ、対象地域の拡大、メディアの多角化による聴

講機会の拡充などその充実を図るため、いわゆる第3セクタ一方式の活用を含

め、その将来構想について多角的に検討する。高等教育レベルでの通信教育に

ついては、新しい情報手段の発達に伴い、考え方を一新してその活用を新たな

視野で検討する。

④ 単位累積加算制度とは、一つまたは複数の高等教育機関で随時必要な科目を

履修し、修得した単位を累積して加算し、一定の要件を満たした場合、大学卒

業の資格が認定される制度である。加算認定、卒業資格の認定は各大学が行う。

また、大学と大学以外の高等教育機関の間での単位互換制度を検討するととも

に、その単位の累積による卒業資格を認定したり、大学院を置かない大学や大

学以外の高等教育機関における学習や研究を評価して、それらの修了者に学士

号を含む学位を授与する道を開くため、学位授与機関の創設について検討する。

(3)大学院の飛躍的充実と改革

社会の進展に伴って、今後、，高度かつ創造的な教育・研究の場としての大学

院は重要性を加え、それへの需要は増大すると考える。また学術研究の基盤を

培い、我が国が国際的に積極的な貢献を果たすためにも、大学院の飛躍的充実

と改革は緊要の課趣である。

ァ．修士課程については、専門教育をさらに充実し、補強する場ならびに高度

専門職の養成と研修の場として整備・拡充を図る。また、社会に開かれた弾

力的な措置を積極的に講ずる。さらに、専門分野によっては修業年限の標準

を1年とすることについても検討する。

ィ．博士課程については、若手研究者としての位置付けなど研究者の育成にカ

点を置いて整備・拡充を図るとともに、社会人受入れのための弾力化の措置

を講ずる。また、専門分野の特性を考慮しつつ、その修業年限の標準を3年

とすることについても検討する。

ゥ．優れた学生について、学部3年次修了時での大学院への進学を認める措置

を考慮する。

工．大学院の形態については、従来の在り方に加え、独立研究科等その多様化

を促進し、また、固有の教員組織、施設・設備を強化する。

ォ．博士の学位の取得が困難な状況を改善するとともに、今後、学位制度の在

り方についても検討する。

① 我が国の大学院学生数の学部学生数に対する割合は、先進諸国のそれと比べ

て際立って低い。また、近年の学術研究の飛躍的な発展のなかで、未知の分野

を開拓していく創造性ぁふれる優れた研究者の育成が急務であり、企業等にお

いても先端的科学技術分野をはじめ、高度の専門職業人に対する需要が増大し

ている。さらに海外から留学生を受け入れ、優れた人材育成を行うことは、我
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が国の重要な責務となりつつある。このように大学院に対する国の内外からの

期待は著しく高まっており、今後大学院の質と量の両面にわたる整備が緊要で

ある。

② 條士課程は、 (7)研究者簑成の一段階として、（イ）専門教育をさらに充実し、

補強する場として、（ウ）高度の専門職の養成と研條の場としての役割を担って

いるが、今後の修士課程の在り方としては、（イ）と（ウ）の方向で整備と拡充を

図る。その際、パートタイム・スチューデントの受入れ、昼夜開講制の拡充、

夜間大学院の開講など、弾力的な措置を積極的に推進し、社会に広く開放する

ことが必要である。専門分野により修業年限の標準を 1年とすることについて

も検討する。

⑬ 博士課程は、専門分野により事情を異にし、その在り方は画ー的であっては

ならない。しかし、一船に、教育内容をより緊密に構成し、学位授与候補（ド

クター・キャンディデイト）制を導入するなどにより、研究コースを充実する

必要がある。それに伴い、とくにその後期課程の学生については、若手研究者

として位匿付け、それに応ずる研究条件を整備する。あわせて、リサーチ・ア

ソシェイト、ティーチング・アシスタントなど研修的雇用の場を与え、大学院

生活の活性化を図ることが重要である。

また、博士課程についても、社会に開放するため、社会人受入れの諸条件を

弾力化し、入学資格等についても形式的制限を緩和するなどの措置を講ずる。

一方、大学院学生が、内外の他大学、研究所等に出向し、あるいは実地調査等

に取り組み得るよう、大学院、研究機関、病院等との連攘をより密にする方笥

についても検討する。

大学院博士課程の修了年齢は、通常27歳である。研究者として活動する年

齢の点から考えると、博士課程の修業年限の標準を3年とし、実質的にその短

縮を図るとともに、ポスト・ドクトラル・フェロー制度を拡大して、最も研究

能力の旺盛な若手研究者の自立を促し、学術研究の場に生かすことを検討する。

④ 学部教育のレヘルで所定単位を充足した場合、優れた学部3年次修了者に大

学院への進学を認める措置を考慮する。

R 大学院の形態には、学部講座積み上げ型の大学院のほかに、とくに博士課程

について独立研究科、総合研究科、あるいは連合大学院等諸種のものがある。

それぞれ特徴を備えており、大学院の目的や機能に応じて新しい形態の育成や

発展に努める。いずれの形態においても、大学における大学院の位置付けを明

確にし、大学院固有の教員組織、施設・設備を整備することが重要であり、こ

のための財政的支援も積極的に講ずべきである。また、法制上すでに設立が認

められている独立大学院の実現、さらにはその推進を図る。

⑥ 我が国の博士の学位は、 49年の学位規則改正により新しい概念が取り入れ

られたが、今日なお一般に徹底せず、とくに人文・社会系においては博士の学

位の取得が極めて困難である。このことは国際交流＿ヒも支障を生じており、新

しい学位の概念の徹底に一層努めなければならない。将来の課題として、大学

院博士課程修了者に授与する学位を例えばPh.D.的なものに一本化し、その博

士号を取得した後、あるいは大学院履修の有無にかかわらず、それぞれの専門

分野で高い学術上の成果を上げた者に対しては、より高度の専門の学位を与え

るという在り方についても検討する。

(4)大学の評価と大学情報の公開

大学がその社会的使命や責任を自覚し、大学の根本理念に照らして絶えず自

己の教育、研究および社会的寄与について検証し、評価を明らかにするととも

に、教育、研究等の状況についてその情報を広く国の内外に公開することを要

請する。
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① 大学には絶えず自己の教育、研究および社会的寄与について自ら検証し、評

価することが要請され、そのための方法やシステムについて検討を深めること

が望まれる。また、個別大学の自己評価にとどまらず、大学団体がそのメンバ

ー大学を相互に評価し、アクレディテーションを実施し、大学団休としての自

治を活性化することも重要である。

② 大学は今や大きな社会的存在であり、公共的投資に支えられている組織体で

あるので、大学の状況を社会に明らかにする責任がある。また、大学を志望す

る受験生や社会人に対して、教育内容等の情報を提供し、国の内外からの照会

に適切に応ずる機能や仕組みを充実する。

第2節 学術研究の積極的振興

(l)大学における基礎的研究の推進

学問の創造は大学の基本的使命であり、自由かつ自発的な基礎的研究を通じ

て、学問の全分野における基盤を強固しこ形成する任務を負っている。視野を人

顆世界に置き、伝統の継承と新しいものへの挑戦、時代的要請の受容と社会へ

の寄与に努め、学術研究の質の高度化を実現しなければならない。ことに、国

際的評価に耐え得る基礎的な学術の振興は、今後我が国の担う最も重要な課題

である。

ァ．大学における弾力的な研究組織を築くための条件整備とともに、大学附置

研究所、共同利用研究所等の点検や改善に努める。

ィ．若手研究者の育成のため、ポスト・ドクトラル・フェロー制度を拡充する

とともに、助手の在り方などについて見直しを行う。

ゥ．研究支援体制を抜本的に見直し、その強化を回るとともに、学術情報シス

テムを整備し、研究費を拡充する。

-88-

工．先端的な学術研究を推進するとともに、人文・社会科学の振興と深化に格

段の配慮を払う。

① 大学における研究組織は、それぞれの学問分野に応じ、長い歴史的経験を重

ね、教育と研究が一体となって構成されているものである。その意義と独自性

は尊重されなければならないが、一面において領域が過度に個別化し、組織が

硬直化し、研究の自由な発展をかえって妨げる弊害もみられる。プロジェクト

や研究手段の共有、あるいは学際的研究の推進のために、弾力的な研究組織を

築きあるいは更新できるような条件を整備し、研究体制を活性化する。関連し

て、研究センター、実験施設等についても、より積極的な構成や運営が行い得

るような方策を検討する。

大学における研究推進の場として、大学附置研究所、大学附置共同利用研究

所、大学共同利用機関の役割は極めて重要である。学術研究の振興の立場から、

各研究所の在り方を不断に点検し、評価し、適時適切な育成や改善を図る。ま

たそれらの改廃、新増設の計画立案は、国の学術政策上の基本的課題の一つで

あり、大学と研究者の自発性を尊重しつつ、関係審議会等が議を尽くして対処

することが必要である。

また、国立大学附置共同利用研究所および国立大学共同利用機関については、

国立大学以外の公・私立大学、民間等の研究者も利用し得ることとなっている。

しかし、現実には国立大学以外の者の参加や利用に制約があるとする指摘があ

り、この点の改善が必要である。国立大学共同利用機関については、 「国立大

学の共同利用の機関」という定義を改め、 「国・公・私立大学の共同利用に資

する国立の機関」として位置付けることを検討する。

② 大学院は、高度の専門家ならびに研究後継者育成の場として、また独創的、

先駆的研究推進の場として、学術研究の振興上重要な意義をもつ。すでに述べ
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たとおり、その充実、整備は緊要な課題である。ポスト・ドクトラル・フェロ

ー制度については、現行の日本学術振興会特別研究員の制度を基礎にさらに拡

充し、大学以外の民間を含めた研究機関においてもそれを受け入れ得るような

システムの確立を検討する必要がある。

ポスト・ドクトラル・フェロー制度の導人とともに、助手の在り方に基本的

な検討を加え、その職務内容、位置付けをより明確にし、名称を改めることを

考慮する。大学における研究者の在り方には、一般に、安定性を保障すべき面

と流動性を阻害しない面との、一見矛盾する両面の要請がある。また、人事の

停滞と定員の抑制のため、研究者全体として高齢化が進みつつあるのは、先進

各国に現在共通した問題であり、我が国の大学も例外ではない。大学の内外を

含めた研究者の流動性の確保については、今後本審議会としてさらに審議する

こととしているが、その拡大を図り、研究者の処遇を弾力化し、一部に短期任

用制、契約任用制を導入するなどの積極的な措置を検討する。

③
 
我が国の大学では、研究に協力し、それを支援する技術員．、技能員の数が必

ずしも十分でなく、その待遇や紺織体制の点でも問題が多い。実験設備の高度

化、研究方法の進歩に即して、研究支援体制の抜本的な見直しと強化が必要で

ある。あわせて、学術研究を支える行財政事務の弾力化、効率化を進める。

学術情報システムの整備は、今後の学術研究の振興上必須の要件であり、そ

の促進は緊要な課題である。現在着手されつつある学術情報センターの設立、

学術情報ネットワークの拡充を推進し、その全国化に努めるとともに国内的、

国際的な情報交換に積極的に参加し、協力する体制を確立する。キャンパス内

ネットワークの整備、図書館、博物館、資料センター等の充実、改善もまた重

要である。

我が国の大学における学術研究の振興に充てられている経費は61年度約

3, 300億円であり、そのうち、個々の研究活動を直接支えるものは、重要

基礎研究推進経費と科学研究費補助金である。前者は、加速器科学、核融合研

究、宇宙科学、地球科学、生命科学等我が国にとってはもとより、国際的にも

重要な基礎的研究を推進するものであり、後者は優れた学術研究を格段に発展

させることを目的とする研究助成薔である。学術研究の振撰の基礎は、研究へ

の投資の充実であることはいうまでもなく、今後、重要基礎研究推進経薔とと

もに、科学研究費補助金の拡充増額を検討する。また、私立大学に対しては、

国立大学に比べ、その研究助成はなお少なく、今後の改善が必要である。

＠） 先端的な学術研究の推進のため、研究施設と設備の整備が重要である。高度

の研究設備の維持と更新に対応し得る施笥を講ずる。

従来、学術研究の振興のための投資は自然科学に重点が置かれてきたが、技

術が高度化し、産業構造が変化して、社会状況、国際情勢に新しい要素が加わ

るなかで、価値観、生命観、自然観、倫理の諸問器を含め、人文科学、社会科

学の新たな発展に期待されるところは極めて大きい。未来をひらく政策科学の

振興や、学術や文化行政をはじめとする諸骰の行政に基礎を与える学問思想の

深化も切に求められている。これらの意味で、自然科学のみに偏することなく、

人文・社会科学研究の振興に格段の配慮を払うべきである。

(2)大学と社会の連推の強化

大学は、これまで、人材の養成と学問の創造を通じて社会的寄与を果たして

きているが、今日、社会の知識化が高まる状況のもとで、学術研究上の産・官

•学の協力に対する要請には一段と強いものがある。産・官•学の協力が深め

られるためには、これら三者がそれぞれの立場や特性を相互に理解し、尊重

し、しかも目的意識を共有し、互いに力を合わせることが重要である。その在

り方は画ー的ではあり得ないが、基本的に産・官・学における人、情報、物の
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相互交流を教育・研究の両面にわたり活性化すべきである。

ァ．人材交流を促進するためには、非常勤講師の活用、客員教授の在り方の検

討を進めるとともに、大学教員が民間等との研究協力に従事し得る措置を講

ずる。

ィ．民間企業等の技術者などに対する継続教育として大学院修士課程の弾力化

などの措置を考慮する。

ゥ．学問に関する情報の効率的な交換を積極的に進めるため、研究成果の公開

や学術情報体制の充実を図る。

工．産•官•学の共同研究制度等の一層の拡大を図るとともに、大学への民間

資金の円滑な導入とその有効な利用について改善措廣を検討する。

① 産・官•学の協力を通じて企業等が大学に期待するものは、人材の供給、研

究成果の移転、技術開発のための共同研究等に要約され、産・官・学の協力に

より大学が享受するものは、企業等との接触を通じての研究課題の発見と認識

であるといえよう。これらの関係は、業種や分野によって多様であり、大企業

と中小企業とで状況が異なり、全国的・国家的レベルと地方・地域のレベルと

で事情に相違がある。さらには国際的な諸問題も、産・官•学の協力の在り方

に影響を与える。このような状況を広く展望し、産•官•学の協力の推進に努

めなければならない。

② 産・官•学間での人材の交流には、産・官から学へと、学から産•官へとの

2つの方向がある。前者については、大学院学生、大学院研究生、学部学生、

学部研究生、非常勤講師等の制度を活用するほか、客員教授の在り方を検討し、

改善すべきである。後者については、とくに国・公立大学教員の場合、社会へ

の協力をより積極化する弾力的な措置を講ずるほか、国・公立大学の研究者が

休職によりその身分を保有したまま、必要な期間、退職手当等処遇上の不利益
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をこうむることなく、国や地方公共団体と民間等との一定の研究協力に従事し

得る措置を講ずる。また、前掃のポスト・ドクトラル・フェロー制度の拡充は、

新鮮にして研究意欲ある若手研究者に、広く活動の場を与える上で重要である。

◎ 民間企業等の技術者、研究者等に対する継続教育や教育訓練としての産・官

•学の協力も重要な課題の一つである。ナ大学がこれらの人々を受け入れるに当

たっては、大学院修士課程の弾力化、博士課程におけるパートタイム・スチュ

ーデント制の採用のほか、特定の継続教育コースの開設、公開講座の利用等の

方法を考慮する必要がある。また、企業等が自ら行う教育訓練の諸システムへ

の講師派遣等の形での協力も可能と考える。国や地方自治体ないし第三者機関

が行う継続教育、反復教育システムヘの産・官・学の協力を強化する方策につ

いても推進すべきである。

最近、地方自治体や地元企業と大学や研究所との有機的な連推が強く期待さ

れている。これを推進する観点から、地方の国・公・私立大学の参加や協力に

対する支援の方策を検討する。

④ 大学における研究の成果は公表されるべきものであり、社会はこの公開性を

介して大学からの学術情報を入手することができる。研究成果の公開の媒体と

して、学会、学術雑誌の果たす役割は重要であり、またデータ・ベース、情報

ネットワークの充実が必要である。それらに加えて、産・官・学間での情報の

効率的な交換が進められるよう、種々の形での情報仲介機能の整備について検

討する。これらの試みはすでに始まっており、また地方の各地域でも、産•官

•学の連絡体制が種々の形で展開されつつある。今後、大学と企業等の交流を

より開放的なものとするため、大学における社会協力のための窓口の設置を促

進する。

⑤ 産・官•学の研究協力については、国立大学等と民間等との共同研究制度が

58年度から実施されており、このほか受託研究制度もあるが、今後これらの
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諸制度の一層の拡大を図る。共同研究の推進のため、大学に所要の施設、設備、

要員等を備えた共同利用センターを附置することについても検討する。

＠
 

我が国においては、大学への民間資金の円滑な導入、その有効な利用につい

ては、いくつかの問睡がある。とくに、国立大学の場合、民間から導入される

資金は近年かなりの伸びが見られるが、その受入れ手続、利用法には種々の制

約があり、これらの諸規制について検討する。また、地方自治体からの寄与を

可能とする方策について検討する。私立大学の場合には、税制上の配慮等を積

極的に進めることが重要である。これらの点に関しては、本審議会として今後

さらに検討することとしている。また、民間資金の導入に資するとともに民間

等との教育・研究交流を促進するために寄付講座の導入ならびに短期任用制度

を創設することについても今後検討する。

工．学会活動や学術情報の交流を国際レベルで活発化するため、必要な措置を

講ずる。

ォ．これらの諸活動に対応するため、大学等における国際学術交流事業推進紺

織の強化を図る。
-- -•一”----―^  -------------•一 l

①
 

開放性を備えることは、学術や文化の国際交流を深める上での基盤をなすもの

である。

②
 

我が国の高等敦育が国際的内容の敦育を強化し、国際人の育成に努めるとと

もに、教育・研究の在り方や高等教育の制度面で、国際的な通用性、交流性、

大学教員等の海外留学や派遣については、その数はなお十分とはいえない。

ことに大学院博士課程在学中の者および大学院修了後の若い研究者に十分な海

(3)学術の国際交流の推進

大学は基本的に国際的性格を備えるものであり、学術研究は根本的に人類共

同の営みである。また、我が国が国際場裡において信頼と尊敬を受け、世界の

平和と進歩への寄与と責任を果たしていくためにも、国際的視点での高等教育

の整備を基盤として、以下の施策を講ずることにより学術や文化の国際的交流

をさらに深めることが要請される。

外留学の機会が与えられていない点については、早急に改善する。これととも

しこ、国立大学教員等の外国出張の手続きが極めて煩瑣である点についても見直

し、その弾力化、簡素化を園る。

外国からの研究者の我が国の大学への受入れについては、全体としてその枠

の拡大を図り、ことに若い研究者を積極的に受け入れなければならない。また

外国人教員の数もなお極めて少ない。今後、生活条件の改善を含めた様々な施

策を講じ、受入れ体制を整備する。

③
 
我が国の大学や学部が、外国の大学や学部と研究、教育ならびに学術情報の

ァ．研究者、とくに若手研究者を中心とする研究者の国際交流を積極的に拡大

する。

ィ．大学間協定は大学間の国際交流の推進上極めて有益であり、その実効を上

げるための促進措置を講ずる。

ゥ．国際的な学術の共同研究への参加を積極的に行い、とくに発展途上国との

学術交流に格段の配慮を払う。

交流について相互に協定を締結し、教員、学生の交換を図りあるいは共同研究

を行うケースは最近急増している。この種の協定は国際交流の推進上極めて有

益であるが、それが実効を上げるためには当該大学が人事上、財政上自主性を

備えることが必要であり、大学間協定を活性化するための予算措置、留学生や

外国人研究員の受入れの在り方、各大学における自主的な国際交流の基金を設

定するための促進措置について早急に検討を進める。
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④
 
学術の国際協力にかかわる主な事業としては、国際機間事業と多国間協力事

業、先進諸国等との二国間学術交流・協力、発展途上国との学術交流などがあ

る。この種の事業の積極的な拡大は今後さらに重要性を増すものと考える。

とくに、発展途上国との学術交流はいわゆる拠点大学方式により、各分野で

の交流・協力のほか論文博士号取得希望者に対する援助などが進められている

が、それぞれについて評価を試み、総合的視野から調和ある発展に努める。

①
 
大学を中心とする高等教育にはこれまで述べてきたように種々の課題があり、

その積極的改革を推進する必要がある。このため大学の自治を尊重しつつ、我

R
 

学術の国際交流上重要な役割を果たしているものの一つは、国際学会の開催

である。近年我が国で開催される国際学会は急速に増加し、活発化しつつある。

これらの国際学会を援助するための休制の開発が必要である。また学術情報に

ついても、国際的にその連推を拡大する努力が必要である。これらの目的を含

め、海外の優れた研究者を招聘し、先端技術をはじめ自由な研究を展開する機

構の設立について検討する。

が国の高等教育について恒常的に検討するとともに、内外の動向や各界各方面

の要望を受けとめ、高等教育の在り方を基本的に審議し、大学に必要な助言や

援助を行う場としてユニバーシティ・カウンシル（大学審議会一仮称）を創設

する。その際、大学等の在り方が社会全体に深くかかわっていることにかんが

み、大学人をはじめ、広く社会の各方面の学識経験者の英知を結集することが

重要である。

②
 
大学設置審議会の分科会のうち、大学基準分科会、大学設置計画分科会、短

⑥ 学術国際交流事業を内容あるものとするためには、各大学、共同利用研究所

等における交流や協力活動の充実が重要であり、そのための人員、施設設備、

予算上の措置が不可欠である。一方、これらの事業を効果的に推進するため、

文部省、日本学術振輿会、国際交流基金、国際協力事業団、日本学術会議等の

間の連撲や協力の体制を密にすることが極めて重要である。また、海外の主要

地域に、我が国の研究者の研究や連絡のための拠点を確保することについても

検討する必要がある。

期大学基準分科会等の所掌の一部は、大学の設置認可事務に直接かかわりがな

く、むしろ我が国の高等教育をいかなる原則と方針により設計していくかとい

う大学政策の基本に関係するものである。ユニバーシティ・カウンシルは、大

学設置審議会のこれらの機能と私立大学審議会の機能の一部を再編成して一つ

に統合し、それを中心に組織する。

＠
 

ユニバーシティ・カウンシルは、文部大臣の諮問に応じ答申を行うほか、自

ら大学に関する調査研究、大学に関する必要な情報の収集や掃供を行い、また、

大学制度の基本に関する事項ならびに大学の計画的整備と見直し、専門分野に

応じた人材の養成計画、大学教育の内容、方法等の検討、大学評価システム(J)

開発等の事項を扱う。

④
 
ユニバーシティ・カウンシルは、その任務の遂行に当たって大学に関する諸

第3節 ユニバーシティ・カウンシル（大学審議会一仮称）の創設

我が国の高等教育の在り方を基本的に審議し、大学に必要な助言や援助を提

供し、文部大臣に対する勧告権をもつ恒常的な機関として「ユニバーシティ・

カウンシル（大学審議会一仮称）」を創設する。

団体との連携や協力に努めるとともに、設置基準、アクレディテーション等の

専門的審議に際しては大学基準協会との組織的な連推を図る。

R
 

⑥
 

ユニバーシティ・カウンシルは、調査審議の結果、必要があると認めるとき

は、随時、文部大臣に勧告する権限をもつ。

ユニバーシティ・カウンシルの創設に関連して、本来大学相互の間で自主的
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に水準の維持・向Lを図るための組織として設置されている大学基準協会の在

り方を再検討し、これを活性化する必要がある。
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第 5 章社会の教育の活性化

社会の変化に対応し学習環境が急速に変化しつつあるなかで、人々は生活上、職

業上の様々な問題を解決するため、精神的、文化的な充実を求め、学習活動への参

加自体に楽しみや生活の充実感を求めるためなど、自己実現のための各種の多様か

つ自発的な学習機会を要求している。

これからの社会教育行政は、従来から各地で努力が続けられている生活に役立つ

学習、文化的欲求を満たしたり地域社会に貢献する学習などへの対応のみならず、

人々の学習活動への関心が高度化・多様化するなかで、ニーズに柔軟に対応し発展

してきた民間が行う多様な教育活動にも目を向け、個人や団体・サークルなどの主

体的、積極的な学習に対して支援し、社会の幅広い分野で自主的な学習活動を活性

化することを目指すものであることを一層明確にする必要がある。

また、 40年余に及ぶ職業生活を実り豊かにし、満足して終わることができるよ

う、企業内外の教育訓練体制の整備、自己啓発意欲の向上、職業能力評価制度の改

革などにより、職業生涯を通じ職業能力開発が段階的かつ体系的に行われるように

していく必要がある。

以上のような趣旨を踏まえて、自主的な学習活動の促進、生涯職業能力開発の総

合的推進を進め、自らを向上させ、豊かな人生を楽しむ生涯学習体系への移行とい

う観点から社会の教育の活性化を回る必要がある。

第1節 自主的な学習活動の促進

生涯学習体系への移行という観点から、従来から地域で行われている生活に

役立つ学習など様々な学習活動を推進し、自主的活動を促進する。

ァ．学習要求の多様化、高度化や自由時間の増大、学習者の日常生活圏の拡大
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に対応して学習情報のネットワーク化を図るとともに、とくに、学習者に対

する情報提供、相談体制の整備など行政体制の整備を固る。

ィ．民間における教育・スポーツ・文化事業を支援するための制度の整備を図

る。

ゥ．学習活動等による地域社会への参加の促進や地域連帯の育成を図る。

工．青少年や成人が生きがいや充実感をもって生きていくためのポランティア

活動の振興など社会参加の機会を拡大する。

ォ．社会教育指導者の確保と資質の向上を図る。

ヵ．学習機会の拡充等の観点から、放送大学については、その特性を生かした

新しい学習形態の開発などを行い国民の期待にこたえる努力が大切である。

さらに、実緩等を絶えず評価しつつ、対象地域の拡大、メディアの多角化に

よる聴講機会の拡充などその充実を図るため、いわゆる第3セクタ一方式の

活用を含め、その将来構想について多角的に検討する。

また、社会教育等の分野で新しいメディアの活用を図る。

の活性化を図るとともに、そこで人々がより広範囲な情報を得て、学習や研究

に効果的に利用できるようにすることが重要であふこのため、園書館、博物

館等同種の施設や地域内における異種の施設のネットワーク化を図る。

学習情報のネットワークを形成するに当たっては、学習に関する広範な情報

の収集・処理・提供システム（データバンク）を確立し、地域の社会教育活動

の拠点となっている公民館、園書館、学校その他の関連施設の有機的な連携を

固る必要がある。その際、図書館については、メディアライプラリーヘの脱皮／

を目指す必要がある。また、ネットワークが、自由時間の増大や学習者の日常

生活圏の拡大に対応するものになるとともに、国立の施設や都道府県の施設な

ども含めより効果的なものとなるよう、行政体制の整備を図る必要がある。

② 華道、茶道などのけいこごと、囲碁、将棋などの趣味・娯楽、カルチャーセ

ンター、スポーツクラブ等の教育・スポーツ・文化事業については、都市部に

おいて民間が大きな役割を果たしている。これらについては、その活力を維持

しつつ健全な発展を園っていくことが重要である。それには、（7)学習者に対

しては、学習に関する啓発活動等や学習に関する情報提供・相談活動、教育内

①
 
学習内容の高度化、多様化に対応し、個人学習や自主的な団体・サークルヘ

の参加など種々の形態によってできるだけ多くの人々が主体的に学習に参加す

ることは、生涯学習の基盤をなすものである。このための情報提供や相談につ

いては、市町村の役場や公民館などに窓口だけを設けているが、実質的な対応

が十分行われているとはいえない状況であった。このため、生涯教育センター

や公民館等において、民間の教育・スポーツ・文化事業やボランティア活動等

も含めた広範な学習情報を、地域住民にとって利用しやすく提供するとともに、

地域住民の学習に関する相談に実質的にこたえられる体制を整備し、活性化す

る。

また、各種の社会教育施設等の学習内容や学習形態を多様化、高度化し、そ

容や受講料等の情報公開などのサービスを充実させることが必要であり、（イ）＇

学習サービス提供者に対しては、民間教育事業相互や公的事業との間の連絡・

調整、生涯学習機関としての位置付けなどを自主的に進めることを促し、民間

の教育事業の質を維持向上させることが重要である。

このため、例えば、情報提供や各種認定等を行う機関を設立するなど、行政

が間接的に支援するシステムの整備について検討する。

＠
 

学習・スポーツ・文化活動やボランティア活動などは、国民それぞれの自己

の充実・啓発や生活の向上に資するにとどまらず、地域社会への参加の促進や

地域連帯の育成という視点、さらに教育環境の人間化の視点からも非常に大き

な役割を有している。これらの活動によって、地域における人々の触れ合いを
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創出するとともに、青少年にとって有益な教育環境を形成する必要がある。

このため、地域社会を基盤として公民館等の社会教育施設を自主的な団体・

サークルなどの学習活動の拠点としてより一層活用するとともに、青少年団体

など各種団体の育成や活動の充実などを図る。

また、高齢化の中で、高齢者の社会参加の推進を図るための学習機会を整備

する。さらに、戦後における子どもの数の減少や平均寿命の伸び等により、子

育て後の長い自由な期間のできた婦人に対して、文化的欲求のための学習や職

業生活に入るに際しての心構えを学ぶための学習機会などを提供し、婦人の社

会参加を推進する。

R ボランティア活動などの社会参加については、我が国においては諸外国に比

べ、参加者が大変少ないという指摘がある。青少年や成人が生きがいや充実感

をもって生きていくため、奉仕活動などボランティア活動を振興していくこと

が重要であるが、社会教育ではこの点についての対応が十分ではなかった。こ

のため、ボランティア活動の場の開発を回るとともに、その活動に何らかの社

会的評価を与え、ボランティアに励みを与える仕組みをつくることなどについ

て検討する。

また、ボランティア活動などの社会参加による傷害等の事故に対する対処方

策や、長期間の奉仕活動などに対し企業や官公庁等において身分保障を行うな

ど、社会的基盤の整備が重要であり、これらの施策についても検討する。

R 社会教育を振興するためには、場の確保とともに、社会教育主事、司書、学

芸員等の社会教育指導者に優秀な人材を確保することが重要である。このため、

社会教育指導者の処遇を専門職としてふさわしいものに改善することが必要で

ある。さらに、社会教育指導者の資質の向上を図るため、大学等における社会

教育主事などの養成に係る教育内容を、社会の高度化、多様化、情報化などの

変化に対応して総合的な観点から見直すとともに、現職教育についても、その

内容、在り方を見直し、より時代に適合したものにする。なお、地域の社会教

育の中核的な推進者である社会教育主事について、広く民間からも人材を求め

るなど、広域的な視点から優秀な人材を確保するための措置を一層拡充する必

要がある。

また、これら専門職としての指導者のほか、高齢者などのボランティアや学

校の教員を活用する方途を考える必要がある。公民館等の施設についても、ボ

ランティア等を活用して、学習活動の活発化を図るなど、一層住民のニーズに

こたえることができるようにする。

＠ 放送大学は、テレビ、ラジオを中心とする多様な情報手段を利用し、国民に

開かれた大学として豊かな教養と実生活に即した専門的学習を深めることを狙

いに発足した。今後、従来の大学の枠にとらわれず、国民ひとりひとりの学習

機会を充実していく新しい生涯学習のための機関として成長していくことが期

待される。

このため、まず、様々な生活環境にある学生の単位取得のための配慮、多様

な情報手段を利用する放送大学の特性を生かした新しい教育方法や学習形態の

開発、さらに、単位互換等従来の大学とのネットワーク化を図るなど、国民の

多様な学習ニーズにこたえる努力をすることが大切である。さらに、実緩等を

絶えず評価しつつ、学習機会に恵まれない地域などで活用されることに配慮し、

対象地域の拡大、メディアの多角化による聴講機会の拡充など、その充実を図

るため、今後、国際的協力の見地も含めた衛星の活用、ビデオや電子メールな

どの活用による新しい学習形態の展開、地方公共団体との連携の在り方やいわ

ゆる第3セクタ一方式の活用等を含めて、放送大学の将来構想について、実績

等を踏まえつつ、長期的展望に立って、多角的に検討する。

⑦ 社会教育の分野にパソコン、ビデオなどの新しいメディアを導人し、教育ソ

フトの開発など教育内容・方法を改善する。また、職業上、生活上の知識・技
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術や一般教養について学習機会を提供している通信教育についても、新しいメ

ディアの活用によって振興するとともに、都会と地方・辺地の間において生じ

やすい学習機会や学習内容の偏りについても、放送大学や新しいメディアの積

極的な活用やそのための社会教育施設の設備の整備などの施策によって、これ

らを是正することが重要である。

第2節生涯職業能力開発の総合的推進
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生涯学習社会を建設するため、 40有余年と長期化した職業生涯を通じた職

業能力開発を総合的に推進する。

ァ．企業における職業能力開発は、仕事を通じての教育訓練だけではなく、仕

事を一時的に離れて行う教育訓練が勤労者の職業生活の各段階に応じて段階

的かつ体系的に行われるように振興する。

ィ．大学、大学院等を社会人が学習する場として整備するとともに、民間の職

業訓練施設等を生涯職業能力開発のための施設として育成する。また、これ

らを有効に活用できるネットワークなどの仕組みの整備についても検討する。

ゥ．公共職業訓練施設については、企業内の教育訓練や専修学校等と連携しつ

っ、とくに、企業において対応が困難な地域の勤労者の生涯職業能力開発を

総合的に推進するよう体制整備を図る。

工．これらの施策が有効に活用されるよう労働時間の短縮、有給教育訓練休暇

制度の普及を図りながら、勤労者の自己啓発を推進する。

ォ．社内検定制度の普及、技能検定制度その他各種職業資格制度の改善を進め、

職業能力評価制度の整備充実を図る。

ってきた。

しかし、マイクロエレクトロニクス化等の技術的進歩、情報化による職務内

容の質的変化に加え、労働力人口の高齢化、女子労働者の増加等の大きな変化

が起きたために、オン・ザ・ジョプ・トレーニングのみによっては変化に対応

する能力の開発に欠ける面が生じ始め、その節目節目で仕事を一時的に離れて

行う教育訓練（オフ・ザ・ジョプ・トレーニング）を織り込みながら、一層の

知的熟練形成を図る必要が高まってきた。とくに、専門職、技術職、事務職な

どのホワイトカラーや女性の職業能力開発体制の整備の遅れが問題となってお

り、これらを含めて、企業における勤労者の生涯職業能力開発を積極的に推進

する必要がある。

このため、教育訓練、能力評価、配置転換等人事管理全般にわたって総合的

な対応を行う「学習企業」への脱皮を進め、生涯能力開発給付金制度の活用等

により、公共職業訓練施設、専修学校、大学等の活用も含めた企業での職業能

力開発体制が一層整備されるようにする。

② ホワイトカラーの職業能力開発については、企業内での教育訓練だけでは限

界がある。こうした分野を中心に、大学、大学院や各種の教育研修施設等をそ

の自主性を尊重しつつ社会人の学習の場として活用することが重要な課題であ

る。
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① 我が国の企業は、仕事を通じての教育訓練（オン・ザ・ジョブ・トレーニン

グ）を中心として、従業員に職場を幅広く経験させることによる熟練形成を図

この場合、民間の職業訓練施設、各種教育研修施設を生涯職業能力開発のた

めの施設として育成するとともに、産業・企業、勤労者の必要としている要請

やニーズに適した教育訓練コースが的確に選択できる体制を整備することが重

要である。

その際、ホワイトカラーの高度の職業能力開発のシステムを構築することが

必要である。このため、産業・企業、勤労者のニーズに見合った効果的な能力

開発プログラムやコースを開発し、これを調整して、大学、大学院、各種教育
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研修施設等を有効に活用できるネットワークなどの仕組みを整備することを検

討する。

③
 
公共職業訓練施設については、専修学校・各種学校、民間の職業訓練施設、

各種教育研修施設等との連携を強めつつ、地域の勤労者の生涯職業能力開発を

総合的に推進する休制を整備することが求められている。

このため、公共職業訓練施設は、地域の職業能力開発のセンターとして、企

業や勤労者に対して教育訓練の技術指導、相談、情報提供等の機能を強化する

とともに、とくに、企業において対応が困難な中小企業労働者や離転職者、女

性の再就職希望者等の多様な教育訓練の機会を充実する。

なお、勤労者の能カ・適性等を詳細に評価し、今後の職業生涯の自主設計に

必要な能力の開発方法等に関する相談に応じるための専門の相談体制の整備を

検討する必要がある。

R
 

なお、労働時間の短縮などは、自主的な学習活動の活性化にとっても有益な

ものであるので、その奨励という観点からも施策の在り方を検討する必要があ

る。

勤労者が高い学習意欲を維持し、変化に柔軟に対応する能力の向上を促進す

るためには、企業内外の適正な職業能力評価システムの整備を図る必要がある。

現状では、ホワイトカラーや中小企業労働者等については、職業能力評価制

④
 
職業能力開発は、勤労者の自己啓発意欲に主としてかかわっている。したが

って、多様な職業能力開発機会の提供を行うだけでは十分ではない。意欲のあ

る者に対して、職業能力開発を行いやすい環境を整備することこそ必要である。

とくに、ホワイトカラーには、ますます創造性や幅広い応用力が求められる

が、このような職業能力の開発は、労働時間内で仕事の枠に添ったものだけで

はその向上に限界がある。このことに加えて、勤労者の意識、価値観の多様化

が進み、労務管理における能力中心主義が定着してきたこともあって、自己啓

発による能力開発がますます重要になってきている。

このため、週休二日制の普及など休日増を中心とする労働時間を短縮するた

めの対策を推進するほか、有給教育訓練休暇制度の普及促進を図り、自己啓発

のための休暇・休職の制度化を促進する。とくに、研究者、技術者については、

研修用の長期休暇制度（サバティカルイヤー）等の必要性が高いので、その実

施について労使の合意の形成が急がれる。

度や資格制度が十分に整備されていない。また、勤労者の有する職業に関する

知識・技能水準を社会的にも通用するものとするために設けられた技能検定制

度については、事務サービス分野での立ち遅れがみられ、検定内容等について

も知的技能等の質的評価に十分対応していないなどの問題点がある。

このため、企業や企業グループ等が独自の技能の水準を設定し検定する社内

検定制度の普及を図るほか、検定職種の整備、検定内容の改善、検定の多段階

化等技能検定制度の見直しを行い職業能力評価制度として有効に機能するよう

整備充実する。

なお、技能検定を含む各種職業資格制度については、産業社会のニーズに合

致する有用なものとなるよう改善を加え、資格の社会的評価の向上を図るとと

もに、中途採用を推進する観点からも、・企業が従業員の中途採用に対してこれ

らの職業資格制度を能力評価の客観的指標として活用する慣行を形成すること

が必要である。
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第 3 部時代の変化に対応するための改革

第 1章国際化への対応のための諸改革

日本は、今日の国際社会の中で孤立しては生きられないという「新しい国際化」

の時代に人っている。現在の日本の経済的繁栄は、世界各国との緊密な経済交流

によって達成されているが、それに伴い、人的な交流もますます活発化しようと

している。人的交流が拡大してくると、いわゆる文化摩擦が生じてくるが、この

ような摩擦を国際社会の常態と考え、むしろこれを日本社会の活性化のためのエ

ネルギーに変える新しい生き方が求められている。そこでは、日本人がこれまで

経験したことのない世界の中の日本として、世界の視野から日本を見つめ直し、

人顆の平和と繁栄のために、経済的分野だけでなく、教育、学術、文化などの面

で積極的に貢献するという発想の大転換が必要と考える。

国際社会の中に生きるとは、結局人と人との交流、心の触れ合いを深めること

であると考えると、教育においてもそれへの対応が重要となってくる。このため

には、単に技術的に対応するだけでは済まず、人的な交流の拡大等の新しい進展

を「てこ」として日本の教育の本質にまでさかのぽって考えていく必要がある。

このような見地からすると、制度面のみならず教員等関係者の意識を含め日本に

おける教育を広く開放していくことが重要である。

それとともに、国際社会の中に生きるよき日本人ひいてはよき一人の人間の育

成を期した教育の在り方を考えていかなければならない。そのためには、まず日

本人が日本自体のことを知り、その上で世界にはいかに異なる生活、習慣、価値

観が存在しているかを具体的に学ぶことが必要である。とりわけ、近隣諸国に関

する知識はこれまで極めて散漫であり、今後それぞれの社会風土に即した理解に

努めなければならない。このように、互いの相違を認識しつつ、同時に協カ・協

調の精神を養っていくことが重要であると考える。また、高等教育とくに大学に

おいては、世界の人材育成、学術や文化の発展という観点からの見直しが必要で

ある。

このような新しい国際化を実現する主体となるのは、国民の我々である。ひと

りひとりが問題意識をもち課題解決に努力するという草の根レベルからの芽生え

があり、さらにその芽生えが国民的な運動へと盛り上がっていって、初めて改革

も実を結ふといえよう。それだけに、即効は望むべきてはなく、その具体的措置

は、長期的展望に立ち持続的かつ着実に進められることが重要てある。

これらの点を踏まえ、新しい時代の変化に対応した教育の実現に向けて、当面

の課題として次のような捷案を行う。とくに、帰国子女や海外子女への対応、留

学生の受入れは、問睦の緊急性ばかりてなく、その波及効果の面からも優先的に

取り上げていく必要があり、これらの問踵がいかに処理されるかが日本の新しい

国際化のバロメーターといえる。

(l) 帰国子女•海外子女教育への対応

将来の日本にとって、海外経験を積んだ帰国子女は冑重な財産と考えるべき

である。帰国子女教育への対応の基本は、現地で学んだ利点が、日本の学校に

入学する際や入学後に正当に評価されるよう日本の学校で工夫がなされること

である。

ァ．帰国子女については、初等中等教育段階での円滑な受人れや高等学校・大

学人学者選抜における別枠の設定および特別の選抜方法の実施を一層促進す

るなど量的にも質的にも積極的な対応策を講ずる。

さらに、日本の学校は、日本語のできない外国人の子どもが進んで入学す
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るような学校であることが今後の進んでいくべき方向であり、それに向けて

の関係者の努力を期待したい。

ィ．海外子女教育については、日本人としての基礎の育成を重視しつつ、それ

ぞれの地域の実情、帰国後の受入れ状況等も勘案しながら、できる限り現地

で得られる経験を多く積ませるという基本的方向に従って、その在り方を工，

夫する。また、子女婆女の増大している高等学校段階に対する適切な数育施策 1

を講ずる。 1 
- -- - - -

ii 

① 今後の日本の在り方を展望すると、海外子女については、それぞれの地域の

実情を勘案しながら、例えば現地校に通うことなど可能な限り現地でのみ得ら

れる経験を積むことを重視すべきであると考える。このためには、海外子女が

帰国するに際しては、現地で学んだ利点や経験が、帰国後日本の学校に入学す

る際や人学後に牛かされることが極めて重要であり、日本の学校はそのような

学校であるべきである。もとより、帰国子女であるがゆえの甘えしま許されるべ

きではないが、教員施設等教育条件の整備を含む初等中等教育段階での円滑

な受人れ、とくに高等学校への編入学について格段の措置を講ずる必要があり、

また、高等学校・大学入学者選抜において帰国子女のための別枠の設定および

特別の選抜方法の実施を一層促進していくなど引き続き従来の施策を量的に拡

大するとともに、質的にも現地での経験が生かされるような積極的な対応策を

講ずる。

このように、海外の日本人の子女について現地での経験が評価されるべきで

あるとすると、これを一歩進めて、日本の学校の望ましい在り方は、日本語の

できない外国人の子どもが進んで入学してくるようにすることにある。そのよ

うな学校になれば、日本人の帰国子女や海外子女の問離もおのずから解決の方

向に向かっていくものと考える。

② 海外における日本人学校や補習授業校の充実も、国際化の進展に伴う海外子

女の増大に対応する上で重要な課題である。同時に、現在の日本人学校等につ

いては、日本国内に準じた教育内容となっており、ややもすると関係者の意識

が帰国後の進学問題に偏りがちであること、また現地の子弟の受人れに消極的

であるなど学校運営に閉鎖的な面がみられることなど種々の問題がある。外国

における教育という特性を生かし、国際性の涵養を回るとともに日本人学校等

を国際的に開かれたものとし、所在国の事情が許す場合には、当該国の子弟等

を積極的に受け入れるなど日本人学校等の今後の在り方について工夫する必要

がある。また、海外子女に対する当面の措置として、大学等への進学の選択の

機会を拡大する観点から、子女数の急増している高等学校段階に対する適切な

教育施策を講ずる。

(2)留学生受入れ体制の整備・充実

［：王｀｀ロ・｀士会の国際化のための｀｀｀町正云

の教育研究水準の高度化、国際理解•国際協調の推進、世界の人材育成のため

にも不可欠であり、その飛躍的な拡大を図る必要がある。

ァ．大学等とくに大学院における教育指導体制の充実や日本語教育体制の整

備、宿舎の確保、、学位の取得など受入れ体制全般にわたる抜本的整備を速や

かに行う。

ィ．留学に当たって必要となる大学情報の提供に努めるとともに、入国、滞在

等に当たっての諸規制の弾力化について配慮する。

ゥ．留学生の受入れを推進するため、大学はもとより間係省庁、地方公共団

体、民間法人・団体等の参画するような官民一体となった体制づくりなど、

積極的な対応を進める。
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① 将来の国際化した日本の望ましい姿は、優秀な外国人が喜んで日本に留学し、

そして学問や芸術をはじめ日本社会の種々の分野で活躍し、また、それぞれの

自国に帰ってその発展の役に立つ、すなわち、外国人のオ能が花開き実を結ぶ

国となることである。

日本への留学生数は、年々増加しているものの、大学等における受入れ体制

が十分でないことや海外で日本語を学ぶ機会が少ないこともあって先進諸国と

の比較において少ないものとなっている。近い将来、多数の留学生を受け入れ

ていくためには、日本の高等敦育や学術研究の水準が国際的にみて一屡優れた

ものとなり、日本への留学が魅力あるものとなることが基本的前提であること

はいうまでもない。現在、留学生の4割近くが大学院を目指してきており、今

後留学生受入れに果たす大学院の役割はますます大きくなるものと考えるが、

これを受け入れろ日本の大学院の体制そのものが質、量ともに極めて不十分で

あり、その改革がまずもって重要である。

② 留学生の受入れについては、受入れの拡大とともに、大学等における留学生

の世話など受入れ組織体制の強化、特別コースの整備や日本語教育の充実、選

考の在り方の検討、予備教育機関の整備、入学資格の弾力it、ホームステイ等

の世話事業の充実、帰国留学生へのアフター・ケアの拡充、諸規定の弾力化、

間係諸団体への支援など受入れ休制全般にわたる抜本的な幣備・充実を園らな

ければならない。

とくに、留学生のうち国警留学生については待遇の面で国際的にも遜色はな

いが、大多数を占める私費留学生への援助は不十分であり、民間奨学団体等に

よる経費援助の拡充と整備が必要である。また、今後、大量に留学生を受け人

れる私立大学等に対する支援の充実を検討する。さらに、留学生にとって、住

居は充実した留学生生活を送るための基礎となるものであるが、現状において

さえその確保が困難となっていることを考えると、今後の留学生受人れの増加

に対応して、宿舎の確保を図ることは極めて重要な課踵である。このため、関

係者の総力を結集して具体的かつ果断な施策を早急に進める。くわえて、国・

公・私立大学の宿舎の共同利用についても検討する。留学生の転学その他の勉

学上の要望に対応して、修学の流動性を一層高めるなどの措置も必要であり、

各大学間の連絡体制の樹立を望みたい。

日本での学位取得、とくに人文・社会系の博士号の取得が困難であることは

国際的通念からみて異常であり、国際交流上好ましくなく、適切な措置を講じ

なければならない。また、医学の臨床研修のように、留学生が研修や研究を行

うに当たって我が国のライセンスを必要とする分野については、一定の条件の

もとに必要な研修や研究を行い得るような措置について検討する。

こうした大学等における留学生の受入れとともに、高等学校段階においても

国際交流を推進する必要があり、例えば海外からの留学生の高等学校への受入

れを促進する。同時に、日本の留学生が外国の高等学校で修学した実績を国内

でも単位として評価することも検討する。

⑪ 留学生の受入れに関して、日本の大学に最も不足している事柄の一つは、海

外において日本の教育事情や個々の大学の情報が少なく、それを入手し難いこ

とである。このため、日本の大学等への留学希望者に対して、より詳細、的確

な情報を迅速に提供する方策を講ずる。

留学生の出入国、在留許可、アルバイト等に関する諸規制は、近年簡素化、

弾力化が進められているが、留学生数の飛躍的拡大に対応し得るよう将来の日

本の外国人に対する雇用の在り方も展望しつつ、身元保証制度を含め、なおー

層その簡素化、弾力化について検討する。

④ 現在、政府は、 21世紀への留学生政策懇談会の報告を踏まえ、 21世紀初

頭には約10万人の留学生を受け入れることを目標とした施策を展開しつつあ
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る。留学生受入れの飛躍的拡大を実現していくためには、文部省や個別大学を

中心とした対応にとどまらず、草の根の国民レベルからの盛り上がりが極めて

重要である。したがって、今後．大学はもとより関係省庁、地方公共団体、民

間法人・団体等の連携協力を強化する必要があり、この際、これら関係者の参

画する留学生受入れ推進のための体制を整備し、官民一体となった対応を進め

る必要がある。これは、中央レベルだけでなく、むしろ地域レベルにおいて推

進されることが重要であり、地域に根付いた多様な展開が図られるぺきである。

また、このためには、地域の実践の情報を交換し合うシステムの確立も重要で

ある。さらに、こうした展開を強力に推進するための仕組みを政府において時

限的に設けることも考慮に値する。

(3)外国語教育の見直し

現在の外国語教育、とくに英語の教育は、長期間の学習にもかかわらず極め

て非効率であり、改善する必要がある。

ア．各学校段階における苺語教育の目的の明確化、学習者の多様な能カ・進路

に適応した教育内容や方法の見直しを行う。

ィ．大学入試において、英語の多様な力がそれぞれに正当に評価されるよう検

討するとともに、第三者機関で行われる検定試験などの結果の利用も考慮す

る。

ゥ．日本人の外国語教員の養成や研條を見直すとともに、外国人や外国の大学

で修学した者の活用を図る。また、英語だけでなくより多様な外国語教育を

積極的に展開する。

① これからの国際化の進展を考えると、日本にとって、これまでのような受信

専用でなく、自らの立場をはっきりと主張し、意思を伝達し、相互理解を深め

-114-

る必要性が一層強まってくる。その手段としての外国語、とくに英語敦育の重

要性はますます高まってくるものと考える。しかし、現在の外国語教育につい

ては、長時間かつ相当の精力を費やしているにもかかわらず、多くの学習者に

とって身に付いたものとなっていないなど種々の問題がある。

② まず、中学校、高等学校等における英語教育が文法知識の條得と読解力の蓑

成に重点が置かれ過ぎていることや、大学においては実践的な能力を付与する

ことに欠けていることを改善すべきである。今後、各学校段階における英語教

育の目的の明確化を図り、学習者の多様な能カ・進路に適応するよう教育内容

等を見直すとともに、英語教育の開始時期につし・ヽても検討を進める。その際、

一定期間集中的な学習を課すなど教育方法の改善についても検討する。

③ また、大学入試における英語について、例えば高等学校段階で学習した間く、

話す、読む、書くなどの多様な力がそれぞれに正当に評価されるようにするな

どの検討を行うとともに、大学入試において、 TOEFLなどの第三者機関による

検定試験の結果の利用も考慮する。

④ 日本人の外国語教員の養成や研修を見直すとともに、外国人や外国の大学で

修学した者の活用を図る。さらに、今後の国際化の広がりを考えると、英語だ

けでは十分でなく、近隣諸国の言語をはじめとするより多様な外国語教育を積

極的に展開する必要がある。

関連して、国語力のある者が外国語の能力も伸ひるとの見方もあることから、

外国語教育の問題を考えるに当たって国語力を重視する必要がある。

(4)日本語教育の充実

内外における日本語学習者の増大やその学習目的の多様化への対応が著しく

遅れており、日本語教育の改善、充実が必要である。
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ァ．外国人を含めた日本語教員および研究者の養成を急ぐとともに、日本語の

教授法や教材の研究・開発等を検討する。

ィ．外国人に対する日本語能力試験を充実するとともに、日本語教員の資質向

上を図るため日本語教員検定制度を導入する。

① 日本と外国との交流が深まるにつれ、日本語学習者が国の内外で急増してい

るが、日本語教育については、日本人が日本語を一つの外国語として取り扱う

ことに慣れていないこともあって、これら学習者への対応は著しく立ち遅れて

いる。今後、外国人を含めた日本語教員および研究者の養成が重要であり、と

くに大学院における日本語教育コースの確立を図る必要がある。また、日本語

の教授法、需要に応じた段階別の教材の研究・開発、学習目的に対応した標準

的な教育内容について早急に検討する。その際、日本語教育の充実のためには、

広く国語教育の在り方などについても見直すことが必要である。

② さらに、外国人に対する日本語能力試験を充実するとともに、日本語教員の

指導力等の向上を回るため日本語教員検定制度を導入する。くわえて、外国の

大学等で行われる日本語教育に対して、積極的に援助する方途についても検討

する。

なお、言語としての日本語と日本文化は不即不離の関係にあることはいうま

でもなく、日本文化・日本事情への関心の深まりに伴い、日本語学習者が増大

するとともに、日本語学習によって日本文化・日本事情への理解も深まってく

ると考える。したがって、今後の日本語教育の推進に当たっては、諸外国の組

織や施策の状況を参考としつつ、日本文化の海外普及に努めることが重要であ

る。

なお、外国語教育および日本語教育については、関係する問題が多岐にわたる
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ため、上記の考えに沿って、本審議会としては今後もさらに検討を加えていきた

い。

(5)国際的視野における高等教育の在り方

外国から多くの留学生や研究者を受け入れるとともに、国際的に通用；；五］

本人を育成するためには、日本の高等教育とくに大学そのものを国際的に広く

開かれたものとすることが必要不可欠である。このためには、大学の教育内

容、制度やその運営の在り方を基本的に見直し、大学を日本人だけのための閉

鎖的教育機関とする発想を改め、世界の人材蓑成、学術や文化の発展などに貢

献し得るような大学へと大きく転換させる必要がある。

ア．このような観点から、教育方法などについて検討するとともに、学期の区

分、転学・転学部などの制度を弾力化し、くわえて、外国人教員の任用を促

進する。

ィ．日本人の国際的認識を深めるために、高等教育の内容を国際的視野から再

検討する。

ゥ．日本人学生の留学および海外研修を充実する。

① 日本が世界の中で活躍するに至った現在、日本の高等教育とくに大学の現状

を本来ぁるべき大学の国際性に照らして考えると、その開放性はなお著しく不

十分であり、大学の国際化を早急に徹底する必要がある。このことは、日本の

高等教育および学術研究の一層の発展のためのみならず、積極的に国際的な責

任を果たし、世界の人材育成、学術や文化の発展などに貢献するためにも必要

不可欠な要素である。

この意味での大学の国際化のためには、日本の多くの大学の教育と学術研究

の水準が国際的レベルにおいて優れ、価値あるものであることが前提となるこ
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とはいうまでもない。その上で、日本の高等教育の機能や水準がどの程度普遍

的なものとして世界に通用するか、高等教育の制度や規模がどの程度国際的な

交流・交換の可能性をもっているか、異質な様々な文化や民族からなる外国人

に対して、日本の高等教育が制度、意識、習慣の面で開放されているかどうか

などの面から、日本の高等教育とくに大学の制度やその運用の在り方を基本的

に見直さなければならない。

② 諸外国の大学との間で留学生等の交流を円滑化する観点から、教育内容一般

やカリキコラムについてその在り方を見直すとともに、学期の区分を検討し、

さらに転学・転学部などの可能性を拡大することが重要である。

高等教育の国際化の推進に当たって、大学の教員の中に、異質な文化を背景

にもつ外国人が含まれていることの意義は極めて大きい。我が国の大学に、外

国語敦育間係のみでなくあらゆる分野の優秀な外国人研究者、外国人教育者を

スタッフとして迎え入れ、その数を増大していくことが望ましい。その実現の

ため、大学人自らの意識の改革のみならず、生活条件の改善を含めた様々な施

策を進めていくことが不可欠である。

③ 日本人の国際的素蓑を培い、国際感覚を深めるためには、外国語教育にとど

まらず、高等教育の内容全般にわたって国際的視野から検討を加え、改善する

必要がある。現状では、外国の歴史、文化、社会事情等についての授業が決し

て少なくないにもかかわらず、総合的で具体的な知識は十分でなく、真の国際

理解にも欠けるという問題がある。‘外国を知り、異文化に理解をもつことは、

今後の日本人にとって必須の素蓑であり、一般教育のレベルで地域研究、比較

文化学、国際間係論などの学習を充実する必要がある。また、それらの授業科

目は、学際分野の研究および教育の基盤があって初めて可能であり、この面で

の大学の教育・研究体制の在り方について再検討を加える。

これらの学習へとともに、国際的教養の基礎となる外国古典についての知識の

習得が重要であり、とくに、西洋の古典のみでなく中国、インドなどの古典に

ついて確かな教養を培うことは、国際的視野からも不可欠である。

このような学習に加えて、それらの知識を基礎に異文化に対する偏見を捨て、

人間として諸外国の人々と付き合い、信頼と尊敬をかちとることができるよう

教育上十分工夫する必要がある。さらに、世界の中の日本人として、国際的責

任を自覚する態度を形成することや、一個独立の人格として、様々な国際場裡

に個性的に活動し得る人材を育成することも、高等教育の大きな責務の一つで

あることを強く認識すべきである。

④ 日本人学生の海外留学については、近年その教は増加しっつあるが、国外の

大学との単位互換によるものは少ない。また国の施策においても、学生国際交

流や教員養成学部学生の海外派遣等の数はいずれも少ない。外国人留学生の受

入れを増やすと同時に、日本の学生が海外の大学で学ぶ機会を拡大することが

必要である。

海外での日本人学生の学習には、大学での学習のみでなく、諸種の調査、社

会体験を含めた海外研修もまた重要である。ことに発展途上国への海外研修の

経験は、我が国の青年にとって極めて貴重であるといわなければならない。関

連して、青年海外協力隊と高等教育の連絡、連撹についても検討する。
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第 2 章情報化への対応のための諸改革
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今日、ラジオ、テレビからビデオに至る様々な情報手段が普及しており、さらに

最近においては、コンピュータ、高度情報通信システム (INS等）、人工衛星な

どの新しい情報手段がめざましい勢いで日常生活に入り込んできている。これらの

情報手段は、科学技術一般と同様、効用とともに副作用をもっている。最近の子ど

もたちの間でのコンピュータを応用したゲーム機器の爆発的な人気に象徴されてい

るように、子どもたちの日常生活にも情報化の波が深く浸透しつつあることを考え

ると、今後の教育において本格的な取り組みがなされなければ、情報化の好ましく

ない影響だけが強く出てくるおそれがある。

めざましい進歩を遂げつつある新しい情報手段は、すでに成熟期を迎えている印

刷メディアや放送メディアなどのマスメディアと本質的に異なる性格をもっている。

マスメディアは、特定の者が収集、生産した情報を一方的、画ー的に発信し、大多

数の個人は送られてきた情報を受信、利用するにとどまっており、個人の情報選択

の余地は小さい。これに対し、新しい情報手段は、個人が望む時に望む情報を利用

できるという情報選択の余地を飛躍的に拡大するとともに、個人が情報の受信、利

用のみならず情報の収集、生産、発信も含めたあらゆる活動に撰わることができる

ように、双方向の情報伝達を可能にして、情報および情報手段の主体的な活用への

道を格段に広げるものである。新しい情報手段は、さらに人間の脳によって行われ

てきた情報の処理や加工の一部を肩代わりし、人間の情報生産能力を飛躍的に向上

させている。これらの点において、新しい情報手段は本格的なパーソナルメディア

としての性格を有しているものといえる。

教育は、本来的に人間社会に蓄積された情報を次の世代へ伝達していく営みであ

り、このような情報環境の大きな変化は、教育の在り方を根本から変化させる可能

性をもっている。

このような本格的な情報化は、教育において、教える者と学ぶ者との双方向の情

報伝達を大幅に拡充するとともに、時間的、空間的制約を緩和して情報のネットワ

ークを中心とした新しい「学習空間」を創出するという基本的な効用をもっている

が、反面、そ、の使い方によっては、身体的、精神的、文化的に様々な弊害を生む可

能性も指摘されている。

情報化の進展に対応した教育の在り方については、これらの光と影を踏まえ、本

格的な情報化社会の中で個人が精神的、文化的に豊かに生活していくために教育が

どのような機能を担っていくべきかという側面と、情報化の進展の成果を教育自身

がどのように活用していくべきかという側面とを、一体的に検討していく必要があ

る。このことは、本格的な情報化の進展に対応して、学習者にとっての「発信」と

「受信」、自然・人間・社会に関する直接経験と間接経験、技術文明の利用と人間

的技能（スキル）への依存、一人の教える者が多くの学ぶ者を一括して指導する形

態と個別的に指導する形態などに関する教育におけるバランスを見直し、最適な組

合わせを模索していくことにほかならない。

以上の観点から、情報化に対する教育面での積極的な取組みを促すため、基本的

な考え方を明らかにするとともに、当面講ずべき政策を提言する。なお、現状では、

情報技術のめざましい進歩がみられる一方、情報手段が人間に与える身体的、精神

的、文化的影響、とくに感覚系の器官に対する影響や、情報教育の適時性に関する

基礎的な研究が必ずしも十分に行われていない。今後、これらの点に関し、医学、

教育学、情報科学をはじめとする諸科学の学際的な研究の進展が期待される。

(1)情報化に対応した教育に関する原則

情報化に対応した教育を進めるに当たっては、情報化の光と影を明確に踏ま

ぇ、マスメディアおよび新しい情報手段が秘めている人間の精神的、文化的発
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展への可能性を最大限に引き出しつつ、影の部分を補うような十全の取紐みが

必要である。このような見地から、情報化に対応した教育は、以下の原則にの

っとって進められるべきである。

ァ．社会の情報化に備えた教育を本格的に展開する。

ィ．すべての教育機関の活性化のために情報手段の潜在力を活用する。

ゥ．情報化の影を補い、教育環境の人間化に光をあてる。
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① 新しい情報手段は、これまで主として産業面で取り入れられてきたが、元来

本格的なパーソナルメディアとしての性格を有するため、今後は、家庭生活、

教育、芸術など個人が生身の人間として直接体験するところにまで否応なく浸

透してくる傾向にある。このため、今後、個人が情報および情報手段を主体的

に選択し活用していける社会への道を積極的に模索していくことが是非とも必

要であり、今後、社会の情報化に備えた教育を本格的に展開していくべきであ
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社会の情報化の進展に伴い、情報活用能力（情報リテラシーー一~報および

情報手段を主体的に選択し活用していくための個人の基礎的な資質）をどの程

度身に付けるかによって、個人が情報手段を主体的に活用できるか、情報化の

弊害の中に埋没してしまうかがかなり左右される。さらに、個人の社会的、文

化的な活動能力に格差が生じ、それが累積的に拡大する可能性がある。このた

め、今後、情報および情報手段の主体的な選択、活用に関する機会均等を実現

していくことが重要である。その際、これまでの「読み•書き・算盤」のもっ

教育としての基礎的・基本的な部分をおろそかにすることなく、新たに「読み

•書き・情報活用能力」を基礎・基本として重視し、学校をはじめ様々な教育

機関において、学習者の発達段階に合わせ、情報活用能力の育成に本格的に取

り組んでいくことが重要である。

また、個人が情報および情報手段を主体的に選択し活用していけるようにす

るためには、進歩していく情報技術を人間の精神的、文化的発展に最大限に貢

献できるような形に組み立てて実社会に適用していくことも重要であり、その

ための人材の育成に取り組んでいくべきである。

② 情報手段は、指導の個別化、指導形態の柔軟化を可能にするほか、双方向の

意思疎通、とくに学習者からの「発信」機能を強化させるとともに、学習の時

間的、空間的制約を緩和させる技術的可能性を有している。今後、学校をはじ

め様々な教育機関を活性化させ、その教育力を向上させるよう、学習者の発達

段階に合わせて、積極的に情報手段のこれらの力を活用していくべきである。

新しい情報手段は、本格的なパーソナルメディアとして、個々の学習者の学

習進度や特性に合わせた指導を可能にするほか、対面方式を取り入れた柔軟な

指導形態を可能にして、学習者の個性に応じた教育や、その創造性、表現力を

伸ばす教育に大きな効果が期待できる。また、情報手段は、実際には経験でき

ない事象を間接的、模擬的に経験させることも可能とする。情報手段のもつこ

れらの力を、様々な教育機関のもつ教育力の向上のために最大限に活用してい

くことが重要である。

また、情報手段は、学習の時間的、空間的制約を緩和させるため、社会人や

高齢者等の様々な学習意欲にこたえるための柔軟で多様な学習機会を提供する

ことを可能にするほか、過疎地の学校の教育条件の向上にも効果が期待できる。

さらに、個々の学習者の学習進度に合わせた指導が可能となり、学習の遅れが

ちな者に対してよりきめ細かく対応することもできる。情報手段の潜在力を、

これら従来の学校教育においては十分に対応しきれていない学習者層に対する

手当てのために最大限に活用し、教育の機会均等の一層の実現を図っていくこ

とが重要である。

さらに、情報手段は、それ自身が国際的なコミュニケーションを緊密化させ

-122-
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る性格を有し、語学教育の面のみならず異文化に対する理解と包容力を高めて

いく上で大きな効果をもっており、この力を最大限に活用していくことが必要

である。

③ 情報化の進展は、技術の使い方や社会の在り方によっては、豊かな人間性の

育成を阻害する可能性がある。放送メディアは、情報伝達の一過性に加え、情

報へのアプローチが極めて開放的である（例えば文字を知らなくても情報を吸

収できる）との性格をもっているため、マスメディア一般のもつ情報伝達の一

方的、画ー的性格とあいまって、情報の吸収の仕方が上滑りになって人間が情

報に過度に依存するようになったり、逆に情報に対する過度の警戒感を抱くよ

うになったり、青少年の社会的規範意識に悪影響を与えたりする結果を生むこ

とが指摘されている。また、将来パーソナルメディアがますます進展していけ

ば、機械を使えは何でもできるといった錯覚にとらわれ、一つのことを自分の

手を使ってひとつひとつなし遂げていくことや、自分の目や自分の見方で自然

や社会をみようという態度が少なくなり、知的創造力を鈍化させたり、間接的

な経験のみに依存して自然・人間・社会との直接的な触合いを忌避するように

なったりするおそれもある。さらには、情報手段が与える感覚系器官その他に

対する身体的な影響や、情報化の進展が文化や国民生活の安全に与える影響も

無視できない。

これらの問題は、根本的には、将来の情報化社会を構築していくなかで解決

していくべきであるが、今後、情報化の進展が与える身体的、精神的、文化的

影響に関する教育的見地からの分析・評価を進め、このような情報化の影の部

分を補うための教育を拡充するとともに、教育環境の人間化を支援するような

形で情報手段を教育の場に組み込んでいくべきである。

情報手段は、指導の個別化、効率化等を通じ、様々な余裕を生みだす力をも

っている。現行の実物教育、体験教育等を情報手段を通じた教育に置き換えて

いくのではなく、この余裕を、自然の中で子どもが心身を鍛練したり、社会で

の実体験をしたり、自らの手を使って何かを作りあげたり、人間的な技能（ス

キル）を磨いたりする機会に振り向けていくべきである。

また、情報手段は、本などと同様、指導のための一つの道具である。教員は、

これを道具として使いこなし、自らの指導の中に組み込んでいくことが重要で

ある。

とくに、情報手段は、指導形態を柔軟化させ、個々の学習課縣における対面

方式の指導の必要性や効果の程度に応じた重点的な指導を可能にする力をもっ

ている。教員が情報手段を道具として使いこなしていくなかで、学習者の発達

段階を考慮しつつ、例えば単純な暗記などは情報手段へ委ねる度合いを高め、

対面方式の指導が重要な分野に重点的に教員の力を集中して、教員と学習者と

の人間的なつながりを強めていくべきである。

(2)初等中等教育や社会教育などへの情報手段の活用と情報活用能力の育成

初等中等教育や社会教育などへの情報手段の活用を進め、それを通じて情報

活用能力（情報リテラシー）の育成を回る必要がある。

ァ．良質の教育用ソフトウェアの開発、苔積、流通の促進のための本格的な施

策に早急に着手する。

ィ．情報化に関する教員の資質の育成を回る。

ゥ．情報手段の教育活用に関する実践的な応用研究の促進に努めるべきである。

① 情報手段を教育へ活用していくに当たっては、十分な教育的配慮が払われた

優れたソフトウェアが不可欠である。良質のソフトウェアとは、教育的見地か

ら個々の学習者の反応に応じて多様に展開する構成をもつとともに、内容の高

度さや連続性等の面での体系的な位置付けがなされており、かつ、例えばコン
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ピュータグラフィックスなど様々な情報手段の独特の機能を教育目的に活用し

ているものであるといえよう。

しかし、現状においてはそのようなソフトウェアが少ない。とくに、現在市

販されているコンピュータのソフトウェアをみると、学習参考書の類の内容を

単純にコンピュータ用に置き換えただけのものが多く見受けられ、良質のソフ

トウェアの普及が、情報手段の教育への活用に当たっての最大の問題であると

いっても過言ではない。今後、教育的見地から質の高いソフトウェアの開発、

誓積、流通を促進するための施策を本格的に展開していく必要がある。

情報手段は、教員が自らの教育的知見に基づいて、自らの教育目的のために

ソフトウェアを作成し、それを、対面方式の指導の中に組み込んでいってこそ

効果が上がるものであることにかんがみ、教員をはじめ情報手段に関する専門

知識を有しない教育関係者がソフトウェアを筒単に手作りできるためのシステ

ムの開発を促進していくべきである。今後、そのための施策を積極的に講じて

いく必要がある。

さらに、とくにコンピュータについて、現在利用されているハードウェアの

間ではソフトウェアに関する互換性がないため、ソフトウェアが流通しにくい

状況にある。今後、ソフトウェアの互換性の確保および一定の操作性の確保の

ためのハードウェアの標準仕様の設定およびその普及を支援するための施策等

を進める。

なお、教育用ソフトウェアの開発、蓄積、流通を本格的に進めるには、教育

の専門家と情報技術の専門家との連携・協力が重要であり、両者が円滑に協働

していけるような基盤を整備していくことが必要である。

また、行政組織の面についても、従来ともすれば教育施設、機関、事業ごと

に対応しがちであった体制の見直しについて検討していくことが望まれる。

② 他方、情報手段を教育へ活用するに当た、デては、教員自身が指導のための道

具として使いこなしていくための基本的な資質を備えていることが必要であり、

今後、大学の教員養成課程における情報教育を整備・拡充するとともに、現職

教員に対する情報教育のための研修を拡充する必要がある。

③ さらに、現状では、情報手段を活用した具体的な教育方法や教育システムの

在り方について、十分な研究、検討が進んでいない。学校その他の教育機関に

おける実践的な応用研究を拡充し、情報手段の具体的な活用方法を深く究明し、

その成果を柔軟に織り込んで、発達段階に応じた情報教育を実施していくこと

が必要であり、今後、これらの研究を支援していくための施策を拡充するとと

もに、その成果の普及のための措置を講じていくことが望まれる．

また、高等学校については、普通科も含めた基礎的な情報教育の実施に向け

ての検討に早急に着手すべきである。

(3)高等教育や学術研究への情報手段の活用と人材の育成

高等教育や学術研究への情報手段の活用を進めるとともに、人間の精神的、

文化的発展に貢献する方向に情報化社会をリードし、構築していく人材の育成

を図る必要がある。

ァ．大学の情報関係学部、学科の拡充を回り、あわせて学術情報システムの整

備、図書館の情報化などの推進を回る。

ィ．大学における情報関係学部、学科以外の学生に対する情報教育を拡充する

とともに、先端的科学技術分野の人材養成のための新しい教育研究絹織の設

置を検討する。

① 大学においては、情報手段の活用によってその機能を高度化できる側面が多

々あり、今後、情報技術の成果を機敬に取り入れて活用していくことが必要で

ある。
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近年、学術情報の量が急増する傾向にある上、関連分野の国際的な研究動向

を迅速に把握しておく必要が増大してきているため、学術情報の円滑かつ迅速

な流通体制の整備が急務である。したがって、学術情報センターなど全国的な

大学間の情報流通システムを早急に整備し、学術研究の一次情報を体系的に網

羅するとともに、二次情報による情報検索を通じて必要な資料が迅速に入手で

きるような体制を作り上げていくことが望まれる。なお、大学の学術研究は我

が国の社会、経済、文化にとっての貴重な資源であること、我が国に世界全体

の学術研究の発展への貢献が求められていることにかんがみ、この学術情報シ

ステムと国内外の他の情報システムとの連携の在り方をも積極的に検討すべき

である。

また、図書館について、一次情報に関し書籍のみならずビデオ等の多角的な

情報手段を活用した収集を行うとともに、学術情報流通ヽンステムの成果をも取

り入れつつ情報検索等にコンピュータを活用して業務の効率化を回り、他方で

は利用者に対するレファレンス（相談）機能を拡充していくべきである。

さらに、大学の教育・研究の様々な場面に情報手段の力を活用できるように

していくため、大学の高機能コンピュータと各研究室や教室のコンピュータ端

末機器とをネットワーク化するなどの措置を促進するべきである。

なお、すでに述べた放送大学は、情報手段を活用する高等教育の展開という

観点からも重要である。

② 本格的な情報化社会を人間の精神的、文化的発展に貢献するものとしていく

ためには、今後、創造性に富み、自ら国際的水準で情報技術の先端を開拓して

いく能力をもった人材および情報技術の分野と同時に他の分野にも深い造詣を

もち、情報技術の進歩を人間的側面からとらえ直して常に両者の間をフィード

バックしつつ情報化社会の在り方を模索していける能力をもった人材を育成し

ていくことが重要である。

今後、このような見地から人材育成のための組織を抜本的に充実•強化して

いくことが必要であり、大学における情報関係学部、学科の新設、改組などを

通じて専門的情報教育を拡充するとともに、大学の教養課程や情報関係学部以

外の専門課程の学生に対する情報教育を拡充することが必要である。

また、人材や情報をはじめ、あらゆる面での国際協力を推進し、産・官・学

の有機的連携を促進するため、従来の教育研究組織の枠にとらわれない新しい

教育研究機関の設置について検討し、我が国の情報科学をはじめとする先端的

な科学技術の分野が世界の中で独自の水準を保持し続けることができるように

することが望まれる。

-128- -129-



量-ー-―．一
n-I-
＿＿ーーh――-h-―-ー-
__ h
-
—
_
―
―
―
―
-
l
-
―
―
―
―
-
『
-
『
-
『
-
『
-
―
―
_
-
i
―
-
l
-
[
-
,
.
_
-
―
-
―
_
-
}
-
i
-
h
―
-
―
-
『
-
{
―
一
―
-
i
＿
-
-
=
-

第 4L音・13 教育行財政改革の基本方向
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「人生50年時代」から「人生80年時代」への移行、国際化・情報化・成熟化

の進展、教育文化水準の向上に伴い、教育の対象が人間のライフステージのすべて

の段階に拡大するとともに、学習需要の内容も多様化、高度化し、これに対応する

教育サービス供給体系も急速に多様化して、教育における選択の機会は、時間的に

も、空間的にも、内容的にも大きな広がりを見せている。

2 I世紀を展望したとき、従来の学校中心の体制がもたらしたひずみの是正に努

めるとともに、このような教育の縦軸と横軸への広がり、学習・教育における選択

の機会の拡大を認識し、生涯学習体系への移行を主軸として、教育体系の総合的な

再編成を推進する視点が必要である。

教育に対する官民の役割分担、国等の役割や責任の見直しに当たっては、この視

点に立ち、我が国の教育・研究の水準を質的に充実させることを基本とし、中長期

的観点から検討する必要がある。

官でなければできない分野、民間に委ねてもよい分野の検討に当たっては、ライ

フステージ別、学校段階別、分野別に、多様な学習・教育に対する需要の内容、供

給方法、費用効果等を考慮しながら具体的に検討してみる必要がある。その場合、

教育体系全体にかかわる調査・企画、情報提供、国民の基礎的・共通的水準の維

持、地域的に均衡ある発展、国際的水準の専門的人材の育成、基礎的・先端的学術

研究の推進、特殊教育の振興などは官が大きな責任をもたなければならない分野で

ある。

また、公立学校の教育がともすると陥りがちであった画一性、閉鎖性、硬直性を

打破して、多様な学習需要に対応する柔軟な教育サービスの在り方を検討していく

ためには、民間の各種研究・教育機関の活動を積極的に評価し、その先導的な試み

を促すという姿勢が重要である。それはまた現在の学校教育の活性化•柔軟化にも

連なるであろう。

教育荒廃に見られるように、学校教育の中で児童、生徒、学生など教育を受ける

側の権利が十分に尊重されず、個人の尊厳、個性の尊重、人権尊重などの点で多く

の問題があったことを反省し、また、父母の教育上の諸権利が必ずしも尊重されて

こなかったことが、児童•生徒の人権の侵害、学校の閉鎖性・独善性・無責任体制

と深くかかわっている点を反省して、改めて憲法、教育基本法の精神の尊重を強調

したい。

以上の観点に立って進める教育行財政改革の基本的な考え方は、次の3点となろ

う。

①
 
従来の教育行財政全般にともすると見られがちであった過度の画一主義、瑣

末主義、閉鎖性等を打破して、教育の実際の場での創意工夫による教育の活性

化と個性重視の教育が実現できるよう、許認可、基準、助成、指導・助言の在

り方の見直しなど、大胆かつ細心な規制緩和を進める。

②
 

③
 

教育を行う側の国・公•私立の各学校、都道府県・市町村の各教育委員会、

地方自治体等の自主性、主体性、責任体制を強化する方向を重視し、教育にお

ける自由・自律、自己責任の原則の確立を目指す。

教育を受ける側の児童、生徒、学生、両親等の権利と意見を十分に尊重し、

能力に応ずる機会均等と個別的な教育需要に弾力的に対応し得るよう、学校体

系の多様化、学校・家庭・社会の諸教育機能のネットワーク化、年齢制限・資

格制限等の緩和、例外の承認など、多様な選択の機会を拡大する。

これらを要約すれば、画ーよりも多様を、硬直よりも柔軟を、集権よりも分権を、

統制よりも自由・自律を重んじるような諸制度や諸施策が一層導入されなければな・

らないということである。とくに、自由な民主主義社会においては、例外を認める

ことの意義や重要性が十分に認識されなければならないということであろう。
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第1節 基準・認可制度の改革

(1)大学設置基準および学習指導要領等国の基準の見直し

単位制、教授方法と研究体制、大学院、短期大学、施設・設備、定員等に関す

る基準を大綱化、簡素化する必要がある。
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国が定める教育に係る諸基準については、一定の水準の確保や質の維持・向

上等を基本としながら、各教育機関の創意工夫が発揮されるような在り方が望

まれる。

ァ．大学設置基準等については、高等教育機関の高度化・個性化・多様化の推

進、高等教育機関の柔軟性・開放性の確立の視点に立ち、科学技術の進展、

知識システムの再編・統合、学際化・情報化•国際化等の進展に積極的、創

造的に対応し得るよう、その大綱化、簡素化を回る。

ィ．学習指導要領については、各学校や各地域における教育課程の編成に多様

な創意工夫が発揮できるよう、内容の大綱化、重点の明確化を図るととも

に、選択の幅の拡大、例外の許容に配慮する。

②
 
学習指導要領等国の定める教育課程の基準については、社会の変化や発展等

にかんがみ、基礎・基本の徹底、児童•生徒の多様な個性の尊重、創造性・考

えるカ・表現力の育成等の要請に的確に対応できるよう、全体としてより大綱

化を図るとともに、教科によっては、基礎・基本にわたる事項をより明確に示

すなど重点の明確化を図る必要がある。

また、中学校等における選択教科の拡大とともに、必修教科・科目について

も学校が選択的にその内容を取り扱うことができるなど、選択の幅の拡大や例

外の許容に配慮する必要がある。

内容の水準については、教科によって程度が高すぎたり、量的に過大なもの

があるのではないかなどの指摘があるので、記憶偏重を避け、思考力、創造力、

表現力の育成を重視する方向で、一層の精選を回ることが必要である。

国が定める教育に係る諸基準については、一定の水準の確保や質の維持・向上

等を基本としながら、実際に教育を担当する各教育機関の創意工夫が十分に発揮

されるような在り方が望まれる。

'さらに、各教科別の縦割りの弊害を是正して、

ゆたかな創造力」、 「自由・自律と公共の精神」、

「ひろい心、すこやかな体、

「世界の中の日本人」とい

う総合的な観点に留意して、各教科のそれぞれの役割を位置付けながら、教科

①
 
高等教育の改革による大学の活性化・多様化が高等学校以下の中等教育、初

等教育に与える波及効果の大きさを考えると、高等教育の改革、そのための突

破口としての高等教育行政における諸規制の緩和、とくに大学設置基準等の抜

本的見直しは、極めて重要である。

大学設置基準、大学院設置基準等については、高等教育機関の高度化・個性

化・多様化の推進および高等教育機関の柔軟性・開放性の確立の視点に立って、

諸学問分野の基礎・基本の研究・教育を重視するとともに、科学技術の進展、

知識ヽンステムの再編・統合、学際化・情報化・国際化等の進展に積極的、創造

的に対応することができるよう、学部・学科構成、一般教育と専門教育の関係、

の再編なども検討する必要がある。

(2)私立小・中学校設置の促進

それぞれの建学の精神に基づいて設置される私立学校の役割は、今後一層重

視される必要がある。

この観点から、私立の小学校・中学校については、その設置が促進されるよ

ぅ、適切な諸方策を検討する必要がある。

個性重視の原則、選択の機会の拡大、教育環境の人間化、教育における国際化
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・情報化への対応等を考慮するとき、それぞれの建学の精神に基づいて設置され

る私立学校の役割は重要である。

これからの教育は、自由・自律、自己責任の原則のもとに、多様な個性の尊重

を目指して進められるべきであり、教育の担い手も国・公・私立と多様であるこ

とが望ましい。

現在、義務教育段階では、国および地方公共団体において就学に必要な小学校

・中学校を設置している関係上、私立学校の占める割合は極めて限られているが、

学校ごとの個性豊かな教育等を推進するためにも、将来の方向として、私立の小

学校・中学校が増加することは意義のあることと考えられる。このためには、私

立学校の設置が促進される諸方策を多面的に検討する必要がある。

第2節

,
`
国
『

I
！

ー

n

地方分権の推進

(1)国・地方の役割分担の見直し

1 - -- •• 

教育における地方分権を推進し、各地域や各学校の多様な個性、自主性、創

造性がのびのびと発揮できるようにし、また、自律性と自己責任、当事者能力

の強化を図る必要がある。

ァ．国の定める最低限度の教育上の基準を満たすことを前提に、都道府県、市

町村等の各地方公共団体が、それぞれの地域の実情に応じて、その自主的判

断と責任において、多様な制度や仕組みを作ることを許容し、新しい試みを

行うことを積極的に奨励する。

ィ．第一次答申で提案した6年制中等学校や単位制高等学校の設置・運用、本

答申で提案する初任者研修制度の具体的実施方法、苦情処理の仕組み等につ

いては、各都道府県、市町村の裁量の範囲を広く認める方向で検討する。

ゥ．各都道府県と市町村との間においても、市町村の自主性等が一層発揮さ

れ、責任体制が確立される方向で、両者の権限の配分について再検討する必

要がある。このこととの関連で、東京都の特別区の教育に関する権限につい

ては、特別区に市町村と同様の権限をもたせる方向で検討する必要がある。

2 1世紀に向けての今後の教育行政においては、国や都道府県は調査・企画、

情報提供、助成等の面における役割を重視し、教育の実施面については可能な限

り身近な行政主体である各地方公共団体に委ねるものとし、各地方公共団体がそ

れぞれの地域の多様で個別的な特性、地域住民の意思をきめ細かく反映させなが

ら、自主的判断と責任において教育行政を推進し得るようにしていく必要がある。

国は都道府県に、都道府県は市町村にそれぞれ委譲できる権限は委譲し、住民に

できるだけ近いところに任せ、経験を通じて地方教育行政を成熟させていくとい

う長期的、大局的な観点が必要である。

①
 
このような観点に立って、国の定める最低限度の教育上の基準を満たすこと

を前提に、各都道府県、市町村が独自の判断と責任において、例えば、次のよ

うな新しい制度や仕組みを作ることを許容し、積極的に奨励するようにするこ

とが望ましい。

(7)都道府県の実情に応じ、社会的経験の豊富な社会人の教員への登用の道を

開くために、原則として当該都道府県内のみで通用する教員免許状を発行で

きる制度の創設。

（イ）各地域や各学校における豊富な経験の笞積•発展、知識体系の再編成、教

育科学、人間科学、生命科学等の諸分野における新しい知見等に積極的に対

応しながら、教育課程の改善に資する研究を行うため、各都道府県が教育課

程編成の特例を先導的な試みとして承認することを可能にする制度の確立。

（ウ）高等学校教育（定時制、通信制）の技能連携のための施設の指定を都道府

県において行える制度の創設。
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②
 
学校、初任者研修制度、苦情処理の仕組み等の事項についても、全国一律方式

しここだわり過ぎることなく、各都道府県、市町村の自主的判断と責任に委ねる

部分を広く認め、多様な試みが展開されることが必要である。

なお、公立小学校・中学校の通学区域の在り方については、本審議会は今後

検討を行うこととしているが、その運用については、現行制度の範囲内で各市

町村が自主的試みを行うことが望まれる。

⑬ 

本審議会が第一次答申、本答申で提案している6年制中等学校、単位制高等

各都道府県と市町村との間においても、市町村の自主性、多様性、創造性が

一層発揮され、責任体制が確立する方向で、両者の権限の配分について再検討

する必要がある。このこととの関連で、東京都の特別区の教育に関する権限に

ついては、特別区に市町村と同様の権限をもたせる方向で検討する必要があ

このような観点に立ち、①教育委員の人選、研修、②教育長の任期制、専任

制（市町村）の導入、③苦情処理の責任体制の確立、④適格性を欠く教員への

一対応、R：模市町村の事務処理体制の広域化、⑥知事部局等との三

について具体的な改革を進めることを通じ教育委員会の活性化を図る。

教育の地方分権の精神に基づき、 「地方教育行政の組織及ひ運営に関する法律」

る。

(2)教育委員会の使命の遂行と活性化

1

ー冒暑9:
U詈
|
|
、
i

1

近年の校内暴力、陰湿ないじめ、いわゆる問題教師など、一連の教育荒廃へ

の各教育委員会の対応を見ると、各地域の教育行政に直接責任をもつ「合議制

の執行機関」としての自覚と責任感、使命感、教育の地方分権の精神について

の理解、自主性、主体性に欠け、 21世紀への展望と改革への意欲が不足して

いると言わざるを得ないような状態の教育委員会が少なくないと思われる。

教育委員会制度の本来の目的と精神に立ち返り、この制度に期待されている

役割と機能を正しく発揮するためには、教育委員会の権限と重い責任を再確認

し、いきいきとした活動を続けている教育委員会の優れた経験を交流し合い、

一部の非活性化してしまっている体質を根本的に改善していくことが不可欠で

ある。

にのっとり各都道府県、市町村等に設置されている各教育委員会は、公立学校、

図書館、博物館、公民館、研修施設等の教育機関の設置・管理・廃止など当該地

域の教育行政全般に関して最も重い責任を直接に負うところの合議制の執行機関

である。このことは、各教育委員会が、第一しこ、それぞれの地域の教育行政が直

面している具体的・日常的課題、学校・図書館等の実情や児童•生徒・父母等を

はじめとする地域住民の教育上の意見・批判・要望などに精通し、第二tこ、それ

ぞれの地域の教育行政に関する意思決定、管理、執行につき実質的な当事者能力

と機敏な行動力、明確な責任感をもち、第三しこ、それぞれの地域の特性を考慮し

て、個性豊かな、各地域住民に密着した教育行政を推進するだけの自主性、主体

性をもっていなければならないということを意味する。

しかしながら、教育委員会は、最近の一連の教育荒廃問題への対応等に見られ

るように、制度として形骸化していたり、活力を失ってしまっているところも少

なくなく、制度本来の機能を十分に果たしているとは言い難い。その原因として

は、

(7)戦後、教育における地方自治への大きな転換があったにもかかわらず、依然

として、戦前の国から与えられた教育という意識が教育関係者の間に根強く残

存し、自分のことは自分の責任で、身近な事は身近な機関の責任で処理すると

いう自治意識が未成熟なため、制度の本旨が十分に生かされていないこと、

（イ）教育界、学校関係者の間に、身内意識が強く、 「教育上の配慮」という大義
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名分もあって問題を公開して処理しない閉鎖的な体質と上からの判断や指示を

待つ画ー主義的な体質が働きがちであること、また、教育には、安定性や連続

性が必要であることとも関連して改革に対して消極的な面が見られたこと、

などが指摘されよう。

戦後40年を経過した現在、教育委員会制度の歴史的経験を冷静に踏まえて、

この制度を真に再生し、活性化させるための国民的合意の確立が必要である。こ

れを基礎として、当面、次のような諸方策をとることが必要である。

①
 
教育委員の人選、研修

教育委員には、人格が高潔で、教育、学術、文化に関して、識見を有し、教

育行政に深い関心と熱意を有する人材が求められるものであり、各都道府県、

市町村においては、より一層教育委員としてふさわしい者の選任に努める必要

がある。その際、委員の構成上のバランスについて、例えば、若い人材や女性

の積極的登用等について配慮し、また、必ずしも地域に適材が見つけられない

場合には、地域外からの登用を図ることなどを考慮するとともに、あわせて、

教育委員の待遇の改善への努力が望まれる。

また、レイマンである教育委員が教育行政の運営に関して、適切な判断と決

定を行うためには、現行制度の理念、当面する教育および教育行政の諸課題に

関する深い理解と知識や教育行政の当事者としての自覚が必要である。このた

め、教育委員の研修の在り方などについて改善•充実を園る必要がある。

③
 

④
 

生かしながら、教育委員会全体としてその機能を十分に発揮し得るようにする

ためには、教育およひ教育行政に関する識見と経験を有する者が、一定期間教

育長の職にあり、これに専念することが望ましい。教育長に適材を得るための

方策に関し、教育長の資質・要件、専任化、都道府県教育委員会の教育長も含

めた任期制の導入、教育長の任命承認制度の得失等を総合的に検討する必要が

ある。

苦情処理の責任体制の確立

教育委員会は、父母、地域の意向や要望、苦情を適切に反映するため、例え

ば、教育委員が地域に出向いて懇談会を開催するなど、広報広聴活動について

格段の充実を図る必要がある。この点に関しては、とくに学校等における教育

活動の現状などを地域住民に公表する姿勢がより一層求められる。

また、教育委員会は教育に関する各種の苦情や相談を積極的に受け付け、各

種の苦情処理、教育相談活動などとの連携を園りながら、迅速かつ的確な対応

を行うための仕組みを、例えば中学校区単位で、設けるなどの工夫が講じられ

る必要がある。

なお、教育に関する苦情等の処理に関しては、直接の市町村教育委員会で必

ずしも適切な解決が図られない場合に、関係機関に改善等を指導・助言する組

織等を都道府県教育委員会に設けるなどの工夫が望ましい。

②
 

―_-l-――一＝言＿＝l竺＿―-―＿-=-l―
-h-

―-―_-――M-―-ー-=-=-_-――――――――-―三量

教育長の任期制、専任制（市町村）の導人

教育委員会の活性化のためには、教育長に適材を得ることが極めて重要であ

り、このため、人事の在り方について配慮を求める。

市町村の教育委員会では、教育委員の中から教育長が選ばれる仕組みとなっ

ているが、レイマンである教育委員と教育行政の専門家としての教育長とが、

それぞれの職務を適切に分担し、調和ある運営が行われるという制度の本旨を

適格性を欠く教員への対応

多くの教員が真蟄に日々の教育に努力しているなかにあって、教員の職に必

要な適格性を欠く者がいることは、児童•生徒に与える影響の重大性を考えれ

ば、放置できない問題である。

このような教員の職に必要な適格性を欠く者については、適切な分限処分等

の措置が行われることが必要である。

このためには、都道府県教育委員会の任命権、市町村教育委員会の内申権、
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校長の具申権がそれぞれの責任の下に有機的な連携をもち、本来の機能が発揮

されることがまず肝要である。

これに関連して、都道府県教育委員会は、すでに置かれている健康審査会等

の機能の充実など、様々な仕組みについて工夫に努める必要がある。その際、

地域の実情に即し、必要に応じ、都道府県教育委員会が、教育専門家、法律家、

医師などの幅広い分野の学識経験者を構成員とし、教員の職に必要な適格性を

欠く者について、都道府県教育委員会がとるべき措置を調査・審議し、、意見を

提出する機能をもつ、諮問機関を設置することも考えられる。

なお、非行などにより懲戒処分の対象者とみられる教員に対し、厳正かつ早

急な措置が責任をもってなされなければならないことは言うまでもない。

R 小規模市町村の事務処理体制の広域化

人口規模が小さく、教育委員の適材が得しこくく、かつ事務局スタッフも弱体

である市町村では、活性化がとくに問題となる。この問題については、市町村

の合併がなされることによって解決される面もあるが、当面、それぞれの市町

村において事務局体制の充実を図るなど自主的努力によって自らを活性化して

いく必要がある。このため、地域の実情に応じ、地方自治法に定める事務組合、

教育委員会の共同設置等の共同処理制度の活用、都道府県教育委員会の教育事

務所等との連携などにより事務処理体制の広域化を図ることが有効であり、国

および都道府県もこれに積極的に協力、援助を行う必要がある。

⑥
 
知事部局等との連携

教育委員会の職務と密接にかかわる様々な教育・文化関連行政が、各都道府

生涯学習体系への移行の観点からも、教育委員会は様々な行政分野との連携

を進める積極性が求められよう。

第3節 学校の管理・運営の改善

教師が常に自らを磨き、教育者としての能力を向上させていくためには、教

師相互間に深い信頼と尊敬の気持ちが通い合っていることが重要であり、ま

た、この信頼関係の確立は、教職員と児童•生徒・父母等の間でも重要であ

る。
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県の知事部局等において進められている。例えば、高等学校以下の私立学校に

関する行政は、都道府県知事が所轄することになっているが、公立学校に係る

行政と私立学校に係る行政のより一層の連携を図るためには、知事部局とのよ

り緊密な協力関係が必要である。

学校が、活力と規律を維持するためには、この相互信頼の基盤の上に、各学

校に責任体制と校長の指導力が確立されていることが重要である。

ァ．校長の在職期間の長期化と若手の管理職登用の促進を回るとともに、校長

を中心とする責任体制の確立と校長の教員人事に対する意見具申の一層の活

用等を図る。

ィ．学校は、父母や地域住民の学校に対する意向等を適切に把握し、これに責

任をもって対処する姿勢が必要である。

学校の適正な運営を阻害する違法・不当な行為については、関係者の自覚

と反省を強く求めたい。

ゥ．一部に見られる過度に形式主義的・瑣末主義的な管理教育や体罰等を改

め、学校に自由と規律の毅然とした気風を回復する努力が必要である。

教育は人なりといわれる。児童•生徒と直接に接する教師が常に自己自身を人

格的に磨き、教育者としての能力を向上させていくことができるための職場の基

本的条件は、教師相互間に深い信頼と尊敬の気持ちが通い合っていることである。

また、このような信頼関係の確立は、教職員と児童•生徒・父母、学校と地域社

会の間でも極めて重要である。
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各学校の教職員がよくまとまり、切瑳琢磨の精神で一致協力して児童•生徒の

指導に当たることができるためには、また、各学校がそれぞれの地域や学校の特

性を配慮した個性豊かな学校であるためには、このような関係者の相互信頼の基

盤の上に、各学校しこ責任体制と校長の指導力が確立されていることが重要であ

る。

①
 
校長の職務権限は、学校教育法等に明定されているが、実態としてはこの権

限が十分に正しく生かされず、校長としての指導力が発揮されていない傾向が

みられる。この原因は、学校の序列化と順送り人事の問題、教員および教員組

織の在り方を含め種々あるが、校長に登用される年齢が高齢化し、一校での在

職期間も短くなっていることにも問題がある。

このため、都道府県および政令指定都市の教育委員会は、校長の在職期間の

長期化、優れた指導力をもつ若手教員の管理職登用の促進を図る必要がある。

また、校内の組織体制の見直しによる校長を中心とする責任体制の確立、校長

の教員人事に対する意見具申の一層の活用等に努めることも必要である。

②
 

現在の学校に見られがちな「教育上の配慮」に名を借りた学校の閉鎖性は、

いじめ等の教育荒廃の早期発見と解決を妨げ、学校の責任体制をあいまいにし、

学校や教師に対する社会の信頼を急激に低下させていると考えられる。

このため、先に述べた教育に関する苦情や相談への対応の一環として、学校

についての父母や地域住民の意向のより適切な反映に努めるとともに、教育委

員会および学校の責任体制の一層の明確化などについても格段の努力をする必

要がある。

また、一部の教職員団体に見られる違法な争議行為や学校運営に対する不当

な介人が、学校の適正な運営を阻害するばかりでなく、父母や地域社会の学校

に対する信頼を失わせるに至っており、このことについてーの関係者の自覚と反

省を強く求めたい。

③
 

第4節

のひのびとした自由な雰囲気とけじめある規律、思いやりのある温かい相互

信頼の中に、学校がいきいきとして活力に満ちあふれているためには、個性重

視の原則、すなわち個人の尊厳、個性の尊重、自由・自律、自己責任の原則が

学校教育の中に確立されていなければならない。学校の管理・運営に当たって

は、各学校の個性を大切にするとともに、学校を構成する教師集団の中に個性

尊重、人格尊重の考え方が確立されていなければならないであろう。

一部学校に見られる外面的に服装を細かく規制するなどの過度に形式主義的

、・瑣末主義的な事例の背景には、地域の状況、児童•生徒の実態、父母の意向

など種々の要因があるが、このような教育は、児童•生徒の内面の自己抑制能

カの向上をもたらすことができず、情操豊かな人格の形成を妨げ、創造カ・考

えるカ・表現力の低下をもたらすものであり、徳育とはいえない。こうした極

端な管理教育や体罰等を是正し、学校に自由と規律の毅然とした気風を回復す

るよう努力しなければならない。

教育財政の展望

教育財政については、厳しい国家財政の制約がある中で、今後の教育改革の

方向を踏まえ、その基本的な在り方をどう考えるか、幅広い角度から検討を行

う必要がある。

教育財政に関する諸事項の本格的な審議は、基本的には今後の課題である

が、おおよその方向として、次のような諸点が挙げられる。なお、これらの点

を含め、今後さらに審議を深めていくこととする。

ァ． 21世紀に向けて、我が国社会の活力を維持し、さらに国際社会へ貢献し

ていくためには、目に見えない、しかし最も基本的な社会資本の整備とし

て、教育・研究への投資を積極的かつ効果的に充実させていくことが必要で

奎
ー
国
酎
＝
自
配
量

-142- -143-



ある。このため、国は、本審議会が提言する諸施策の実現に努力すべきであ

る。

ィ．税制面においては、とくに高校生、大学生を抱える中高年齢層など教育費

負担の重い層への配慮について検討することが必要である。

また、学校法人に対する寄附金等の民間資金の導人等を容易にするため、

および私学経営の自立・自助による安定・充実に資するために、税制上の措

置の活用、手続きの簡素化等を含め、きめ細かな方策を検討することが必要

である。

ゥ．教育財政の見直しに当たっては、既存の制度、施策の全般にわたり、当初

の目的が達成されたものはないか、他の方法で対処できないのかなど、常に

新しい目で点検し、合理化、効率化に努める必要がある。

今次教育改革の推進に当たっては、以上の考え方を踏まえ、教育改革の方向

に即し、資金の重点的・効率的配分に努めつつ、国家財政全般との関連におい

て、適切な財政措置を講じていく必要がある。

-144-
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今次教育改革は、現在の教育荒廃を克服して教育への信頼を高め、 21世紀を目

指して創造的で活力ある社会を築くに当たって欠くことのできない歴史的事業であ

る。

その実現のためには、まず政府が本答申で述べた改革提言の実施について最大限

の努力を払い勇断をもって所要の措置を講ずることを切望する。

本審議会は、第一次答申およひ本答申を通じて多岐にわたる改革提言を行ってき

たが、第一次答申における本審議会の主要課題のうち、まだ十分な審議を尽くすこ

とができなかったものも残されている。これらの課題としては、例えば、次のよう

なものが挙げられる。

① 生涯学習体系への移行に関するもの

資格の評価等を含めた評価の多面化

② 初等中等教育の改革に関するもの

幼児教育、教科書、高等学校人学者選抜方法、障害者教育

③ 高等教育の改革に関するもの

高等教育機関の組織・運営（組織・運営、教員、財政と大学の設置形態）

＠ 国際化への対応のための改革に関するもの

国際理解のための教育、国際化からみた教育上の諸問題

⑤ 情報化への対応のための改革に関するも(JJ

情報化の文化的影響と教育

⑥ 教育行財政の改革に関するもの

官・民の役割分担、民間教育機関、教育にかかる規制、教育費・教育財政

⑦ 秋季 (9月）入学の問題、スポーツと教育に関するもの
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なお、 21世紀に向けての教育の基本的な在り方について引き続き検討するととも

に、第一次答申および本答申が提言した課題についても、その実施状況を見守り必

要に応じ審議することとしたい。

本審議会としては、国民の期待にこたえるべく、各界の意見に十分耳を傾けなが

ら、 1年有余の残された期間、さらに教育改革の諸課題について審議を進め、その

責を果たす決意である。

教育改革の成否は、政府の積極的対応はもとより、国会の理解や地方公共団体の

協力、教育関係者をはじめ、すべての国民の熱意にまつところが極めて大きい。

国民的合意による教育改革を実現するため、各界の深い理解とさらなる協力を期

待したい。

rr. 教育改革に関する第二次答申 く血芦）
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本審議会は、ここに、 「教育改革に関する第二次答申」を取りまとめた。

本答申では、 21世紀に向けての教育の基本的な在り方を示すとともに、家庭、

学校、社会を通じる教育改革の諸課題について、総合的、基本的な改革提言を行っ

ている。

本答申で目指すものは、個性重視の原則に立って、生涯学習体系への移行を主軸

とする教育体系の総合的再編成を行うことにより、現在の教育荒廃を克服し、 21 

世紀に向けて我が国における社会の変化およひ文化の発展に対応する教育を実現し

ようとすることにある。

本審議会は、第二次答申においては教育改革の基本的な全体像を明らかにする必

要があるとの観点に立って、改革全体に向けて波及効果の大きい課題および国民が

強く期待している課題を重視しながら、審議を続けてきた。

なお、近年とくに深刻の度を増しつつある「いじめ」をはじめとする教育荒廃の

問題については、その背景にある要因を深く掘り下げ、改革のための総合的・基本

的な在り方を示すことが重要であるとの考えに立って、本答申においては、関連す

る各章節においていじめ問題への当面の対応も含め必要な施策の提言を行った。
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第 1音B 1世紀に向けての

教育の基本的な在り方

第1節

(1) 

゜
゜

歴史の教訓

「第1の教育改革」と戦前の教育

貧困からの脱却、外からの脅威への対抗の二つが基本課題の時代において

は、個人・家庭・学校・社会・国家の目標は一義的に明確に設定しやすい。

学制公布以来の我が国戦前の近代学校教育の基本理念が、立身出世・殖産

興業、近代化、西欧化、工業化を通じての「富国」に重点を置いたものであ

った点は、戦後教育との連続面としてとえることができる。

他方、戦争と敗戦の結果として、軍国主義、極端な国家主義が否定された

ことは、戦前と戦後の教育の非連続面として正確に認識しておかなければな

らない。

(2) 

゜

2 

「第2の教育改革」と戦後の教育

戦後教育改革の目的は、軍国主義および極端な国家主義教育等を排除し、

平和国家［文化国家の建設、民主主義・自由•平等の実現を目指し、人格の

完成を教育の目的として確立することにあった。

゜
近年に至って、学校や教師、教育界への不信の声が高まっている。この厳

しい現実とその背景にある深刻な教育荒廃の事実を直視し、子どもたちの未

来のために、相携えて学校改革、教育改革に立ち上がる必要がある。

゜
いじめ、校内暴力、受験競争の過熱等の教育荒廃の諸症状の総合判断を通

して、この複雑で根深い病理メカニズムの本質を解明することができない限

り、学校改革、教育改革の正しい処方箋を見出すことはできない。

(2)教育荒廃の諸要因

゜特質・限界、日本社会・文化の特質・変動、我が国学校教育の特質・変動と
関連する問題群に大別して分析することができる。

゜
これらの各問題群別の分析を踏まえ、現在の教育荒廃の要因とその解決策

にかかわる重要な視点は、次の諸点。

①
 

②
 

「教育荒廃」と総称されている社会病理現象の諸要因は、近代工業文明の

教育荒廃は子どもの心の荒廃であり、これをもたらした原因と責任は、

その最も根深いところで大人社会全体にあるという自省自戒の視点。

子どもの心の荒廃をもたらした大人社会の病因は、近代工業文明、追い

゜
戦後復興期から高度経済成長期にかけての戦後教育の量的拡大等により、

゜
教育の機会均等の確保、教育水準の維持向上が図られた。

高度経済成長と追い付き型近代化の終了以降の時期では、中央教育審議会

の46年答申の意欲的な諸提案も教育界の現状維持志向の壁に阻まれ実行に

移すことができず、教育荒廃が深刻化するなかで、現在の教育改革へと連な

付き型近代化、高度経済成長の「負の副作用」、とりわけその人間の心身

両面の健康への悪影響、文化・教育面への副作用等の発見とその対応が遅

れたことと深くかかわっているという反省の視点。

③
 
近代工業文明の負の副作用の内容の認識の視点。

近代工業文明による環境の悪化等により、子どもの精神と身体の健康が

っている。

第2節 学校教育の荒廃

(1)危機に立つ学校教育

脅かされており、また、自然との触れ合いの喪失、間接経験の肥大、実生

活体験と学校の分離や便利さの代償としての人間の資質の退行、モラトリ

アム化等があること。

豊かな社会の実現により、従来、逆境のなかで育まれた自立心、自己抑

制力、責任感、思いやりの心などが衰弱してきたこと。
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都市化の進展による大衆社会化状況のなかで、価値意識の多様化・相対

化により、社会の統合を維持する力が低下していること。

近代化の過程における伝統的価値規範の弱まりなどによる社会の統合カ

の低下や家庭機能の衰弱などによる基本的な生活習慣の形成、しつけ等の

不足がもたらされていることなど。

(3)学校教育の「負の副作用」

〇 我が国の学校教育の画ー的・硬直的、閉鎖的な体質、学歴偏重、極端な管

理教育などが豊かな人間形成を妨げ、子どもの心理的重圧感と欲求不満を高

めている。

〇 現在の我が国の学校教育は、子どもの意識、生活、環境に生じている変化

についての認識と対応に遅れをとうており、子どもの心を読み取る能力が低

下し、子どもの欲求不満や心の荒廃の原因を正確に把握する力が弱まってい

る。

〇 現在の学校教育は子どもの自主的精神、個性、自律性を伸ばすという点で

極めて不十分であり、それが子どもの人格形成を妨げている。

〇 学校の閉鎖性が、教育荒廃の早期発見を妨げ、学校の無責任体制を助長し、

学校や教師の社会的信頼度を急激に低下させている。

(4)教育界の信頼の回復

0 教育界の不信の構造が、歴史的にもたらされた戦後教育界の不幸な対立に

よってもたらされた点が少なくないことに思いを致し、この不信の一掃と相

互信頼の回復、教育の主体性を確立することが極めて重要である。

第3節未来からの挑戦

(l)教育における「不易」と「流行」

教育は未来に直面するに際して、常に「時代をこえて変わらないもの」を

しっかりと見つめ、人類文化ならびに日本文化の優れた遺産や伝統の維持・

継承に努め、この不易なるものを次世代に受け継がせていかなければならな

い。同時に、 「時代とともに変化していくもの」を鋭敏な感覚で受け止め、

これに柔軟かつ創造的に対処していくことが必要である。

(2)未来展望

① 国際化の進展

0 新しい段階における「国際化」は、全人穎的視野に立って、人類の平和

と繁栄、地球上の様々な問題の解決に積極的に貢献することである。

〇 次世代の日本人には、これまで以上に深く、日本人としての文化的素養

•能力と広い国際社会に関する認識、異文化と十分に意思の疎通ができる

語学力、国際的礼節等が求められることとなろう。

② 情報化0)進展

〇 科学技術の高度化、とく．に情報化の進展は、双方向性、ネットワーク性

等をもつパーソナルメディアの急速な発達等をもたらし、研究・教育の在

り方を根本から変える可能性をもつことから、知識生産能力の高い、情操

豊かな創造的人間がより求められることとなろう。

〇 情報化の進展、生命科学の発達も、光と影の両面をもっていることに十

分に注意する必要がある。直接経験の減少と間接経験の肥大、情報過多等

に伴う各種の不適応など、情報化への対応いかんでは人間の心を貧しくし

かねない要素があることも忘れてはならない。

③ 成熟化の進展

〇 生産面では、我が国の産業構造がいわゆる経済の情報化・ソフト化・サ

ービス化の傾向を示す可能性が大きい。

〇 生活水準の上昇、選択の目由の拡大、価値観の多様化は、豊かさ、便利

さ、自由などの代償として、人間の精神的・身体的能力の退行、確固たる

自我形成の遅れ、社会連帯意識の崩壊、規範意識の低下などをもたらす。
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豊かさ、便利さ、自由を使いこなす能力の育成が課題である。

゜
また、我が国は、急速に高齢化社会に、

第4節

「人生50年時代」から「人生

80年時代」へ移行しているが、このことから、社会的活力の低下が懸念

される。

2 1世紀のための教育の目標

が必要

ーこ自由・自律と公共の精神

゜
「自由・自律の精神」とは、自ら思考し、判断し、決断し、責任を取る

ことのできる主体的能力、意欲、態度等を総括しているもの

゜(1)教育基本法の精神

゜
今次教育改革は、幅広い国民的合意を基礎に教育基本法の精神を我が国の

教育土壌にさらに深く根付かせ、 21世紀に向けてこの精神を創造的に継承

•発展させ、実践的に具体化していくことでなければならない。

公共のために尽くす心、他者への思いやり、社会奉仕の心、邸土・地域、

そして国を愛する心、社会的規範や法秩序を尊重する精神の涵蓑、さらに

は異質性•多様性への寛容の心などが必要

＝、世界の中の日本人

゜゜
「人格の完成」は、普遍的、理想的、超越的な究極の価値を永遠に求め続

ける人間の営みのなかにある。

国際的視野の中で日本社会・文化の個性を自己主張でき、かつ多様な異

なる文化の優れた個性をも深く理解することのできる日本人の育成が不可

欠

゜
現在の教育荒廃の深い反省に立ち、

人の尊厳、個性の尊重、自由・自律、自己責任、人間の心の重要性を強調す

「人格の完成」の意味を再認識し、個

゜
ることが必要である。

「平和的な国家及び社会の形成者」としての「心身ともに健康な国民」の

育成は、平和国家、文化国家、民主主義の成熟を目指す正しい国家意識の涵

養、勤労と責任を重んじるなどの社会的責任の自覚、個性豊かな文化や伝統

の継承•発展のための努力の必要性を明確にしたものといえよう。

(2) 2 1世紀のための教育の目標

第5節 2 1世紀のための教育体系の再編成

(l)教育体系再編成の必要性

゜
生涯学習体系への移行を主軸として、学校中心の考え方を脱却し、 21世

紀のための教育体系の総合的な再編成を提案する。

゜
その時代背景としては、①学校教育体系の肥大化に伴う弊害、とくに学歴
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教育基本法の精神等を基礎として、 21世紀に求められる教育の目標を現

段階でまとめると、次のようなものがとくに重要と考えられる。

ー、ひろい心、すこやかな体、ゆたかな創渋力

゜
゜

徳・知・体の調和の中に、真・善・美を求め続ける「ひろい心」と「す

こやかな体」を大切に育むこと

芸術、科学、技術等のあらゆる分野における「ゆたかな創造力」の開花

社会の弊害の是正の要請、②学習意欲と学習需要の新たな高まり、多様な新

しい教育サービス供給体系の登場および科学技術の高度化等に対応した社会

と教育・研究組織の相互の緊密化の要請が重要な点である。

(2)教育体系の再編成の目標

゜
これからの学習は、学校教育の自己完結的な考え方を脱却するとともに、

学校教育においては自己教育力の育成を図り、その基盤の上に、自発的意思

に基づき、目己に適した方法を自らの責任で選択し、生涯を通して行われる

べきものである。
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(3)教育体系の再編成の基本方向一新しい柔軟な教育ネットワークの形成一

0 人間の各ライフステージ別、発達段階別の学習・教育についてのその連続

性、適時性、選択性等の諸問題を、新しい諸科学の知見を最大限に活用しな

がら検討してみる必要がある。

〇 家庭・学校・社会教育、職業能力開発、情報・教育・文化産業等による教

育活動を、人間の各ライフステージとの関連において総合的なネットワーク

としてとらえ直す必要がある。

〇 各省庁所管の教育関連施策を総合的な観点から見直し、より効果的な多元

的、重層的な協力のネットワークを形成するよう努めるとともに、官と民、

国と地方の間でも役割分担の見直しを進める必要がある。

0 世界各国の優れた経験に学ひつつも、これまで我が国の社会や文化の中に

定着していた多様で自発的な日本的特色をもった生涯学習の経験、伝統を再

発見、再評価して、これを独創的に発展させていくという視点が不可欠であ

る。

-154-

第 2 部教育の活性化とその信頼を

高めるための改革

第 1章生涯学習体系への移行

第1節生涯にわたる学習機会の整備

生涯学習体系への移行を目指し、人生の各段階の要請にこたえ、新たな観点か

ら家庭教育、学校教育、社会教育など各分野の広範な教育・学習の体制や機会を

総合的に整備する必要がある。

ァ．生涯学習の原点として、家庭の教育力の回復に努める。また、青少年の教

育の場としての地域の役割を重視するとともに、高齢化、成熟化などの社会

の変化に対応して、職業能力開発の充実、婦人や高齢者のための学習機会(})

整備に留意する。

ィ．学校は生涯学習のための機関としての役割を担っている。

この観点から、初等中等教育段階においては、基礎・基本の徹底、自己教

育力の育成、教育の適時性等に配慮する。また、学校教育において職業教育

を振興する。

さらに、大学等の高等教育段階においては、専門分野の知識・技術の習得

の徹底、幅広い思考力の育成等に留意し、教育機関としての機能を活性化す

る。

ゥ．社会や経済の諸変化に対応し、大学、高等学校等を社会人が学習できる場

として整備する。このため、人学資格の自由化・弾力化の方向に沿ってシス

テムの柔軟化などについて検討を進める。それとともに、学習の成果が活用

されるよう留意する。
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第2節 生涯学習のための家庭・学校・社会の連携

生涯学習体系の中で家庭・学校・地域など教育の各分野の役割や責任を明確に

するとともに、相互の連携を図ることが必要である。

ァ．学校教育の役割の限界を明確化し、家庭や地域の教育力の回復と活性化を

図る。

ィ．学校五日制への移行などについて検討する。

ゥ．学校の機能や場を地域住民に開放することを推進する。また、大学等によ

る地域住民に対する学習サービスの充実に留意するとともに、産業振興に関

する教育・研究を実施する地域センターの設置について検討する。

工．社会教育行政については、生涯学習体系への移行という観点から、新しい

時代の状況に対応するよう、社会教育に関連する法令を含め総合的に見直す。

また、大学等の学校教育との効果的な連携をmJりつつ、職業能力開発を総

合的に推進する。

ォ．人々の学習への動機や意欲を高めるため、公開講座の単位認定など学習に

対する奨励措置を検討する。

ヵ．生涯学習関係の事業について、民間の活力の活用を図るとともに、生涯学

習に関する施策が効率的に行われるよう、各種施策の調整・連携を強める。

第 2 章家庭の教育力の回復
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第1節家庭教育の意義

いしめ、校内暴力、少年非行などの教育荒廃の背景には、学校教育にかかわる

問題などとともに、家庭教育の役割が十分に果たされていないというゆゆしい問

題がある。

今日、子どもたちの心の荒廃を克服していくためには、乳幼児期に親と子の基

本的な信頼関係（親子の絆）を形成するとともに、その上に立って適時・的確な

しつけを行い、自己抑制力、他人に対する思いやりなとを身に付けさせることが

大切であるが、これらは親が果たすべき重大な責務である。

このため、教育を学校のみの問題としてとらえがちであったことについて、家

庭が反省し、自らの役割や責任を自覚することが何よりも重要である。

それとともに、学校はいじめなどの問題を学校の中だけで解決しようとする閉

鎖的な態度を改め、家庭との連携を進める必要がある。その際、家庭の教育力の

低下を学校が安易に補完するのではなく、家庭の実情を考慮しながらも、まず家

庭に問題を投げかけてみることが大切である。

このような観点に立って、家庭の教育力の回復に資するための施策を推進する

必要がある。

第2節家庭教育の活性化

家庭・学校・地域の三者が一体となって子どもを育てる視点に立ち、家庭が自

らの役割や責任を自覚するとともに、家庭基盤の整備の推進などにより、家庭の

教育力の回復を図る必要がある。

ァ．親となるための学習を充実する。この観点から家庭科等を見直す。

ィ．子どもの心をめぐるカウンセリングの普及を図る。その他、育児休業や新

井戸端会議などを推進し、家庭が教育力を回復するための援助を行い、家庭

基盤の整備を図る。

ゥ．生命や自然への畏敬の念をもつなどの情操を養い、心と体の健康を育むた

め、自然体験学習、都市と農山漁村との交流を推進するほか、地域の教育力

の活用と活性化を図る。

工．家庭・学校・地域が、それぞれの役割を踏まえつつ連携し、三者一体とな
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って子どもを育てるための環境をつくる。この観点から、 PTA活動の活性

化、学校教育活動への地域住民参加の推進、学校給食の見直しなどを行う。

第 3 章初等中等教育の改革

＇ 
璽』

! I ; 

第1節徳育の充実

子ともにとって、家庭は人間形成の最初の、かつ、基盤的な場であり、そこか

ら学校・地域へと生活圏が拡大する。こうしたなかで、学校においては、家庭・

地域との連携のもとに、その教育活動の全体を通じて、徳育の充実を図る必要が

ある。

ァ．初等教育においては、基本的な生活習慣(J)しつけ、自己抑制力、日常の社

会規範を守る態度などの育成を重視する。また、中等教育においては、自己

探求、人間としての「生き方」の教育を重視する。

ィ．児童•生徒の発達段階に応し；、自然の中での体験学習、集団生活、ボラン

ティア活動・社会奉仕活動への参加を促進する。

ゥ．小・中学校の教育課程における特設「道徳」については、その内容を見直

し、重点化を図る。また、道徳的実践力を育成するため、特別活動等におけ

る道徳指導との関連を強化する。

工．道徳教育の充実に資するため、適切な補助教材の使用を奨励する。

ォ．教員養成、現職研修の改善に当たっては、道徳教育に関する教員の指導力

を高めるようにする。

第2節教育内容の改善

(1)教育内容の改善の基本方向

初等中等教育においては、生涯にわたる人間形成の基礎を培うために必要な基

礎的・基本的な内容の修得の徹底を図るとともに、社会の変化や発展のなかで自

らが主体的に学ぶ意志、態度、能力等の自己教育力の育成を固る。また、教育内

容や指導方法の多様化を推進するとともに、学校教育をできるだけ社会に開かれ

たものにすることに留意する。

ァ．小・中・高等学校を通じ、学校段階ごとの敦育内容の重点化を回るととも

に、その教育内容の量や程度が各学校段階の児童•生徒にふさわしいものか

とうかを見直し、一層の精選を図る。

この際、創造カ・思考カ・判断カ・表現力の育成を図ること、我が国の伝

統や文化についての理解を深め日本人としての自覚の涵蓑を図ること、体力

の増進と健康教育の充実を図ること、情報化、国際化の進展のなかで主体的

に活動し得る能力を育成することなどを重視する。

また、とくに小学校段階においては、読・書・算の基礎の修得と社会性や

情操などの涵養を重視する。

ィ．中等教育段階においては、とくに個性の伸長を重視する観点に立って、教

育内容の多様化を図る。このため、必修教科と選択教科や晋通教育と職業教

育の在り方を見直す。

また、生徒が自己の進路・職業などについて考え、さらに、将来に向かっ

てその自己実現が図られるようにするため、進路指導の在り方を改善する。

ゥ．個々の児童•生徒に対し、行き届いた教育を行い、豊かな人間性を育成す

るため、指導方法を多様化するとともに評価の在り方を改善する。

工．学校教育活動を社会に開かれたものとするため、社会参加・ポランティア

活動の導人、高等学校における技能連携など企業や専修学校等との連携、成

人学習の機会の拡大を図る。

(2)教科等の内容・構成

教科等の内容・構成の在り方について、上記(1)の基本方向に沿って見直すと
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ともに、その際、とくに児童•生徒の心身の発達段階や教育の継続性、教育内容

の体系などを考慮する必要がある。

ァ．小学校低学年においては、教科の総合化を進める。

ィ．中等教育段階における「社会」科の教科構成の在り方、家庭科の内容と取

扱いについて検討する。

ゥ．健康教育を充実するため、道徳•特別活動および保健体育など関連する教

科の内容、在り方を検討する。

(3)教育内容にかかわる制度の運用上の改善

社会の変化や発展、地域や学校の実態、児童•生徒の心身の発達段階や多様な

個性に対応し、適切な教育課程が編成できるようにするとともに、各学校段階間

の接続を円滑にするため、教育内容にかかわる制度をできる限り柔軟にする必要

がある。

ァ．学習指導要領については、多様な創意工夫ができるようより大綱化を回る

とともに、教科によっては、基礎・基本にわたる事項をより明確に示すこと

やより充実することにも配慮する。また、選択の拡大、例外の許容について

も配慮する。

ィ．教育内容の在り方、取扱いなどと関連し、高等学校の修業年限については、

3年以上とする方向で弾力化することを検討するとともに、単位制の利点の

活用を図る。

ゥ．学校等間の接続・連携については、その円滑化を園るとともに、とくに高

等学校職業科の卒業生については、大学人学者選抜において特段の配慮を加

えるようにする。

第3節教員の資質向上

(l)教員養成•免許制度の改善

教員養成については、教員に広く人材を求める観点から、現行の開放制を維持

すべきであるが、現在の教職課程の在り方、社会人の活用等には解決すべき問題

が少なからず見出されるので、その速やかな改善を図る必要がある。

ァ．教員養成における教科・教職科目の内容については、近年の児童•生徒の

状況、小・中・高等学校等の教育内容の変化等に対応する観点から見直す。

ィ．教育実習については、初任者研修制度の実施との関係も考慮しつつ、実習

の期間、内容等を含め、見直すとともに、小・中・高等学校等の各段階に応

じて、観察・参加・授業実習等の配分等について検討する。

ゥ．教職課程をとらなかった学生や社会人で教員免許状の取得を希望する者の

ため、必要に応じて半年から 1年程度の教職に関する特別の課程を設置する

ことができるようにする。

工．教員免許制度については、高等学校教育における多様化への対応、職業等

の教科における優れた人材の確保、外国語教育の充実などの観点から、その

柔軟化を図る。

ォ．社会人の活用を図り、学校教育を活性化するため、都道府県教育委員会で

認定できる特別の免許状制度を創設する。また、非常勤講師については、免

許状を有しなくても教科の一部領域に係る授業を担任し得るよう免許制度上

の特例措置を講ずる。

(2)採用の改善

教員としてふさわしい資質を備えた人材を確保することは、重要な課題であり、

教職への第一歩をなす採用の在り方を改善する必要がある。

ァ．教員としての能カ・適性等を多面的にみるため、選考方法の多様化を図る。

ィ．教員採用スケジュールについては、一般のルールに従い、その早期化を図

る。

(3)初任者研修制度の創設
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教職生活へのスタートに際して現職研修を行い、新任教員が円滑に教育活動へ

入っていけるよう援助することは重要である。このため、国・公立の小・中・高

等学校および特殊教育諸学校の新任教員に対して、実践的指導力と使命感を蓑う

とともに幅広い知見を得させるため、次のような考え方に立って初任者研修制度

を導入することとし、早急に具体策を検討する。

ァ．新任教員に対し、採用後1年間、指導教員の指導のもとにおける教育活動

の実務およびその他の研修を義務づける。

初任者研修制度の実施に当たっては、校長のリーダーシップのもとに、指

導教員を含め学校全体としての協同的な指導体制を確立することが肝要であ

る。
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ィ．新任教員を配置した学校に対しては、特別の指導教員を配置するほか、各

都道府県においては、研修担当指導主事の配置を含め、研修体制の整備を図

る。

ゥ．この制度の導入に伴い、教員の条件附採用期間を6か月から 1年に延長す
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(4)現職研修の体系化

学校や教員に対する社会の期待は極めて大きいので、教員に対しては、専門職

として、職責の重大性を自覚し不断に研錢に努めることを求めたい。

ァ．教員の現職研修は、各学校の日常の教育実践と結びついて行われる校内研

修を基盤として、組織的、計画的に行うようにするため、国、都道府県、市

町村の役割分担の明確化と、研修を有機的に組み合わせた研修体系の整備を

図る。

ィ．自己のそれまでの教育実践などを省察するとともに、新たな知見を得、自

己の活性化と指導力等の一層の向上を図るため、教職生活の一定年限ごとの

研修制度の整備を図る。

ゥ．自己啓発的研修を奨励するため、研修助成等の方策や顕彰制度の充実に努

める。

第4節教育条件の改善

児童•生徒を取り巻く環境について、豊かな心を育てるよう配慮するとともに、

多様な個性に応じ適切な教育が受けられるようにするため、教育条件については、

教育環境の人間化の観点に立ってその改善を図る必要がある。

ァ．児童•生徒が個性に応じた適切な教育が受けられるようにするため、過大

規模校を解消し学校規模の適正化を図る。

ィ．学級編制および教職員定数については、当面、小・中学校における40人

学級の実施を含む現行の教職員定数改善計画を円滑に実施する。また、現行

改善計画の完成後は、小・中学校の教員配置について、欧米主要国における

教員と児童•生徒数の比率等を参考としつつ、児童•生徒数の推移等を勘案

しながら、さらに改善し、学級編制基準については弾力化する。

ゥ．施設・設備については、屋外環境も含めて、豊かな人間性の育成、教育方

法の多様化等への対応の観点から、その改善を図る。

工．高等学校については、多様な教育課程が編成、実施できるよう、学級編制

および教職員定数の改善を図る。

第5節 「いじめ」問題への当面の対応

昨今の「いじめ」問題は、極めて憂慮すべき事態である。関係者は、これを自

らの問題として受けとめ、その解決のため全力を挙げて取り組むことが何よりも

重要である。この問題は、教育条件の改善、教育環境の人間化を進める一方、基

本的には、家庭、学校、社会における総合的な改革を進めることによってその解

決を図らなければならない。ーしかし、同時に、当面緊急の対応措置を講ずる必要
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がある。

ァ．学校における生徒指導、とりわけカウンセリングの体制を充実・強化する。

また、保健室の機能を高め、蓑護教諭と学級担任教員などとの間の円滑な

情報交換など連携強化を回る。

ィ．生徒指導上困難な課題を有する学校に対し、教員配置等を可能な限り重点

的、優先的に行うようにする。また、過大規模校の解消など学校規模の適正

化、屋外環境を含む施設の整備についても、これらの学校を優先する。

ゥ．市町村教育委員会においては、児童•生徒、その保護者など住民に対する

教育相談の機能を整備する。また、教育委員会においては、とくに問題を抱

える学校に対し、機動的に指導・助言に当たることができるようその組織体

制の整備を図る。

工．ふたんの努力にもかかわらず、学校だけで事腿の解決が困難な場合には、

いたずらに閉鎖的になることなく、教育、児童福祉、警察等の地域の関係機

関と連携し、その解決に当たる。また、学校における教育活動、管理運営に

ついての責任の所在を明確にし、生徒等に対する出席停止の措置や教員の人

事を厳正に行うことも含め、適切な教育・指導、学校運営に努める。

ォ．各省庁をはじめ関係諸機関は、いじめの克服のために、さらに一層必要な

施策を推進するとともに、情報交換、協力など連携を強化する。また、文部

省等関係諸機関においては、いじめの実態、その原因や背景の究明に努め、

その調査結果およひ対策等について積極的な情報提供に努める。

第 4 章 高等教育の改革と学術研究の振興

大学教育を充実し、個々の大学がそれぞれ特色ある教育を実現する必要がある。

ァ．学部教育については、一般教育と専門教育の内容や在り方を検討するとと

もに、教育研究組織の構成についてこれまでの枠組みにとらわれない個性的

な設計を可能にし、教育方法の多様化を促進するなどの改革を進める。

ィ．現行の単位の在り方を再検討し、単位制の長所を生かし得るよう学期や学

年の取扱いを弾力化し、編入学、転学・転学部の可能性を拡大する。

ゥ．大学人学資格については、自由化・弾力化の方向に沿って検討を進める。

工．以上の諸改革を実現するため、大学設置基準、短期大学設置基準等を根本

的に見直し、その大綱化、箇素化を図るとともに、関係法令の見直しを行う。

(2)高等教育機関の多様化と連携

高等教育機関の多様な発展を促し、その相互の連携・交流を推進する。このた

め、 4年制大学、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程等が、、それぞれの

個性を確立し、多彩な機能を発揮し得るよう、それらを助長する施策を講ずる。

ァ．短期大学については、学科や教育課程の多様化、教育内容の弾力化を図

る。

第1節 高等教育の個性化・高度化

(1)大学教育の充実と個性化

ィ．高等専門学校については、工業、商船以外の分野への拡大や名称変更を検

討する。

ゥ．芸術系大学等の育成や充実は重要な課題であり、それぞれの特色を一層発

揮させる施策を講ずる。

工．生涯学習体系への移行の観点からも、単位累積加算制度の導人を検討し、

専修学校、教育訓練機関等一部の学校について、大学との単位互換、単位累

積加算制度への参加の道を開くとともに、学位授与機関の創設について検討

する。

(3)大学院の飛躍的充実と改革

社会の進展に伴って、今後、高度かつ創造的な教育・研究の場としての大学院
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ァ．修士課程については、専門教育をさらに充実し、補強する場ならびに高度

専門職の養成と研修の場として整備・拡充を図る。また、社会に開かれた弾

力的な措置を積極的に講ずる。さらに、専門分野によっては修業年限の標準
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ゥ．優れた学生について、学部3年次修了時での大学院への進学を認める措置

を考慮する。

工．大学院の形態については、従来の在り方に加え、独立研究科等その多様化

を促進し、また、固有の教員組織、施設・設備を強化する。

ォ．博士の学位の取得が困難な状況を改善するとともに、今後、学位制度の在

り方についても検討する。

(4)大学の評価と大学情報の公開

大学がその社会的使命や責任を自覚し、大学の根本理念に照らして絶えず自己

の教育、研究および社会的寄与について検証し、評価を明らかにするとともに、

教育、研究等の状況についてその情報を広く国の内外に公開することを要請する。

第2節 学術研究の積極的振興

(1)大学における基礎的研究の推進

学問の創造は大学の基本的使命であり、自由かつ自発的な基礎的研究を通じて、

学問の全分野における基盤を強固に形成する任務を負っている。視野を人類世界

に置き、伝統の継承と新しいものへの挑戦、時代的要請の受容と社会への寄与に

努め、学術研究の質の高度化を実現しなければならない。ことに、国際的評価に

耐え得る基礎的な学術の振興は、今後我が国の担う最も重要な課題である。

ァ．大学における弾力的な研究組織を築くための条件整備とともに、大学附置

研究所、共同利用研究所等の点検や改善に努める。

ィ．若手研究者の育成のため、ポスト・ドクトラル・フェロー制度を拡充する

とともに、助手の在り方などについて見直しを行う。

ゥ．研究支援体制を抜本的に見直し、その強化を図るとともに、学術情報シス

テムを整備し、研究費を拡充する。

工．先端的な学術研究を推進するとともに、人文・社会科学の振興と深化に格

段の配慮を払う。

(2)大学と社会の連携の強化

大学は、これまで、人材の蓑成と学問の創造を通じて社会的寄与を果たしてき

ているが、今日、社会の知識化が高まる状況のもとで、学術研究上の産・官・学

の協力に対する要請には一段と強いものがある。産•官・学の協力が深められる

ためには、これら三者がそれぞれの立場や特性を相互に理解し、尊重し、しかも

目的意識を共有し、互いに力を合わせることが重要である。その在り方は画ー的

ではあり得ないが、基本的に産•官・学における人、情報、物の相互交流を教育

・研究の両面にわたり活性化すべきである。

ァ．人材交流を促進するためには、非常勤講師の活用、客員教授の在り方の検

討を進めるとともに、大学教員が民間等との研究協力に従事し得る措置を講

ずる。

ィ．民間企業等の技術者などに対する継続教育として大学院修士課程の弾力化

などの措置を考慮する。
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ゥ．学問に関する情報の効率的な交換を積極的に進めるため、研究成果の公開

や学術情報体制の充実を図る。

工．産•官•学の共同研究制度等の一層の拡大を図るとともに、大学への民間

資金の円滑な導入とその有効な利用について改善措置を検討する。

(3)学術の国際交流の推進

大学は基本的に国際的性格を備えるものであり、学術研究は根本的に人類共同

の営みである。また、我が国が国際場裡において信頼と尊敬を受け、世界の平和

と進歩への寄与と責任を果たしていくためにも、国際的視点での高等教育の整備

を基盤として、以下の施策を講ずることにより学術や文化の国際的交流をさらに

深めることが要請される。

ァ．研究者、とくに若手研究者を中心とする研究者の国際交流を積極的に拡大

する。

ィ．大学間協定は大学間の国際交流の推進上極めて有益であり、その実効を上

げるための促進措置を講ずる。

ゥ．国際的な学術の共同研究への参加を積極的に行い、とくに発展途上国との

学術交流に格段の配慮を払う。

工．学会活動や学術情報の交流を国際レベルで活発化するため、必要な措置を

講ずる。

ォ．これらの諸活動に対応するため、大学等における国際学術交流事業推進組

織の強化を図る。

第 5 章

第1節

社会の教育の活性化

自主的な学習活動の促進

生涯学習体系への移行という観点から、従来から地域で行われている生活に役

立つ学習など様々な学習活動を推進し、自主的活動を促進する。

ァ．学習要求の多様化、高度化や自由時間の増大、学習者の日常生活圏の拡大

に対応して学習情報のネットワーク化を図るとともに、とくに、学習者に対

する情報提供、相談体制の整備など行政体制の整備を図る。

ィ．民間における教育・スポーツ・文化事業を支援するための制度の整備を園

る。

ゥ．学習活動等による地域社会への参加の促進や地域連帯の育成を図る。

工．青少年や成人が生きがいや充実感をもって生きていくためのボランティア

活動の振興など社会参加の機会を拡大する。

ォ．社会教育指導者の確保と資質の向上を図る。

ヵ．学習機会の拡充等の観点から、放送大学については、その特性を生かした

新しい学習形態の開発などを行い国民の期待にこたえる努力が大切である。

さらに、実績等を絶えず評価しつつ、対象地域の拡大、メディアの多角化に

よる聴講機会の拡充などその充実を図るため、いわゆる第3セクター万式の

活用を含め、その将来構想について多角的に検討する。

また、社会教育等の分野で新しいメディアの活用を図る。
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第3節 ユニバーシティ・カウンシル（大学審議会一仮称）の創設

我が国の高等教育の在り方を基本的に審議し、大学に必要な助言や援助を提供

し、文部大臣に対する勧告権をもつ恒常的な機関として「ユニバーシティ・カウ

ンシル（大学審議会一仮称）」を創設する。

第2節 生涯職業能力開発の総合的推進

生涯学習社会を建設するため、 40有余年と長期化した職業生涯を通じた職業

能力開発を総合的に推進する。

ァ．企業における職業能力開発は、仕事を通じての教育訓練だけではなく、仕
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事を一時的に離れて行う教育訓練が勤労者の職業生活の各段階に応じて段階

的かつ体系的に行われるように振興する。

ィ．大学、大学院等を社会人が学習する場として整備するとともに、民間の職

業訓練施設等を生涯職業能力開発のための施設として育成する。また、これ

らを有効に活用できるネットワータなどの仕組みの整備についても検討する。

ゥ．公共職業訓練施設については、企業内の教育訓練や専修学校等と連携しつ

っ、とくに、企業において対応が困難な地域の勤労者の生涯職業能力開発を

総合的に推進するよう体制整備を図る。

工．これらの施策が有効に活用されるよう労働時間の短縮、有給教育訓練休暇

制度の普及を園りながら、勤労者の自己啓発を推進する。

ォ．社内検定制度の普及、技能検定制度その他各種職業資格制度の改善を進め

職業能力評価制度の整備充実を図る。
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第 3 部時代の変化に対応するための改革

第 1章国際化への対応のための諸改革

(1)帰国子女•海外子女教育への対応

将来の日本にとって、海外経験を積んだ帰国子女は貴重な財産と考えるべきで

ある。帰国子女教育への対応の基本は、現地で学んだ利点が、日本の学校に入学

する際や入学後に正当に評価されるよう日本の学校で工夫がなされることである。

ァ．帰国子女については、初等中等教育段階での円滑な受入れや高等学校・大

学人学者選抜における別枠の設定およひ特別の選抜方法の実施を一層促進す

るなど量的にも質的にも積極的な対応策を講ずる。

さらに、日本の学校は、日本語のできない外国人の子どもが進んで人学す

るような学校であることが今後の進んでいくべき方向であり、それに向けて

の関係者の努力を期待したいc

ィ．海外子女教育については、日本人としての基礎の育成を重視しつつ、それ

ぞれの地域の実情、帰国後の受人れ状況等も勘案しながら、できる限り現地

で得られる経験を多く積ませるといどう基本的方向に従って、その在り方を工

夫する。また、子女数の増大している高等学校段階に対する適切な教育施策

を講ずる。

(2)留学生受人れ体制の整備・充実

留学生の受入れは、日本の社会の国際化のためのみならず、世界的レベルでの

教育研究水準の高度化、国際理解•国際協調の推進、世界の人材育成のためにも

不可欠であり、その飛躍的な拡大を図る必要がある。

ア．大学等とくに大学院における教育指導体制の充実や日本語教育体制の整備、
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宿舎の確保、学位の取得なと受入れ体制全般にわたる抜本的整備を速やかに

行う。

ィ．留学に当たって必要となる大学情報の提供に努めるとともに、入国、滞在

等に当たっての諸規制の弾力化について配慮する。

ゥ．留学生の受入れを推進するため、大学はもとより関係省庁、地方公共団体、

民間法人・団体等の参画するような官民一体となった体制づくりなと、積極

的な対応を進める。

(3)外国語教育の見直し

現在の外国語教育、とくに英語の教育は、長期間の学習にもかかわらず極めて

非効率であり、改善する必要がある。

ァ．各学校段階における英語教育の目的の明確化、学習者の多様な能カ・進路

に適応した教育内容や方法の見直しを行う。

ィ．大学入試において、英語の多様な力がそれぞれに正当に評価されるよう検

討するとともに、第三者機関で行われる検定試験などの結果の利用も考慮す
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ゥ．日本人の外国語教員の養成や研修を見直すとともに、外国人や外国の大学

で修学した者の活用を図る。また、英語だけでなくより多様な外国語教育を

積極的に展開する。

(4)日本語教育の充実

内外における日本語学習者の増大やその学習目的の多様化への対応が著しく遅

れており、日本語教育の改善、充実が必要である。

ァ．外国人を含めた日本語教員および研究者の養成を急ぐとともに、日本語の

教授法や教材の研究・開発等を検討する。

ィ．外国人に対する日本語能力試験を充実するとともに、日本語教員の資質向

上を図るため日本語教員検定制度を導入する。

(5)国際的視野における高等教育の在り方

外国から多くの留学生や研究者を受け入れるとともに、国際的に通用する日本

人を育成するためには、日本の高等教育とくに大学そのものを国際的に広く開か

れたものとすることが必要不可欠である。このためには、大学の教育内容、制度

やその運営の在り方を基本的に見直し、大学を日本人だけのための閉鎖的教育機

関とする発想を改め、世界の人材養成、学術や文化の発展などに貢献し得るよう

な大学へと大きく転換させる必要がある。
，， 

ァ．このような観点から、教育方法などについて検討するとともに、学期の区

分、転学・転学部などの制度を弾力化し、くわえて、外国人教員の任用を促

進する。

ィ．日本人の国際的認識を深めるために、高等教育の内容を国際的視野から再

検討する。

ゥ．日本人学生の留学およひ海外研修を充実する。

第 2 章 情報化への対応のための諸改革

(1)情報化に対応した教育に関する原則

情報化に対応した教育を進めるに当たっては、情報化の光と影を明確に踏まえ、

マスメディアおよび新しい情報手段が秘めている人間の精神的、文化的発展への

可能性を最大限に引き出しつつ、影の部分を補うような十全の取組みが必要であ

る。このような見地から、情報化に対応した教育は、以下の原則にのっとって進

められるべきである。

ァ．社会の情報化に備えた教育を本格的に展開する。

ィ．すべての教育機関の活性化のために情報手段の潜在力を活用する。

ゥ．情報化の影を補い、教育環境の人間化に光をあてる。
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(2)初等中等教育や社会教育などへの情報手段の活用と情報活用能力の育成

初等中等教育や社会教育などへの情報手段の活用を進め、それを通じて情報活

用能力（情報リテラシー）の育成を図る必要がある。

ァ．良質の教育用ゾブトウェアの開発、薔積、流通の促進のための本格的な施

策に早急に着手する。

ィ．情報化に関する教員の資質の育成を回る。

ゥ．情報手段の教育活用に関する実践的な応用研究の促進に努めるべきである。

(3)高等教育や学術研究への情報手段の活用と人材の育成

高等教育や学術研究への情報手段の活用を進めるとともに、人間の精神的、文

化的発展に貢献する方向に情報化社会をリートし、構築していく人材の育成を図

る必要がある。

ァ．大学の情報関係学部、学科の拡充を園り、あわせて学術情報システムの整

備、図書館の情報化などの推進を同る。

ィ．大学における情報関係学部、学科以外の学生に対する情報教育を拡充する

とともに、先端的科学技術分野の人材養成のための新しい教育研究組織の設

置を検討する。

第 4 部教育行財政改革の基本方向

第1節基準・認可制度の改革

(1)大学設置基準および学習指導要領等国の基準の見直し

国が定める教育に係る諸基準については、一定の水準の確保や質の維持・向上

等を基本としながら、各教育機関の創意工夫が発揮されるような在り方が望まれ

る。

,

口

a
,

ァ．大学設置基準等については、高等教育機関の高度化・個性化・多様化の推

進、高等教育機関の柔軟性・開放性の確立の視点に立ち、科学技術の進展、

知識ヽンステムの再編・統合、学際化・情報化・国際化等の進展に積極的、創

造的に対応し得るよう、その大綱化、筒素化を回る。

ィ．学習指導要領については、各学校や各地域における教育課程の編成に多様

な創意工夫が発揮できるよう、内容の大綱化、重点の明確化を図るとともに、

選択の幅の拡大、例外の許容に配慮する。

(2)私立小・中学校設置の促進

それぞれの建学の精神に基づいて設置される私立学校の役割は、今後一層重視

される必要がある。

この観点から、私立の小学校・中学校については、その設置が促進されるよう、

適切な諸方策を検討する必要がある。
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第2節地方分権の推進

(1)国・地方の役割分担の見直し

教育における地方分権を推進し、各地域や各学校の多様な個性、自主性、創造

性がのびのびと発揮できるようにし、また、自律性と自己責任、当事者能力の強

化を図る必要がある。
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ァ．国の定める最低限度の教育上の基準を満たすことを前提に、都道府県、市

町村等の各地方公共団体が、それぞれの地域の実情に応じて、その自主的判

断と責任において、多様な制度や仕組みを作ることを許容し、新しい試みを

行うことを積極的に奨励する。

ィ．第一次答申で提案した6年制中等学校や単位制高等学校の設置・運用、本

答申で提案する初任者研修制度の具体的実施方法、苦情処理の仕組み等につ

いては、各都道府県、市町村の裁量の範囲を広く認める方向で検討する。

ゥ．各都道府県と市町村との間においても、市町村の自主性等が一層発揮され、

責任体制が確立される方向で、両者の権限の配分について再検討する必要が

ある。このこととの関連で、東京都の特別区の教育に関する権限については、

特別区に市町村と同様の権限をもたせる方向で検討する必要がある。

(2)教育委員会の使命の遂行と活性化

近年の校内暴力、，陰湿ないじめ、いわゆる問題教師など、一連の教育荒廃への

各教育委員会の対応を見ると、各地域の教育行政に直接責任をもつ「合議制の執

行機関」としての自覚と責任感、使命感、教育の地方分権の精神についての理解、

自主性、主体性に欠け、 21世紀への展望と改革への意欲が不足していると言わ

ざるを得ないような状態の教育委員会が少なくないと思われる。

教育委員会制度の本来の目的と精神に立ち返り、この制度に期待されている役

割と機能を正しく発揮するためには、教育委員会の権限と重い責任を再確認し、

いきいきとした活動を続けている教育委員会の優れた経験を交流し合い、一部の

非活性化してしまっている体質を根本的に改善していくことが不可欠である。

このような観点に立ち、①教育委員の人選、研修、②教育長の任期制、専任制

（市町村）の導入、◎苦情処理の責任体制の確立、④適格性を欠く教員への対応、

⑤小規模市町村の事務処理休制の広域化、＠知事部局等との連携など、について

具体的な改革を進めることを通じ教育委員会の活性化を図る。

第3節学校の管理・運営の改善

教師が常に自らを磨き、教育者としての能力を向上させていくためには、教師

相互間に深い信頼と尊敬の気持ちが通い合っていることが重要であり、また、こ

の信頼関係の確立は、教職員と児童•生徒・父母等の間でも重要である。

学校が、活力と規律を維持するためには、この相互信頼の基盤の上に、各学校

に責任体制と校長の指導力が確立されていることが重要である。

ァ．校長の在職期間の長期化と若手の管理職登用の促進を図るとともに、校長

を中心とする責任体制の確立と校長の教員人事に対する意見具申の一層の活

用等を図る。

ィ．学校は、父母や地域住民の学校に対する意向等を適切に把握し、これに責

任をもって対処する姿勢が必要である。

学校の適正な運営を阻害する違法・不当な行為については、関係者の自覚

と反省を強く求めたい。

ゥ．一部に見られる過度に形式主義的・瑣末主義的な管理教育や体罰等を改め、

学校に自由と規律の毅然とした気風を回復する努力が必要である。

第4節教育財政の展望

教育財政については、厳しい国家財政の制約がある中で、今後の教育改革の方

向を踏まえ、その基本的な在り方をどう考えるか、幅広い角度から検討を行う必

要がある。

教育財政に関する諸事項の本格的な審議は、基本的には今後の課題であるが、

おおよその方向として、次のような諸点が挙げられる。なお、これらの点を含め、

今後さらに審議を深めていくこととする。

ァ． 2I世紀に向けて、我が国社会の活力を維持し、さらに国際社会へ貢献し
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ていくためには、目に見えない、しかし最も基本的な社会資本の整備として、

教育・研究への投資を積極的かつ効果的に充実させていくことが必要である。

このため、国は、本審議会が提言する諸施策の実現に努力すべきである。

ィ．税制面においては、とくに高校生、大学生を抱える中高年齢層など教育費

負担の重い層への配慮について検討することが必要である。

また、学校法人に対する寄附金等の民間資金の導入等を容易にするため、

および私学経営の自立・自助による安定・充実に資するために、税制上の措

置の活用、手続きの簡素化等を含め、きめ細かな方策を検討することが必要

である。

ゥ．教育財政の見直しに当たっては、既存の制度、施策の全般にわたり、当初

の目的が達成されたものはないか、他の方法で対処できないのかなど、常に

•新しい目で点検し、合理化、効率化に努める必要がある。

今次教育改革の推進に当たっては、以上の考え方を踏まえ、教育改革の方向に

即し、資金の重点的・効率的配分に努めつつ、国家財政全般との関連において、

適切な財政措置を講じていく必要がある。
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今次教育改革は、現在の教育荒廃を克服して教育への信頼を高め、 21世紀を目

指して創造的で活力ある社会を築くに当たって欠くことのできない歴史的事業であ

る。

その実現のためには、まず政府が本答申で述べた改革提言の実施について最大限

の努力を払い勇断をもって所要の措置を講ずることを切望する。

本審議会は、第一次答申および本答申が提言した課題についても、その実施状況

を見守り必要に応じ審議することとしたい。

本審議会としては、国民の期待にこたえるべく、今後とも各界の意見に十分耳を

傾けながら、 1年有余の残された期間において、さらに教育改革の諸課題について

審議を進め、その責を果たす決意である。

教育改革の成否は、政府の積極的対応だけでなく、国会の理解や地方公共団体の

協力、教育関係者をはじめ、すべての国民の熱意にまつところが極めて大きい。

国民的合意による教育改革を実現するため、各界の深い理解とさらなる協力を期

待したい。
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（資料 1)臨時教育審議会会長・委員名簿

会長岡本道雄 科学技術会議議員

委員石川忠雄 慶應義塾塾長・慶應義塾大学長

中山素平 （株）日本興業銀行特別顧問

天谷直弘 （財）国際経済交流財団会長

有田一壽 社会教育団体振興協議会副会長・西日本工業学園理事

長

飯島宗一 名古屋大学長

I 
石井威望 東京大学教授

内田健三 法政大学教授

I I 岡野俊一郎 日本オリンビック委員会総務主事

金杉秀信 全日本労働総同盟願問

I I 木村治美 エッセイスト

I 香山健 学習院大学教授

小林 登 国立小児病院小児医療研究センター長

舜藤 正 国立劇場会長

齊藤斗志二 （社）日本青年会議所元会頭・大昭和製紙（株）専務

取締役

須之部量三 杏林大学教授

瀬島龍三 伊藤忠商事（株）相談役

溜 昭代 千葉市立園生小学校教諭

堂垣内尚弘 北海学園大学教授
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戸張敦雄 新宿区立戸山中学校長 （資料 2)臨時教育審議会専門委員名簿

中内 功 （株）ダイエー代表取締役会長兼社長

細見 卓 海外経済協力基金総裁 石井公一郎 プリヂストンサイクル（株）会長

三浦知寿子 作家 石野清治 （財）日本児童手当協会会長、 （株）資生堂専務取締役

（曾野綾子）
河野重男 お茶の水女子大学教授

水上 忠 東京都教育委員会教育長
菊池幸子 文教大学教授

宮田義二 日本鉄鋼産業労働組合連合会最高願問
木田 宏 日本学術振興会理事長

公文俊平 東京大学教授

黒羽亮 日本経済新聞社編集委員兼論説委員

佐久間 彊 千葉経済学園理事長・千葉経済短期大学長

下河原五郎 東京都立小山台高等学校長

千石 保 （財）日本青少年研究所長、弁護士

高梨 昌 信州大学教授

高橋史朗 明星大学助教授

俵 孝太郎 評論家・フジテレヒニュースキャスター

坪内嘉雄 （財）日本レクリエーション協会副会長、 （株）ダイヤモ

ンド社会長

戸田修三 中央大学教授

矢口光子 （社）農村生活総合研究センター専務理事

山本七平 評論家・山本書店店主

屋山太郎 （株）時事通信社解説委員兼編集委員

渡部昇一 上智大学教授

大沼 浮 文化学園理事長・文化女子大学長、全国専修学校各種学‘

校総連合会会長 （昭和60年12月20日辞任）
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（資料 3)
総総第 79 2号
昭和59年9月5日

（資料4)臨時教育審議会第1回総会における内閣総理大臣あいさつ

臨時教育審議会会長 殿

内閣総理大臣 中曽根 康 弘

臨時教育審議会設置法第2条第1項の規定に基づき、次の事項について理由

を付して諮問する。

諮 問

我が国における社会の変化及び文化の発展に対応する教育の実現を

期して各般にわたる施策に関し必要な改革を図るための基本的方策に

ついて

d

,

'

,

'

 

（理由）

我が国の教育は戦後著しく普及し発展してきたところであるが、近年に

おける社会の急激な変化や教育の量的拡大等は教育の在り方にも大きな影

響を与え、今日、様々な問題が指摘されるに至っている。

また、同時に、産業構造の変化、情報化社会の進展、生涯学習への期待

の増大、各分野における国際化のすう勢など、社会の一層の変化や文化の

発展に対応する教育の実現が求められている。

2 1世紀に向けて我が国が創造的で活力ある社会を築いていくためには、

教育の現状における諸課題を踏まえつつ、時代の進展に対応する教育の実

現を期して、教育基本法の精神にのっとり、各般にわたる施策に関し必要

な改革を図ることが喫緊の課題であり、そのための基本的方策を樹立する

必要がある。

臨時教育審議会の発足に当たり、こあいさつを申し上げます。

各位には、本審議会の委員に御就任をお願いいたしましたところ、快くお引

受けいただきまして誠にありがとうございました。

今日、我々を取り巻く内外の環境や時代の変化には著しいものがあり、我が

国もそれに適切に対応し、政治、経済、社会、教育、文化等の各分野において、

必要な改革を押し進め、我が国の未来を切り開く新しい施策を展開する時期に

至っていると確信しております。そのため、教育の分野についても政府全体の

責任において長期的展望に立って、その改革に取り組むことが是非とも必要な

ことであると考え、このたび、新たに臨時教育審議会設置法の制定をみて、各

界の人格識見共に優れた方々を委員にお願いし、ここに本審議会が発足した次

第であります。

今日の我が国の発展と繁栄は、これまでの我が国の優れた教育制度の下に育

てられた国民によって成し遂げられてきたものであり、我が国の教育水準が国

際的にも評価されていることは疑いのないところであります。しかしながら、

近年における校内暴力や青少年の非行等の増加、あるいは学歴を過度に重視す

る社会的状況、我が国学校制度の画ー的性格、国際性強化の必要性など、種々

の問題が指摘されており、現行の教育の在り方の中には、戦後40年を経た今

日、時代の推移に伴って、適切な改革を要するものが生じてきているのではな

いかと考えます。更にまた、特に我が国においては、産業構造の変化、情報化

社会•高齢化社会などが急激に進むとともに、これらの変化等に関連して、単

に学校教育だけでなく、種々の機会を活用した生涯を通じる学習への要請が増

大してまいります。同時に各分野における国際化のすう勢から教育の国際化も

重要な課題となり、これら社会の変化や文化の発展に対応する教育の実現が求
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められているのであります。我が国が、 21世紀に向けて、創造的で活力ある

社会を築いていくために、教育の現状における諸課題を踏まえつつ時代の進展

に対応して教育改革を図ることが必要不可欠になっていると考えるものであり

ます。

本日の諮問は、このような観点に立ったものでありますが、教育改革は、我

が国固有の伝統的文化を維持発展させるとともに、日本人としての自覚に立っ

て国際社会に貢献する国民の育成を期し、普遍的人間社会の生活規範を身に付

けながら、高い理想と強健な体力、豊かな個性と創造力を育くむことを目標と

して行われるべきものと考えます。

審議会におかれましては、本審議会設置の趣旨に思いをいたされ、教育及び

これに関連する分野に係る諸施策に関し、,.広い視野と将来への展望のもとに、

十分な御審議をお願いしたいと存じます。政府といたしましては、本審議会か

ら御答申いただきました事項につきましては、最大限に尊重し、あらゆる努力

を傾注して、その実現を図る所存であります。

会長はじめ委員各位におかれましては、教育改革が、単に教育の改革にとど

まらず、それを通じて我が国社会そのものの改革にも及ふものであることにか

んがみ、国民各界各層の期待にこたえ、その意見を広く汲み上げ、十分御審議

くださいますようお願いいたしまして、私のこあいさつといたします。
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（資料5)臨時教育審議会第 1回総会における文部大臣あいさつ

1．臨時教育審議会第1回会合に当たり、こあいさつ申し上げます。

我が国の教育は、戦後、教育の機会均等の理念のもとに、教育を重視する

国民性や経済の高度成長に伴う国民の所得水準の向上等により、著しく普及

充実し、我が国経済、社会、文化の発展の原動力となってまいりました。

文部省としても、これまで、中央教育審議会等各種審議会の答申などを尊

重しつつ種々の施策を実施し、教育の改善・充実のための努力を行ってきた

ところでありますが、遺憾ながら今日の実情において、学校教育における児

童生徒の能カ・適性等が多様化している実態に対する対応や、あるいは受験

競争の過熟化の中で起こる偏差値による学校の序列化など様々な問題が生起

していることを真剣に受けとめ、これらに対する適切な対策を十分に考慮し

なければならないと考える次第であります。これらの問題は、基本的には教

育自体の改革により対処しなければならない課題でありますが、同時に近年

における社会の急激な変化に伴う家庭や社会環境の変化更に国民の教育観な

どと深くかかわるところであり、したがって、文部省のみならず、行政各部

の施策と密接な関連を持った対応がなされなければならないものが多いと考

えられます。このため、政府全体として広い立場から各般にわたる施策に関

し必要な改革に取り組むことが喫緊の課題となっていると考える次第であり

ま・す。

2.したがいまして、皆様方には、諮問理由にも述べられておりますように、

教育の現状における諸課題を踏まえつつ、時代の進展に対応する教育の実現

を期して、教育及ひこれに関連する分野についてその見直しを行い、今後の

方策について御検討をいただきたいと考えております。そこで、諮問は基本

的・包括的内容といたしておりますので、審議内容につきましては、その趣
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旨に即して、今後審議会での自由な討議を通じて具体化を図っていただくべ

きものと存じます。ただ、この際、このたびの教育改革に当たって重要な課

題になると思われることについて私の立場において御参考までに申し上げる

ならば、例えば、次のような点があるのではないかと考えます。

まず、このたひの教育改革に当たっては、 2I世紀の我が国を担う青少年

が、強健な心身を養いつつ、創造的な知的能力や良好な人間関係を築いてい

く資質を高めるなど、今後における社会の変化及び文化の発展に主体的に対

応しうるよう人間形成の基礎を培うことが教育の目標として大切ではないか

と考えます。

次に、学校教育の現状を再検討することであります。我が国の学校教育制

度は、画ー的な性格が強く、現在及び将来の社会の変化に十分対応できない

のではないかという指摘がありますが、その多様化・弾力化等について十分

検討することが必要であり、また同時に、学校教育の成果は、これを担当す

る教員に負うところが極めて大きいことにかんがみ、教員の養成、研修等の

在り方について検討し、教員の資質・能力の向上を図り、その指導力の充実

を期することが基本的な課題であります。

また、教育は学校だけではなく、家庭や社会においても行われる営みであ

ることを考慮するとき、学校、家庭、社会が相互の連携・協力を強め、それ

ぞれの教育的機能の活性化を園るとともに、情報化社会の進展や社会におけ

る種々の教育の機会の増大等に対応し、また、物質的な豊かさの中での精神

的、文化的な要求の高まりにこたえることができるように、年齢段階に応ず

る多様な生涯学習の在り方等を探求することが必要であります。

さらに、学歴を過度に重視する現在の我が国の社会的状況をどのように是

正していくかということも欠かすことのできない大きな課題であり、このよ

うな観点から、学校、社会を通じた人間評価の在り方についての再検討や企

業等の人材登用の在り方等について検討を行うことが必要な事項ではないか

と考えます。

審議会におかれましては、なおこれらのほか、国際的な視点に立った広い

視野と将来への展望のもとに、自由かっ達な御議論をいただきたいと考えて

おります。

3.なお、本審議会の設置期間は3年となっております。この間十分御議論を

尽くしていただきたいと考えますが、教育改革は国民的合意を求めつつ進め

る必要があり、その意味において、審議の過程におきまして、国民の理解と

協力が得られるよう、種々の工夫をお願いしたいと考えております。

以上、諮問等に関連して、私の考えを申し上げましたが、教育改革につい

ては、国民の期待は非常に大きいものがあることにかんがみ、今後十分御審

議くださることをお願いし、私のあいさつといたします。
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（資料6)臨時教育審議会第1回総会における会長あいさつ

一言こあいさつ申し上げます。

臨時教育審議会の会長に指名されました岡本でございます。

只今、総理大臣及ひ文部大臣のこあいさつにもありましたように、今日、教

育の全般を見直し、適切な改革を実施しますことは国民の切なる要請でありま

す。

当審議会はこれに応えるべく、社会の変化や文化の発展に対応する教育の実

現を期して必要な改革を図るという大きい仕事に今後3年にわたって、皆様と

共に取り組むことになったわけであります。

使命の重要さと責任の重大さを痛感しているところであります。

政府は私共の答申の実現には全力を挙げるとの姿剪をお示し下さいましたが、

我々としてもこれに応え全力をつくし審議に当たる覚悟でございます。皆様の

ご協力をお願い申し上げます。

尚一言私の所感をつけ加えますことをお許し願いますと、およそ、これまで

の教育改革は、これを終戦以後に行われましたものをみましても、その時その

時の政治的、社会的、経済的要請と、その影響を受けています。それによって、

その時代の要請に応え今日の日本の基礎を築いたことは高く評価されると同時

に、そのなかに、時代の推移とともに今日に至りひずみを生じたもののあるこ

とも否定出来ません。

従って、長期的にみて大切なものは、これら教育改革の中の教育固有のもの

でありまして、一国の教育のなかでこの固有なるものが如何程重視されている

かは、その国文化の一つの指標とも言えると思うのであります。

私は、今回の審議会が、国家変革の時であった明治維新でもなく、終戦時で

もなく、大局的には日本の平常時において、国民の教育に対する切実な要請に
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したがって、企図されたものであることを評価し、この要請に応えるのに、こ

の教育固有で、不易のものに目をすえるとともに世界における日本人といった

視点に立って論議をつくしたいと希っています。

又一方この時機にこの審議会を持つことの必要性をひろく考えますと、それ

はひとり我が国だけのことではなく、また、教育だけのことでもなく、近世西

洋文明が一つの反省の時機に立ち到っていることではなかろうかと思うのであ

ります。私は近時の科学技術の著しい発達、とくに生命科学と人間との関係に

思いを致しまして、その様なことを考えております。

この点につきましては、総理のお言葉にもありました様に、我が国固有の伝

統的文化に注目し、これを維持発展させることは、ひとり我が国のためのみで

なく、我が国が国際社会に貢献しうる一つの大きな課題であり、今後日本が世

界において信頼と尊敬を増す道でもあろうと思います。

尚、委員の皆様方は、それぞれの領域で教育について深いお考えをお持ちの

方々でありまして、その日頃のお考えをここで純粋率直にお話しいたたきます

ところに自ら今後この国の教育の在り方への基本的方向が出されることと思い

ますが、教育は凡ての国民が誰も目己の体験にもとづいて、それぞれの意見を

持っていますので、私共としては、出来る限りひろくその様な意見を聴く努力

を致さねばならぬと思っています。又同時にこれらの意見は私共のものもふく

めて、自らの限られた経験の所産であることを考えて互いに耳を傾け合うと言

った心構えも大切であると思っています。以上、今日皆様にはじめてお目にか

かるに際しまして、自己紹介も必要かと考えまして、只今考えていますことの

一端を率直に申し述べましたが、会長としては、今後、虚心に皆様に教わりつ

っ、じっくり本当のものをつみ重ねて参りたいと念じています。

重ねて皆様のご協力をお願いして私のあいさつと致します。
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（資料 7) 会長談話

（昭和61年4月23日）

本日、臨時教育審議会は教育改革に関する第二次答申を内閣総理大臣に提出いた

しました。

本審議会は、一昨年9月諮問を受けて以来、教育基本法の精神に則り審議を進め、

昨年6月、教育改革に関する第一次答申を提出したところであります。その後、第

二次答申においては、教育改革の基本的な全体像を明らかにする必要があると考え

て、第一次答申において明らかにした主要課題の中で、改革全体に向けて波及効果

の大きい課題および国民が強く期待している課題を重視しながら、調査審議を進め

てまいりました。

この審議の過程において、国民各界各層から寄せられた教育改革に対する多様で

貴重な意見・提言・要望などは十分参考としてまいりました。深く感謝申しあげる

ものであります。

本答申においては、我が国が21世紀に向けて創造的で活力ある社会を築いてい

くための教育の基本的な在り方を示すとともに、個性重視の原則に立って、生涯学

習体系への移行を主軸とする教育体系の再編成を図るとの観点から、家庭、学校、

社会を通じる教育改革の諸課題について、総合的かつ基本的な改革提言を行ってお

ります。

その中で、荒廃と言われる教育の現状についても、また、 21世紀の教育の在り

方についても、常に現代の豊かな物質文明の上にある社会の風潮とか世相と言った

ものが大きく関係があること、この文明は人類に無限の福祉と我が国に大きい経済

成長をもたらしたと同時に、その豊かさの負の副作用と言ったものが、最も深刻な

影響をもたらしたものとして強く指摘していることに注目していただきたい。我が

国はこの科学技術文明の道を今後も長く強く歩まねばなりません。しかもその負の
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副作用は何と：しても排除しなければなりません。ここに我が国の教育の大きな課題

があります。また、これは世界の課題でもあります。

そのような理解から、 21世紀への教育の目標として、何よりも各個人のしっか

りした「心と体」を根本としてかかげていることは、平凡に見えても揺るぎのない

柱であると考えています。また、生涯学習を今後我が国の教育全体を覆う方向とし

ていますが、これはあまりにも人生の初期における学歴が一生を支配する現状に対

して、生涯にわたっていつでもとこでも学習ができて、また、それが評価を受ける

ことを今後のあるべき方向として、教育のあらゆる種顆と段階において、その具体

策を示しています。これは、誰でも一様に進学できる我が国における受験の過熱や

学歴社会の弊害を防ぐための大切な方向であるだけでなく、 1965年のユネスコ

の提案以来世界の教育の大嬰でもあります。

明治以来の我が国の教育の反省に立って、いつでもどこでもと言ったゆとりをも

って学習することは、その意味て大切な目標ですが、人生初期の若い時に、他から

の保護を得て、専念して学べる学校教育が重要であることはいうまでもありません。

来るべき21世紀に向かうに当たって世界がそれぞれ相当のレベルの学習社会を築

きつつもなお、この学校教育を高度化しなければならないという危機感をもって立

ち向かっている事実も知らねばなりません。

また、教育の全体を通じ、生涯学習との関連においても、とくに家庭と初等中等

教育における基礎・基本の重要性を繰り返し指摘していることも注目していただき

たい。

弱い者をいたわる暖かい心とともに、進んで競争に立ち向かうたくましい気持ち

をもつことは21世紀に向かう若者にとって大切であること、また、負けた時くじ

けぬ魂を蓑うことの大切さは昨今とくに緊要のことと感じられます。これは、りつ

ばに生涯自ら学び続けるためにもその出発となるものです。

現下、国民の大きい関心事のいじめも現代文明の上に立った昨今の風潮、世相を
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背景にした家庭、学校の基礎・基本の習得に問題があるとしています。 21世紀に

旅立つ青少年に大切な自律(Jyできる個性や創造性の芽は、この時期に形成されると

考えられます。 我が国の大学は、今、生涯学習における役割を果たすとともに、

何としても学術の振興に最大の力を注がねばならないのです。科学技術のレベルが

低くては国際交流も始まらないし、また、学問の自由、大学の自治もまさにその目

的は学術の振興にあることを銘記すべきです。

答申の中で指摘している我が国の伝統文化の尊重は、もちろん、浅い国家主義を

主張しようとするものではなく一国の文化が深くその伝統に根をもって発展するも

のであり、また、いかなる改革もその根をその伝統の土壌にもたねば根付かないも

のであることを知るからです。

また、かつて明治の始めドイツ人教師ベルツが「凡そ、自国の伝統や歴史に誇り

を持たない国民が世界でとうして尊敬と信頼を受けられようか」と言ったのを思い

出します。教育は一人一人の個人の成長をこそその目的としています。今後ますま

す世界に出て行く日本人の成長にはこのような土壌も大きい役割をもっていること

を留意して、現代文明の本質の解明の次には、このようなものにもしっかり目を注

ぐことが大切でありましょう。

本審議会は、今後も、従来から検討を進めてきた課題に関連するものも含め教育

改革の重要な課題について各界の意見に謙虚に耳を傾けながら、さらに精緻に審議

を深め、国民の期待しここたえるべく真剣に努力する決意であります。

政府におかれては、この答申の実現に向かって最大限の努力を傾注されるよう強

く要望します。

また、教育改革の成否は、政府の努力とともに、国民各位の改革への意志ならひ

に21世紀を担う青少年に対する愛情と責任感にまつところ大であると考えます。

国民各位の御理解と御協力を切にお願いする次第です。
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（資料8)臨時教育審議会教育改革に関する第二次答申をうけて

内閣総理大臣の談話 （昭和6l年4月23日）
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本日、臨時教育審議会の岡本会長から教育改革に関する第二次答申を受けました。

会長を始め委員等各位の御努力に対しまして深く敬意を表します。

今回の答申は、教育改革に対する国民の切実な期待に応えて審議会が精力的な審

議を重ねられた結果、戦前・戦後にわたる教育の歴史の教訓を踏まえつつ、 21世

紀に向けての新しい時代の変化と教育の課題を展望した上で、今次教育改革の基本

的な全体像を明らかにしたものであり、我が国の未来を切り開いていく上で重要な

意義を持ったものであります。

政府は、第一次答申を受け、大学人試の改革や学歴社会の弊害の是正等、その具

体化に真剣に取り組んできたところでありますが、今回の答申を契機に、総合的見

地に立ってより・一層強力に教育改革に向けて努力を傾注してまいる決意であります。

特に、 21世紀に向けて生涯学習体系への転換を目指し、学校教育中心の考え方

から脱却して学校を社会に開かれたものとすることに努めるほか、いじめなどにみ

られる教育荒廃を克服して学校教育への信頼を高めることを目指す考えであります。

また、学術研究の水準を高め、国際的に開かれた高等教育への改革を図るとともに、

教育行政を柔軟なシステムに転換するための施策を講ずる所存であります。

臨時教育審議会におかれては、教育の世界に活力と創造性をもたらし、豊かな人

間性を回復することを目指し、引き続き、残された重要な課題について精力的に審

議を進められるよう期待いたします。
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（資料9)臨時教育審議会教育改革に関する第二次答申をうけて （資料10) 

文部大臣談話 （昭和61年4月23日）

本日、臨時教育審議会から内閣総理大臣しこ教育改革に関する第二次答申が提出さ

れました。

同審議会は、昨年6月に今次教育改革の基本方向を示す第一次答申を提出された

後、第二次答申に向け、極めて精力的に審議を重ねてこられました。今回の答申は、

第一次答申において示された教育改革の考え方を踏まえ、今次教育改革の基本的な

全体像を明らかにして提言を取りまとめられております。この中では、まず、教育

基本法の精神を基礎として2l世紀に向けての教育の目標を明らかにするとともに、

生涯学習体系への移行を主軸とする教育体系の再編成の基本方向を示し、さらに、

これを前提として教育の幅広い分野にわたって具体的な改革提言を示されたのであ

ります。

ここに委員各位の御尽力に対し深く敬意を表します。

文部省においては、その意義と趣旨を十分尊重し、当面の急務として、学校に平

「いじめ」の問題に関する臨時教育審議会会長談話

（昭和60年10月23日）
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静な環境を確保し、いじめをなくしてゆくと同時に、人間教育をより重視し、教師

の指導力の一層の向上を図ることによって、学校教育の活性化とその信頼を高める

ための改革を推進するとともに、開かれた高等教育の特色ある発展を図るなど、教

育改革を積極的に実施に移し、物の豊かさだけではなく、心の豊かな国家社会の形

成に向けて努力してまいる所存であります。

もとより、教育改革は国民的合意を求めつつこれを進める必要があり、教育関係

者をはじめ国民の皆様の一層の御理解をいただくとともに、各般の施策の実施に当

たり、御協力を寄せられることをお願い申しあげます。

本審議会は、発足以来、近年における「いじめ」、校内暴力、青少年非行など

の教育荒廃の現象について、憂慮すべき事態として検討を続けてきた。

すでに第一次答申においても、その要因・背景として、受験賄争の過熱や、児

童生徒の多様な能力、適性等に対応し得ない学校教育の制度やその運用の画一性、

硬直性あるいは閉鎖的な学校の在り方等の問題があることを指摘した。

本審議会としては、これらの問題について、さらに基本答申に向けて総合的に

検討を加える課題として取り組んでいるが、昨今の「いじめ」の問題については、

児童生徒の自殺や心理的障害にまで至らせるような痛ましい事例が発生するなど、

教育問題としても社会問題としてももはや看過できないものと考え、緊急に総会

において審議を行った。

その結果、基本的には個性重視の原則に立ってこれまでの教育の在り方を見直

すとともに、子どもをめぐる社会全体の教育環境の改革が必要であると考える。

同時に、当面の対策として、現在、学校現場はもとより各方面の関係者が真剣

な努力を続けていることは評価されるが、特に次の諸点が重要である。

ー、各省庁をはじめ関係諸機関がそれぞれの必要な施策を進め、さらに相互の連

携を強化し総合的に対策を推進すること。

二、学校において、教師間の人間関係に相互に配慮し、校長、教員が一致協力し

てこの問題に真剣に取り組むこと。また、子どもの多様な個性の配慮に欠ける

教育に陥ることを戒めるとともに、いやしくも教員自らの暴力の行使等は厳に

慎むこと。

三、家庭においては、過保護、過干渉、放任に陥ることなく、その役割を自覚す
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るとともに、地域、学校との連携を強めること。

四、地域における多様な相談の窓口が有機的に機能し、父母や子どもが心安く相

談できる体制を確立すること。

五、学校の教育条件、家庭や地域等子どもの生活の場など教育環境の人間化に努

めること。

以上は、いわゆる対症的応急の措置でもあるが、この問題は、根本において、

現代社会にみられる心の荒廃が子どもの成長過程において生じていることと深く

かかわっているものであり、青少年の健全育成の観点に立ったテレビ・週刊誌等

マスコミの自粛・自重を含め事態の解決のための社会全体の取り組みや協力が必

要である。

臨時教育審議会としては、現在見られる教育荒廃の病理現象に対し、その背後

にある要因を掘り下げ、教育改革のための総合的、基本的考え方を示すという本

審議会の使命と責任を痛感しており、この「いじめ」の問題についてもそのよう

な立場に立って引き続き特別の関心を持って審議を深めていきたい。
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（資料 11)教育改革に関する第二次答申にいたる経緯

(l)審議等

昭和59年

8月21日 委員任命・臨時教育審議会発足

9月5日第1回会議（総会）

［ 内閣総理大臣から「我が国における社会の変化及び文化の発
展に対応する教育の実現を期して各般にわたる施策に関し必要

，な改革を図るための基本的方策について」諮問

11月7日 第8回会議（総会） 部会の設置及び審議事項の決定

11月14日 第9回会議（総会） 「審議経過の概要（その 1)」の決定、公表

12月1日 委員任命についての両議院の事後承認

12月20日 専門委員の任命

昭和60年

4月24日 第16回会議（総会） 「審議経過の概要（その2)」の決定、公表

6月26日 第24回会議（総会） 「教育改革に関する第一次答申」について決

定、内閣総理大臣に提出。

9月4日 国際化に関する委員会、家庭•学校・地域の連携に関する分科会、

スポーツと教育に関する分科会設置

9月25日 情報化に関する委員会設置

10月23日 「いじめ」の問題に関する臨時教育審議会会長談話公表

昭和61年

1月22日 第43回会議（総会） 「審議経過の概要（その3)」の決定、公表

1月29日第44回会議（総会） 7 
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2月19日第45回会議（総会）

2月26日 第 46回会議（総会）

3月12日第47回会議（総会）

4月2日第48回会議（総会）

4月9日第49回会議（総会）

4月10日，第50回会議（総会）

4月11日第51回会議（総会）

4月16日 第52回会議（総会）

4月23日第53回会議（総会）

・'攣＿―-＇i-ー―――-
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］第二次答申に向けて審議

「第二次答申案」について審議

「教育改革に関する第二次答申」について決

定、内閣総理大臣に提出。
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(2)公聴会等（「教育改革に関する第一次答申」提出以降）

昭和60年

8月21日 公聴会（北海道地区一札幌）

10月6日 海外教育制度等調査（アメリカ、イギリス、オランダ、フランス）

~19日

12月6日 公聴会（北陸地区ー福井）

昭和61年

2月8日 公聴会（関東地区ー東京）

3月19日 海外教育制度等調査（大韓民国）

~22日

3月20日 公聴会（中部地区ー名古屋）

（資料12)臨時教育審議会の構成

（昭和61年4月23日現在）

＜総会＞

全委員で構成

会 長 岡本道雄

会長代理 石川忠雄、中山素平

く運営委員会＞

岡本道雄、石川忠雄（運営委員長）、中山素平、天谷直弘、有田一壽、

飯島宗一、石井威望、瀬島龍三

く部 会＞
・`――“  

部 云入 名 部会長 所属委員 所属専門委員

内田健三 菊池幸子
金杉秀信 木田 r 本

第 1 部 ノZ 天谷直弘 香山健一 高橋史朗
中内 功 俵孝太郎
水上 忠 山本七平

木村治美 石井公一郎
齊藤斗志二 高梨 昌

第 2 部 会 石井威望 堂垣内尚弘 坪内嘉雄
三浦知寿子 矢口光子
宮田義二 屋山太郎

岡野俊一郎 石野清治
小林 登 河野重男

第 3 部 会 有田一壽 舜藤 正 下河原五郎
溜 昭代 千石 保
戸張敦雄

須之部量三 公文俊平
黒羽亮一

第 4 部 入云 飯島宗一 瀬島龍三 佐久間彊
戸田修三

細見 卓 渡部昇一
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＜委 員

委

会＞

員会名 委員長

国際化に関する委員会 須之部量三

所属委員

宮田義二

戸張敦雄
9
9
,
:
`
,
1

ー

'
,
"
9
_J
り
＇ 情報化に関する委員会 石井威望

香山健一
齊藤斗志二
小林登

所

（資料11)臨時教育審議会設置法（昭和59年8月8日法律第65号）

（目的及び設置）

第1条 社会の変化及び文化の発展に対応する教育の実現の緊要性にかんがみ、教

9
礼
g
ー
ほ
d

ii
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育基本法（昭和22年法律第25号）の精神にのっとり、その実現を期して各般

にわたる施策につき必要な改革を図ることにより、同法に規定する教育の目的の

達成に資するため、総理府に、臨時教育審議会（以下「審議会」という。）を置

く分 会＞

分科会名

（第2部会）
家庭・学校・地域の連携
に関する分科会

科 （所掌事務）

一
長座

木村治美

＇ 
（第3部会）
スポーツと教育に関する
分科会

岡野俊一郎

・*----

所属専門委員
--| 

河野重男
坪内嘉雄
矢口光子

ー 1
坪内嘉雄
石野清治
下河原五郎
千石保
佐久間彊

__J 

所属委員

金杉秀信
小林登
溜昭代

水上忠
堂垣内尚弘
小林登
溜昭代
戸張敦雄

第2条 審議会は、内閣総理大臣の諮問に応し、教育及びこれに関連する分野に係

2
 

る諸施策に関し、広く、かつ、総合的に検討を加え、必要な改革を図るための方

策に関する基本的事項について調査審議する。

審議会は、前項に規定する事項に関して、内閣総理大臣に意見を述べることが

できる。

（答申等の尊重等）• 
第3条 内閣総理大臣は、前条第1項の諮問に対する答申又は同条第2項の意見（

＇ 
次項において「答申等」という。）を受けたときは、これを尊重しなければなら

ない。

2
 ＇

ー

ー

-

|

内閣総理大臣は、答申等を受けたときは、これを国会に報告するものとする。

（組織）

第4条 審議会は、委員25人以内で組織する。

（委員）

第5条 委員は、人格識見共に優れた者のうちから、文部大臣の意見を聴いて、内

2
 

閣総理大臣が任命する。

内閣総理大臣は、前項の委員を任命しようとするときは、両議院の同意を得な
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ければならない。

3• 第1項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために前項に規定する

両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、同項の規定にかか

わらず、第1項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができ

る。

4 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なけれは

ならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総

理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

5 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合

又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合

においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も同様とする。

7 委員は、非常勤とする。

（会長）

第6条 審議会に、会長を置き、委員のうちから、内閣総理大臣が指名する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかしめその指名する委員が、その職務を代理す

る。

（専門委員）

第7条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができ

る。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、文部大臣の意見を聴いて、内閣総

理大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任される
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ものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

（資料の提出等の要求）

第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の

関係行政機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力

を求めることができる。

（事務局）

第9条審議会の事務を処理させるため、審議会に、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3 事務局長は、文部事務次官をもって充てる。

4 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

（政令への委任）

第10条 この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令て定める。

附則

（施行期日）

1 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、第5条第1項中文部大臣の意見を聴くことに関する

部分及び同条第2項の規定は、公布の日から施行する。

（特別職の職員の給与に関する法律の一部改正）

2 特別職の職員の給与に関する法律（昭和24年法律第252号）の一部を次の

ように改正する。

第1条第 19号の8の次に次の 1号を加える。

1 9の9 臨時教育審議会委員

（この法律の失効）

3 この法律は、附則第1項の政令で定める日から起算して3年を経過した日にそ
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の効力を失う。
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